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改正消草生活協同組合の概要について   



制度の改正について  消草生活協同組合  

制度の概要  ‾〝‾‾m酬≠・ 
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消車生活協同組合（生協）法は、昭和23年制定  
○生協とは、組合員の生活の文化的経済的改善向上のみを目的とする「一定の地域又は職域による人と人との結合」  
（相互扶助組織）  

［保険■共済に占める生協共済のシェア（平成16年度）］  
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○共済事業（＊実施組合数442組合うち   

［共済、保険に占める生協共済のシェア：  

11．7％（契約件数）、3．1％（受入共済掛金額）］  
○ 購買事業（＊実施組合数718組合）   

［小売業総売上高に占める生協購買事業高：2％前後］  

至○ 利用事業（＊実施組合数595組合）   

［介護保険の在宅サービス費用額に占める生協のシェア：2％］  

改正の趣旨  

契約者保護のため、事業の健全性を担保するための規制を弓壷化（農協法は平成16年に、  ○ 共済事業に関し、  
中小企業等協同組合法は18年に、既に改正済み）  

○経営・責任体制の強化のため、規定の整備を図るとともに、生協を取り巻く環境の変化を踏まえた見直しを行う  
め の見直しを行う  金 業者の流入を防止するた   あわせて、貸金業法改正に伴い、貸  

○  
l■＝■1－－－－－－1－－ ‥■－－＝－一－‥、－－－－＝・I一▼▼ノ   



消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の概要  

1契約者保護  

匂者保護の観点から、共済事業について、他の協同組合法における規定の整備状況や生協の特質を踏まえて  

（4）契約締結時の契約者保護  

○ 共済募集時の禁止行為（虚偽を告げることの禁止など）等  

の導入  

○ 共済代理店に関する規定の整備  

［共済代理店の主体を一定の範囲に限定］  

（5）破綻時の契約者保護  

○ 契約の包括移転に関する規定の整備  

（6）契約者ニーズを反映した円滑な事業実施  

○ 共済金の最高限度額の規制方法の見直し  

（1）共済事業開始時の入口規制  

○ 最低限保有すべき出資金額（最低出資金）の基準の設定  
［単位組合：1億円以上 連合会：10億円以上］  

（2）健全性（内部の体力充実）  

○ 共済事業との兼業規制  

［規模が一定以上の単位組合及びすべての連合会］  

○ 健全性基準（ソルベンシー・マージン比率）の導入  

（3）透明性（外部からの監視）  

○ 経営情報の開示の義務づけ（公衆縦覧）  

で対応  について   

■  
○経営什報の開示の薮  
務づけ（公衆縦覧）  

○外部監査の義務づけ  ○共済事業との兼業規制  

○諸準備金の充実  

○共済計理人の関与の義務  
づけ  

○健全性基準（ソルベンシー  

マージン比率）の導入  

○契約条件（予定利率）の引下げ  

に関する規定の整備  

○契約の包括移転に関する規定  
の整備  

○共済金の最高限度等の規制方法の  

見直し  

○保険代理制度（保険会社の業務を代  

理することができる制度）の導入  

○共済募集時の禁止行為等の導入  

○共済代理店に関する規定の整備  

○クーリングオフ制度の導入  
契  約   者   



許可の  事  由   員外利用限度   

要否  

許可要  山間へき地／保育所等への食材提供／   組合員の利用分量の   

＊   生協間の物資提供   籠の5分の1以内   

許可   災害時の緊急物資提供／   制限なし   

不要   自賠責共済（契約車の相続の場合等）／  
体育施設、教養文化施設の利用／  

行政の委託事業  

医療・福祉事業   維合鼻の利用分量の  

額の同量以内  

母体企業、大学による利用   組合員の利用分量の  

額の5分の1以内   

連行期日三  
（ただし、5の貸金業者の流入防止は、別に政令で定める日（貸金業法改正の施行期日を考慮し決定））   



1契約者保護  

円滑な事業実施  

○共済金の最高限度の  

見直し  

○保険代理  

○資産運用  

○事業規約変更の手続  

の簡素化   

透明性  
契約締結時の契約者保護  

○経営情報の公開の義務づけ  

○外部監査  
○共済募集時の禁止行為等  

○共済代理店  

○クーリングオフ  健全性  

○諸準備金の充実  

○共済計理人の活用  

0共済事業とのリスク速断  

0健全性基準  

J  



2 事業の区域と利用者の範囲  

［1］事業の区域  

○ 地域生協は、都道府県の区域を越えて設立することができないこととなっている  
（職域生協でやむを得ない事情のあるものや連合会を除く。）  

三＝ゝ  

組合員サービスの向上   



［2］利用者の範囲  

○生協法では、組合員以外の者にその事業を利用させることは原則禁止されており、厚生労働省令で定める場合を除い  
ては、行政庁の許可がなければ員外利用をさせることができない制度となっている   





組合員の意思が  

反映される運営の確保  

生協に対する  

外部監視機能等の強化   

（例）  

○鼻外理事枠の拡大  

○員外監事設置の義務付け  

○理事会議事録の作成、備付け・閲覧  

○行政庁による解散命令の強化（法令違  

反全般について、解散命令を発動するこ  
とを可能とする）等  

（例）  

○組合員訴訟（総会決議取消の訴え  

等）の制度化  

○理事及び監事の報酬決定手続に関す  
る規定の整備  

○総会の招集手続に関する規定の整備  

○役員の選出方法（選任制度の導入  
等）に関する規定の整備  

R爪   



5 貸金業者の流入防止  
現   状  

○ 生協の行う貸付事業は、生協法第10条第1項第4号の「共済を図る事業」の一つとして実施  
・法令上、貸付限度額、貸付金利など貸付条件に関する規定や貸付事業固有の規制（取り立て行為の制限など）はなく、  
・通知においても、利率について年12％以下としているが、その他の規制はなされていない。  
○ 生協の行う貸付事業は、貸金業の規制等に関する法律第2条第1項第5号の「資金需要者等の利益を損なうおそれがない  

と認められる貸付けを行う看で政令で定めるものが行うもの」に該当することから、同法の「貸金業」に当たらず、資金需要者  

等の保護を目的とした同法は適用されていない。  

く工〉   



県域規制t員外利用について   



県域規制について  

○現在、地域生協は都道府県の区域を越えて設立することができないこととされていたが、モー列ゼーションの進展等によ  
る生活圏の拡大等に伴い、同一の生活圏内に存在する他県生協の店舗等が利用できないという「県境問題」が発生している0  

0，改正生協法においては、地域生協は、購買事業の実施のために必要がある場合には、主たる事務所の所在地の都府県及  
び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを設立することができることとした。  

：（区域）  

l 己第5条組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であってやむを得ない事情の l  
；あるもの及び消費生活協同組合連合会（以下「連合会」という0）は、この限りでない0  

‘‾  lJ■J▼′「～ ▼▼ ′■1■■【■－ ■ ‾－▼ ■▼ l▼ ‾ ′  ，  ‾‾ －▼‾   ▼  ▼ ■ ■ － － ，    【 ’－▼▼ ■   l  

…省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを設立すること  
⊥：ができる。ただし、当該消費生活協同組合が同号の事業と同号の事業以外の事業とを併せ行う場合であって、当該隣接する都府県を区域とし  

l  

？：て同号の事業を実施することが当該同号の事業以外の事業の実施に重大な影響を及ぼすおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合  
l 主に該当する場合は、この限りでない。   
L＿＿＿．＿＿ ＿＿■．＿－＿＿－＿＿＿．・－－－－－－ －・－・一■一一・・－・－・■ －－－－■－■■■■ －●‾‾‾‾‾‾一  

県域拡大させることができる場合  

■購買事業の実施のために必要がある場合には、その生活圏として認められる範囲内で県域拡大できることとする。  
暮ただし、共済事業を行っている地域生協については、県域拡大はできないこととする。（第1段パブコメ省令第②条）  

※生協の区域については、定款に定めることとされており、区域に係る定款変更を行う際の認可において、行政庁が判断  

することとなる。   

この定款変更の申請は、県域拡大前に所管している行政庁が受け、購買事業の実施のために必要がある生活圏の範  
囲内における変更か等の点から判断し、その後、県域拡大したことによって所管することとなる行政庁（本省又は厚生局）に  
おいて、当該定款変更について認可することとなる。   

なお、生協が県域拡大する可能性がある旨の情報を得た時点で、県域拡大したことによって所管することとなる行政庁に  

情報をいただくようお願いする。   



員外利用について  

○現在、組合員以外の者による事業の利用（員外利用）は原則禁止され、厚生労働省令で定める場合を除き、行政庁の許可  
を得なければこれを行ってはならないこととされている。  

○改正生協法においては、消費者の相互扶助組織であるという生協制度の本旨を踏まえ、員外利用の原則禁止は引き続き  
維持する一方、員外利用させることができる場合を法令上定めるとともに、その場合の利用分量の軽の上限を定めることとした。  

［1】員外利用させることができる場合  【】は、員外利用限度（一事業年度における、組合員以外の利用分量／組合員の利用分量）  

行政庁の許可なしで利用させることができる場合  

・自動車損害賠償責任共済契約に関して、契約締結者を非組合員に相続する場合等一定の場合（法第12条第3項第1号）  

・災害時の緊急物資の提供（法第12条第3項第2号）  

・行政の委託を受けて行う事業を利用させる場合（法第12条第3項第3号）  

・特定物晶の提供（法第12条第3項第4号）  

※「特定物品」とは、厚生労働省令で、酒類、たばこを規定する予定（第1段′けコメ省令第⑦条）  

1組合が所有する体育施設その他の施設の利用（法第12条第3項第5号）  

※員外利用させてもよい組合所有の施設として、体育施設、教養文化施設を規定する予定（第1段パブコメ省令第⑧条）  

「体育施設」とは、体育館、運動場等を想定している。  

「教養文化施設」とは、集会場、会議室、談話室、娯楽室、研修室等を想定している。  

【以上の場合は、員外利用限度は無制限である。 】  

■医療事業・福祉事業の利用（法第12条第4項）【100／100】  

・職域組合が、職域に係る看であって厚生労働省令で定めるものに購買事業を利用させる場合（法第12条第4項第1号）  

※「職域に係る者であって厚生労働省令で定めるもの」とは、その組合の職域の母体となる法人（法人格を有してない場  
合も含む。）を規定する予定。（第1段パブコメ省令第⑩条）  【20／100】   

二i  



行政庁の許可を得て利用させることができる場合  

■山間へき地における生活に必要な物品の提供（法第12条第4項第2号）【20／100】  

－保育所等への食材等の提供（第1段パブコメ省令第⑪条第1号イ）【20／100】  

・職域組合における職務等の理由による来訪者への物品の提供（第1段パブコメ省令第⑪条第1号ロ）【20／100】  

・生協間の物資提供（第1段パブコメ省令第⑪条第1号ハ）【20／100】  

・イベントを開催した場合の物品の提供（第1段パブコメ省令第⑪条第1号二）【20／100】  

t職域組合における職務等の理由による来訪者の食堂の利用（第1段パブコメ省令第⑪条第2号）【20／100】  

・納骨堂の利用（第1段パブコメ省令第⑪条第3号）【100／100】  

■山間へき地における利用事業の利用（第1段パブコメ省令第⑪条第4号）【20／100】  

法第10条各号（事業の種類）別の利用分量の見方と把握方法  

事業種類   法律上で定められた員外利用分量のとり方   把握方法   利用限度   

購買事業（1号）   購買事業全体でひとまとめにした利用分量を把握   店舗のレジなど（金額ベース）   20／100   

利用事業（2号）   
利用事業のうち、厚生労働省令で定める場合ごとの利用分   利用施設ごとに把握（金枝ベース）   

量を把握   例 食堂利用の場合、食堂のレジ   
場合ごと  

生活文化事業（3号）  体育施設、教養文化施設の利用の場合（無制限）のみである。  

共済事業（4号）   自賠責契約締結者の相続等の場合（無制限）のみである。  

教育事業（5号）   教育事業の員外利用は規定しない予定  

金額ベース（医療のレセプトで員外利用の正確な金縫  

医療事業（6号）   医療事業全体でひとまとめにした利用分量を把握  の把握が困難な場合は、総績を人数割りする方法など  

も認める）   

福祉事業（7号）   福祉事業全体でひとまとめにした利用分量を把握   
金額ベース（介護保険など正確な金額の把握が困難な  

場合は、総額を人数割りする方法なども認める）   
100／100  



［3］行政庁による員外利用の許可   

員外利用の許可の申請には、申請書に以下の次項を記載した書類を添付するが必要である。（第1段パブコメ省令第⑫条）  

・事業の種類  

※法令において許可によって員外利用を行うことができる場合として規定している場合のうち、どれに当てはまるかがわかるよう記載。   

・組合員以外の者に事業を利用させる理由   

・組合員の事業の利用方法及び利用程度   

・組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度  

※利用限度を設けているため、組合員による利用分量と組合員以外による利用分量とを区別するのにどのような方法を用いるか、  

利用限度を超えない見込みであるか等がわかるよう記載。  

岩 なお、今までに許可を出してきた事由であっても、改正法施行以降においても員外利用させる場合には、許可を取り直すこ  
lととする。  

、ト．、   



共済事業について   



共済事業に関する改正等について  

1 共済事業に関する改正の趣旨及び主な改正内容  

共済事業については、かつては慶弔見舞金程度のものであったが、近年では、   

契約件数の増加や共済種類の多様化により、保険及び共済全体に占める生協の共   

済事業の規模も大きくなっている。このような中、保険契約者の保護については、   

保険業法（平成7年法律第105号）に基づき一定の規制が行われており、他の  

協同組合法についても、共済契約者の保護のための見直しが行われたところであ  

り、改正生協法においては、生協における共済事業についても、契約者保護の観  

点から、必要な規制を整備することとした。  

① 共済事業の健全性の確保  

○ 財政的に脆弱な組合が共済事業を行う場合、十分に契約者保護が図れない  

可能性があることから、共済事業を行う組合の最低限保有しなければならな  

い出資の総額（最低出資金）を規定  

○ 他事業の財務状況が悪化し、それが共済事業の健全性を脅かすことを避け  

る必要があることから、共済事業を行う組合が他の事業を行うことを制限  

（兼業規制）  

○ 自己資本を充実させ、十分な支払余力を確保するとともに、支払余力を示  

す行政上の指標やそれに基づく行政上の是正措置を定め、財務の健全性を担  

保するための措置を規定  

○ 契約が長期にわたり共済数理の知識及び経験を必要とする場合等について  

は、共済数理の専門家による関与を義務付けることが適当であることから、  

共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に  

関する事項に関与させることを規定 等  

② 共済事業に係る透明性の確保  

○ 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項を  

記載した説明書類を作成し、公衆の縦覧に供しなければならないことを規定  

○ 共済事業を行う組合の外部監査（会計監査人の監査）について規定 等  

③ 共済募集に係る契約者の保護  

○ 組合やその役職員などに対して、共済契約の締結等に関して共済契約者等  
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に対して虚偽のことを述べることを禁止するなど、共済募集時の行為規制を  

規定 等  

④ 共済契約の包括移転および契約条件の変更   

○ 組合の破綻等による契約者の不利益を未然に回避するために、共済契約の  

包括移転および契約条件の変更について規定  

⑤ 共済事業の円滑な事業運営の確保   

○ 共済掛金及び共済金の最高限度については、定款の認可で足りることと規  

定 等  

2 貸付事業に関する改正の趣旨及び主な改正内容（平成19年12月19日施行）  

貸付事業については、生協法第10条第1項第4号の「組合員の生活の共済を  

図る事業」の一つとして行われているところであるが、改正前の生協法において  

は貸付事業に関する規制が設けられていないため、貸付けを受ける組合員の保護  

が十分に図れないおそれがあった。また、現在、生協が行う貸付事業については、  

貸金業法（昭和58年法律第32号）が適用されないこととなっており、貸付事  

業に関する規制が設けられていない中で、昨年の貸金業の規制等に関する法律等  

の改正により、貸金業者としての登録が困難となった事業者が生協を設立して貸  

金業を行うおそれがある。  

このため、改正生協法では、貸付けを受ける組合員の保護を図るともに、貸金  

業者の流入防止を図り、貸付事業の適正な実施を確保するための規定を整備する  

こととした。  

（D 参入条件（純資産額規制）の設定  

② 貸付事業規約に対する行政庁の認可制の導入 等  

3 その他  

平成17年通常国会において保険業法が改正され、「根拠法のない共済」いわゆる   

「無認可共済」が契約者保護の観点から、保険業法の適用を受けることとなり、平成   

18年4月に施行されたところである。  

これにより、従来「無認可共済」として共済事業を行ってきた者は、保険業法に基   

づく保険会社あるいは少額短期保険業者に移行又は廃業や事業譲渡をすることとなる  
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が、一部の事業者においては、生協としての法人格を取得し共済事業を行っていこう   

とする動きが見受けられるところである。  

上記のような新たに設立される生協の認可にあたっては、生協法関係法令通知に則   

って、適正な審査のうえ、ご判断願いたい。  

（参考条文）  

○ 凡例  

法  律：消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律（平成19年法律  

第47号）第3条の規定による改正後の消費生活協同組合法（昭  

和23年法律第200号）  

法 律 附 則：消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律（平成19年法律  

第47号）附則  

政  令：消費生活協同組合法施行令（平成19年政令第373号）  

経過措置政令：消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過  

措置に関する政令（平成19年政令第374号）   

施行規則案：平成19年12月26日から平成20年1月15日までの間、パ  

ブリックコメントとして意見募集を行った「消費生活協同組合法  

施行規則の一部を改正する等の省令案」の規定による改正後の消  

費生活協同組合法施行規則案（昭和23年大蔵省、法務庁、厚生  

省、農林省令第1号）  
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済代理店関係  

○ 法律第12条の2  

（共済契約）   

第十二条の二 共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対し   

て、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならな   

い。ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であって厚生労働省令で定め  

るものの締結の代理又は媒介の業務については、この限りでない。   

2 前項の政令で定める者は、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その   

他の関係者（以下「共済契約者等」という。）の保護に欠けるおそれが少ない場合と  

して厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、  

共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことができる。   

3 保険業法第二百八十三条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該  

共済事業を行う組合の共済代理店（組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約  

の締結の代理又は媒介を行う看であって、当該組合の役員又は使用人でないものをい  

う。以下同じ。）並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契  

約の募集について、同法第二百九十四条の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行  

う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員  

及び使用人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店について、同法第三百  

条の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店（これらの者の役員及び使用人を  

含む。）について、 同法第三百五条、第三百六条及び第三百七条第一項（第三号に係  

る部分に限る。）の規定は共済代理店について、同法第三百九条の規定は共済事業を  

行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの  

撤回又は解除について、同法第三百十一条の規定はこの項において準用する同法第三  

百五条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。  

この場合において、 同法第二百九十四条第三号、第二百九十五条、第三百条第一項第  

七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項  

中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百条第一項中「次条に規定  

する特定保険契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する  

特定共済契約」と、同項第八号中「特定関係者（第百条の三（第二百七十二条の十三  
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第二Ⅰ頁において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。）に規定する特定関   

係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会   

社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社（以下この条及び第三百   

一一条のこにおいて「保険持株会社等」という。）、当該保険持株会社等の子会社（保険  

会社等及び外国保険会社等を除く。）並びに保険業を行う者以外の者をいう。）」とあ  

るのは「子会社等（消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等を   

いう。）」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百  

七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合法第  

二十六条の三第一項に規定する規約」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総  

理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とある   

のは「行政庁」と、’「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しく   

は第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するとき   

は、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるも   

のとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

○ 法律第96条の2  

（行政庁への届出）   

第九十六条の二 共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生  

労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。  

→  共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。  

二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。  

三 子会社等を新たに有することとノなったとき。  

四 子会社等が子会社等でなくなったとき。  

五 第五十三条の二第一一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。  

六 その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。  

○ 法律附則第34条   

第三十四条 この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第九十六条  

のこの規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。  
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低出資金関係  

○ 法律第54条の2  

（共済事業を行う組合の出資の総額）   

第五十四条の二 共済事業を行う消費生活協同組合であってその組合員の総数が政令で  

定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で  

定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。   

2 前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあっては一億  

円、連合会の出資の総額にあっては十億円を、それぞれ下回ってはならない。  

○ 政令第18条  

（共済事業を行う組合の出資の総額）   

第十八条 法第五十四条の二第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時におけ  

る組合員の総数が千人であることとする。  

○ 施行規則案第㊧条  

（出資の総額の最低限度）   

第⑯条 法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲  

げる区分とし、同項の厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額  

とする。  

一 共済事業を行う消費生活協同組合であってその組合員の総数が令第十八条に定め  

る基準を超えるもの 一億円  

二 共済事業を行う連合会 十億円  

○ 法律附則第31条   

第三十一条 この法律の施行の際現に存する共済事業を行う組合であってその出資の総  

額が新協同組合法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額に満たないものに  

ついては、同項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用し  

ない。  
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業規制関係  

○ 法律第10条第3項  

（事業の種類）  

第十条 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。  

－～八  （略）  

2 （略）  

3 共済事業を行う消費生活協同組合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定  

める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるも  

の又は共済事業を行う連合会は、第一項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事  

業及び同項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の  

事業を行うことができない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の  

承認を受けたときは、この限りでない。  

○ 政令第1条  

第一条 共済掛金の総額に係る消費生活協同組合法（以下「法」という。）第十条第三  

項の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額（一  

事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金（当該共  

済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控  

除した金額）その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支  

払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額を  

いう。 以下この項において同じ。）及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞ  

れ十億円であることとする。  

2 共済金額に係る法第十条第三項の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済  

金額が百万円であることとする。  

○ 施行規則案第⑤条  

（他の事業を行う場合の行政庁の承認）  

第⑤条 法第十条第三項ただし書に規定する承認（消費生活協同組合の行う共済事業が、  

共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、  

かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。）を受けようとすると  
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きは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。   

一  承認申請に係る事業の内容を記載した書面   

二 承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書   

三 承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書   

四 承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約   

五 その他参考となるべき事項を記載した書類  

○ 法律附則第4条   

第四条 共済事業（第二条の規定による改正後の消費生活協同組合法（以下「新協同組   

合法」という。）第十条第二項の共済事業をいう。以下同じ。）を行う消費生活協同組  

合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはそ  

の交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会であ  

って、この法律の施行の際現に共済事業、受託共済事業（同条第二項の受託共済事業  

をいう。）及び同条第一項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第二  

項の事業以外の事業（以下この条において「共済等以外事業」という。）を併せ行う  

ものは、こ▲の法律の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して五年を経過す  

る目までの間は、新協同組合法第十条第三項の規定にかかわらず、引き続き当該共済  

等以外事業を行うことができる。  

○ 経過措置政令第2条  

（改正法附則第四条の政令で定める基準）   

第二条 共済掛金の総額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、当該事業年度  

の前々事業年度の年間収受共済掛金総額（一事業年度において収受した共済掛金又は  

収受すべきことの確定した共済掛金（当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い  

戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額）その他厚生労働省令で定め  

るものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの   

確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下同じ。）及び前事業年度の年  

間収受共済掛金総額がそれぞれ十億円であることとする。   

2 共済金額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共  

済金額が百万円であることとする。  
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模範定款例について  

（注）この模範定款例は、関係者の準備に資するため、現時点 での案を提示したものであり、今後変更がありえる。   



○ 消費生活協同組合模範定款例比較表  
（傍線の部分は改正部分）  

改正案   現行   備考   

厚生省 発社接発第 4 号   厚生省発社援発 第 4 号  
平 成1 2 年1月 7 日   平 成1 2 年1月 7 日   

－一部改正年生芳1‡東社桂芸1216003号   一部改正卜巨＝＝＝＝＝‖1216003号   

平成14 年12 月16 日   平成14 年12 月16 日   

ーー部改正匿生労l毛豪社揉蔓0331017号   一部改正卜巨打＝‖＝＝‖＝＝＝＝017号   

平成18 年 3 月 31日   平 成18 年 3 月 31日   

－一部改正匪隻労鴨名乗杜佳妄0501DOl号   一部改正ト＝＝＝‖＝‖‖＝＝＝10Dl号   

平成18年5月1日  平成18年5月1日  
一一部改正厚生労l名乗社援言  ち  

平成 年月日  

生活協同組合模範定款例  消費生活協同組合模範定款例   

（消費）生活協同組合定款   00（消茸）生活協同組合定款   

目次  日次   

：第1条一業5粂）   第1章 総則（第1条一策5粂）   

L及び出資金（第6条一葉19条）  第2手 織合且及び出資金（第6条一貫19条）   

し（第20条一差A旦＿墓）   第3章 役職鼻（第20条一基＿旦＿＿旦＿＿条）   

：会及び）総会（第45粂一業60  

皇）  

〉執行（第61条一業62粂）   第5章事業の執行（富58条∵一案59条）   

（電63灸一笛7 5粂）   第6手 鑑及（笛60条一笛72粂）   

（第7 6条一芙7 7条）   第7章 解散（第7 3条一第7 5条）   

（篭7 8条一貫80粂）   第8章雑則（鷺76条一隻78条）  

附則  

第1章 総則  

（目的〉  

第1条 この消老生活協同組合（以下「組合」と   

いう。）は、協同互助の精神に基づき、組合員   

の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目   

的とする。  

（名称）  

第2条 この組合は、00（消費）（丑〉生活協同組   

合という。   

（注）組合の名称として「消費生活」という文  

字を使用する組合にあっては「消費生活協同  

組合」と、「消費生活」という文字でなく「  

生活」という文字を使用する組合にあっては  

「生活協同組合」と規定するものである。  

第1章 総則  

（目的）  

第1粂 この消費生活協同組合（以下「組合」と   

いう。）は、協同互助の精神に基づき、組合員   

の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目   

的とする。  

（名称）  

第2条 この組合は、00（消費）′ユ，生活協同組   

合という。   

（注）組合の名称として「消費生活」という文   

字を使用する組合にあっては「消費生活協同組   

合」と、「消費生活」という文字でなく「生活   

」という文字を使用する組合にあっては「生活   

協同組合」と規定するものである。  

（事業）  

第3条 この組合は、第1条の目的を達成するた   

め、次の事業を行う。（ユ｝，   

（1）組合員の生活に必要な物資を購入し（、  

これに加工し又は生産し）て組合員に供給す  

る事業   

（2）組合員の生活に有用な協同施設（第5号  

に掲げるものを除く。）を設置し、組合員に  

利用させる事業   

（3）組合艮の生活の改善及び文化の向上を図  

る事集   

（4）組合員の生活の共済を図る事業＝1）＝   

（5）組合員の保健医療の向上及び福祉の増塵  

を図る事業一点」こ  

（事業）  

第3条 この組合は、第1条の目的を達成するた   

め、次の事業を行う。（1〉   

（1）組合員の生活に必要な物資を購入し（、  

これに加工し又は生産し）て組合員に供給す  

る事業   

（2）組合鼻の生活に有用な協同施設（第5号  

及び第6号に掲げるものを除く。）を設置  

し、組合旦に利用させる事業   

（3）組合員の生活の改善及び文化の向上を図  

る事業   

（4）組合員の生活の共済を図る事業l．ま】⊇   

（5）組合員に対する医療に関する諷簑・l，ユ  

（6）高齢者、脚  

あって組合艮に利用させるもの（＝  

改正生協法第10条   
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（7）組合員及び組合従業Åの組合事業に関す   

る知識の向上を図る事業t址〉．  

（8）前各号の事業に附帯する事業は＝t注＝  

（注）1 本条中第1号から第旦号までは、現   

に組合が行っているもの及び行おうとしてい   

る事業を規定するものである。  

（注）2 共済事業の受託事業のみを行う組合   

においても本号を規定し、箕66粂に「第3   

条第4号に規定する場合員の生活の共済を図   

る事業は、00生活協同租合連合会が行う0   

0共済事業の受！モ共済事業とする。」という   

ように規定するものである。また．本号の暮   

集のうち．共∋斉暮集（法篇10粂宅2環に趨   

定するものをいう．以下同じ．）又は受託共   

済暮集（法貨10粂篇2項に規定するものを   

いう．以下同じ．）を行う組 合で保険代理に   

関する書生を行うl■合 には別号として「保険   

代理に出する■舅＝ と規定する必事がある．  

（注）3 本号に規定する事♯のうち、事業の   

実施に当たり行政庁の指定、委託又は許可を   

受ける必辛がある専行政庁の朋与する側面が   

強い事業については、行政庁関係部局と十分   

打ち合わせを行うことが必要とされるもので   

ある。  

（6）組合員及び組合従業員の組合事業に関す   

る知識の向上を図る事業ほ＝  

（7）前各号の事業に附帯する事業は＝  

（注）1 本条中幕1号から第旦号までは、現   

に組合が行っているもの及び行おうとしてい   

る専業を規定するものである。  

（注）2 共済事業の受託事業のみを行う組合   

においても本号を規定し、…に「第3   

粂第4号に規定する組合員の生活の共演を回   

る事業は、00生活協同組合連合会が行う0   

0共済事業の受托共済事業とする。」という   

ように規定するものである。  

（注）3 大奥中篇5与は＿ 法鷺10奥義1痛   

手2号に基づく書生であるが．大暑暮tを現   

に行い及び行おうとしている組合は＿ 鷺2早   

から明確に区分L．太与のように規定するも   

のである。   

なお、本号に規定する事業のうち、事業の実   

地に当たり行政庁の指定、幸耗又は許可を受   

ける必賽がある専行政庁の開与する側面が強   

い事暮については、行政庁関係部局と十分打   

ち合わせを行うことが必事とされるものであ   

る．  

（注）4 本書集は、法書51奥義ヰⅠ一に規定   

するように、毎事業年度における剰余金の一   

部を翌事業年度のこのための★用として支出   

するために練り越さなければならないものと   

されていることから、総合として必ず行わな   

ければならない専業であるので、必ず規定す  

削除  

（注）4 本事業は、法篇51奥の4稟4痩に   

規定するように、毎事業年度における剰余金   

の一部を空事♯年度のこのための費用として   

支出するために繰り越さなければならないも   

のとされていることから、組合と して必ず行   

わなければならない事業であるので、必ず規  

定する必要がある。   る必辛がある。   

（注）5 本事業は、組合の事業執行の円汁化   （注）5 本書菓は、組合の事兼執行の円汁化   

のため、できる限り規定すべきものである。   のため、できる限り規定すべきものである。   

（区量或）   （区域）   

法第5粂                第4条 この組合の区域は、00の地（職）Ⅷ∴域  第4条  この組合の区域は、00の地（職）ほト犠   

とする。   とする。   

（注） 地域により組合の区域を規定する場合   （注） 地域により組合の区域を規定する場合   

は、「この組合の区域は、東京都千代田区の   は、 rこの組合の区域は、東京都千代田区の   

地域とする。」又は「この組合の区域は、神   地域とする。」又は「この他合の区域は、神   

奈川県小田原市及び足柄下郡箱根町の地域と   奈川県小田原市及び足柄下郡箱根町の地域と   

する。」というように規定し、職域により細   する。」というように規定し、職域により租   

合の区域を規定する場合は、「この組合の区   合の区域を規定する場合は、「この組合の区   

城は、日本産業株式会社、日本産業労働組   域は、日本産集株式会社、日本産業労働組   

合、日本産業健康保険組合及び日本産業生活   合、日本産業健康保険組合及び日本産菓生活   

協同組合の職域とする。」又は「日生工業株   協同組合の♯穫とする。」又は「日生工業株   

式会社、日生サービス株式会社及び日生商事   式会社、日生サービス株式会社及び日生高車   

株式会社の職域とする。」というように規定   株式会社の職域とする。」というように規定   

するものである。   するものである。   

（事務所の所在地）   （事務所の所在地）   

第5粂 この組合は、事務所を00都（道府県）  第5粂 この組合は、事務所を00都（道府県）   

00市（区町村）に書く。   00市（区町村）に甘く。   

（事務所の所在地）   （事務所の所在地）   

（第5集 この組合は、主たる事務所を00都（  第5粂 この組合は、主たる事務所を00釦（遣   

道府県）00市（区町村）に、従たる事務所を  府県）00市（区町村）に、従たる事務所を○   

00蔀（道府県）00市（区町村）に置く。）   ○郡（道府県）00市（区町村）に置く。l弘’   
t一▲）  

（注） 従たる事務所を設ける組合にあって   （注） 従たる事務所を設ける組合にあって   

は、括弧暮の例により本条を規定するもので   は、括弧暮の例により本条を規定するもので   

ある。   ある。   

第2章 組合員及び出資金   第2章 組合員及び出資金  
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含員の資格）   （組合員の資格）   

法第14条  臣 この組合の区域内に住所を有する（区域  第6粂 この組合の区域内に住所を有する（区域   

に勤務する）＝1｝，者は、この組合の組合員と  内に勤務する）｛止＝者は、この組合の組合員と   

ることができる。   なることができる。   

二の組合の区域内に勤務地を有する」▲墜旦旦  2 この組合の区域内に勤務地を有する上旦＿些＿里   

近に住所を有する音叉は当該区域内に勤務し  寸近に住所を有する）【ユ．、看でこの組合の事  

薫（施設）＝▲）】を利用することを適当とするも  吐＿土＿し－Å－，看でこの組合の事業（施設）一法J2   

利用することを適当とするものは、この組合  のは、この組合の承認を受けて、この組合の組   

承認を受けて、この組合の組合員となること  

できる。  

；主）1地域組合にあっては、本条第1項を   （注）1地域組合にあっては、本条第1項を   

「住所を有する者」、第2項を r区域内に勤   「住所を有する者」、第2項を「区域内に勤   

務地を有する者」と、職域細合にあっては、   務地を有する者」と、稲城組合にあっては、   

本条第1項を「区域内に勤務する者」、第2   本条第1項を「区域内に勤務する者」、第2   

項を「区域の付近に住所を有する香里」主＿呈塵   項を「区域の付近に住所を有する者」と規定   

区域内に勤務していた者」と規定するもので  するものである。  

ある。なお輪域組合のうち、法令で定める  

学校を職域とするもので当該学校の学生を組  

合員とする場合には、毛1項の括弧書きを「  

区域内に勤務又は通学すると定するも  

里」LあをL  

注）2ここに規定する「施設」は、利用事  （注）2ここに規定する「施設」は、利用事   

業における協同施設という意味でなく、組合   業における協同施設という意味でなく、組合   

の事業全般を含めた意味であるが、 r施設」   の事業全般を含めた意味であるが、「施設J   

という文字が適当でないと放められる場合   という文字が適当でないと認められる場合   

は、「事業」と規定するものである。   は、 r事業」と規定するものである。   

入の申込み）   （加入の申込み）  

粂 前条第1項に規定する者は、組合長とな  第7条 前条第1項に規定する者は、組合員とな   

うとするときは、この組合の定める加入申込  ろうとするときは、この組合の定める加入申込   

に引き受けようとする出資1】勤に相当する出  書に引き受けようとする出資口数に相当する出   

金鎮（出資箋1回の払込み金額）（技）を添え、  資金臨（出資第1回の払込み金綾）《4，を添え、   

れをこの組合に提出しなければならない。   これをこの組合に提出しなけ九ばならない。   

この組合は、前項の申込みを拒んではならな  2  この組合は、前項の申込みを拒んではならな   

組
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い。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、   

理事会において正当な理由があると議決した場   

合は、この限りでない．  

3  この組合は、前条第1項に規定する者の加入   

について、現在の組合旦が加入の際に付された   

よりも困難な条件を付さないものとする。  

4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書   

の規定により、その中込みを拒まれた場合を除   

き、この組合が第1項の申込みを受理したとき   

に組合員となる。  

5  この組合は、組合員となった者について組合   

員証を作成し、その組合員に交付するものとす   

る。   

（注：〉  組合加入者の組合に対する出資を箋1  

6条の規定により、全額一時払込みとしてい  

る組合にあっては、「出資金臨」とし、分割  

払込みとしている組合にあっては、「出資第  

1回の払込み金額」と規定するものである。  

い。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、   

理事会において正当な理由があると議決した場   

合は、この限りでない。  

3  この組合は、前条第1項に規定する者の加入   

について、現在の組合員が加入の際に付された   

よりも困難な条件を付さないものとする。  

4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書   

の規定により、その中込みを拒まれた場合を除   

き、この組合が第1項の申込みを受理したとき   

に組合員となる。  

この組合は、組合員となった者について組合   

5    員証を作成し、その組合員に交付するものとす   
る。   

（注） 組合加入者の組合に対する出資を第1  

6条の規定により、全紘一時払込みとしてい  

る組合にあっては、「出資金縮」とし、分割  

払込みとしている組合にあっては、「出資第  

1回の払込み金級」と規定するものである。  

（加入承認の申請）  

第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員と   

なろうとするときは、引き受けようとする出資   

口数を明らかにして、この組合の定める加入承   

認申請書をこの組合に提出しなければならな  

い。  

2  この組合は、理事会において前項の申請を承   

認tご上＝したときは、その旨を同項の申請をした   

看に通知するものとする。  

3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金（   

出資箪1回の払込み金）′ユ、zの払込みをしなけ   

ればならない。  

4 第1項の申請をした者は、前項の規定により   

出資金（出賓第1回の払込み金）一ユ，2の払込み   

をしたときに組合員となる。  

（加入承認の申請）  

第8条 第6条第2頓に規定する者は、組合員と   

なろうとするときは、引き受けようとする出資   

口数を明らかにして、この組合の定める加入承   

認申請書をこの組合に提出しなければならな   

い。  

2  この組合は、理事会において前項の申請を承   

認1ユ，したときは、その旨を同項の申請をした者   

に通知するものとする。  

3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金（   

出資第1回の払込み金）．ユ‥の払込みをしなけ   

ればならない。  

4 第1項の申請をした者は、前項の規定により   

出資金（出資第1回の払込み金）．注，2の払込み   

をしたときに蓑且合貞となるク  
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5 この組合は、組合員となった者について組合   

員証を作成し、その組合且に交付するものとす   

る。   

（注）1 理事会で個別に承諾するという方法  

ではなく、あらかじめ理事会等で組合加入の  

承認に関する基準を作成し、その基準に適合  

する者については、手放されたものとして取  

り扱い、理事会に事後報告する等の適切と認  

められる方法を探っても差し支えない。   

（注）2 第7集（5主）を参照のこと．  

（届出の義務）  

第9乗 組舎人は、組合見たる兼格を凛失したと   

き、又はその氏名若しくは住所を変更したとき   

は、速やかにその旨をこの組合に届け出なけれ   

ばならない。  

（自由脱退）  

辛10乗 組合■は、事業年度の末日の90日 は－   

前までにこの他合に予告し、当隷書業年産の終   

わりにおいて脱退することができる。   

（注） 法第19粂羊2項の規定により、g O  

臼以上1年以内の日数ならば任意に定めて差  

し支えないが、あまり最期間にわたることは  

脱退の自由の原則からみてまましくなく、一  

般的には9 0日位が適当であろう．  

（法定脱退）  

第11乗 組舎人は、次の事由によって脱退す   

る。  

（1） 組合員たる資格の喪失  

（2） 死亡  

（3） 除名  

（除名）  

5  この組合は、細合員となった者について組合   

員証を作成し、その組合且に交付するものとす   

る．   

（注）1 理事会で個別に承認するという方法  

ではなく、あらかじめ理事会等で組合加入の  

承認に関する基準を作成し、その基準に適合  

する者については、承認されたものとして取  

り扱い、理事会に事後報告する等の適切と認  

められる方法を探っても差し支えない。   

（注）2 第7粂（注）を参照のこと。  

（届出の義務）  

第9集 組合員は、組合員たる資格を喪失したと   

き、又はその氏名若しくは住所を変更したとき   

は、速やかにその旨をこの組合に届け出なけれ   

ばならない．  

（自由脱退）  

第10集 総合■は、事業年度の末日の9 0日111   

前までにこの総合に予告し、当該事業年度の終   

わりにおいて脱退することができる．   

（注） 法第19条第2項の規定により、9 0  

日以上1年以内の日数ならば任意に定めて差  

し支えないが、あまり長期間にわたることは  

脱退の自由の原則からみて望ましくなく、一  

般的には9 0日位が適当であろう．  

（法定脱退）  

第11乗 場含員は、次の事由によって脱退す   

る。   

（1） 組合■たる資格の♯失   

（2） 死亡   

（3） 除名  

（除名）  

第12条 この組合は、組合且が次の各号のいず   

れかに該当するときは、総（代）‖l】，会の議決   

によって、除名することができる。   

（1） 1年間l射－この組合の事業（施設）を  

利用しないとき．   

（2） 出資の払込み（過怠金の納付、供給物  

資の代金又は利用料の支払）を怠リ t址＝、催  

告を受けてもその義務を履行しないとき。   

（3） この組合の事業を妨げ、又は信用を失  

わせる行為をしたとき。  

2 前項の場合において、この組合は、総（代）（   

ユ＝会の会日の5日前までに、除名しようとする   

組合員にその旨を通知し、かつ、総（代）．遽」，   

会において弁明する機会を与えなければならな   

い。  

3  この組合は、除名の議決があったときは、除   

名された組合Åに除名の理由を明らかにして、   

その旨を通知するものとする。   

（注）1 総代を書いている縮合にあっては「  

総代会」と、総代を書いていない組合にあっ  

ては r総会」と規定するものである。   

（注）2 「1年間」は、場合の実用に応じて  

適当な年数を規定すればよいが、物資の供給  

事業を主とする組合ではおおむね1年とする  

のが適当であろう。なお、医療事業、共済専  

業又は住宅書集等を行う組合についても、組  

合の事業を長期間利用しないいわゆる睡眠組  

合且を無期限に放tしておく ことは組合の事  

務処理上からも望ましくないので、このよう  

な場合を予想し、この規定は置くぺきであ  

る。   

（注）3  「出資の払込み（過怠金の納付、供  

給物資の代金又は利用料の支払）を怠りも  
は、組合且としての組合に対する義務の≠怠  

を掲げたものであって、それぞれの組合が租  

第12粂 この組合は、組合員が次の各号のいず   

れかに該当するときは、稔（代）l址〉1会の譲決   

によって、除名することができる。   

（1） 1年間hむ＝この組合の事業（施設）を  

利用しないとき。   

（2） 出資の払込み（過怠金の納付、供給物  

資の代金又は利用料の支払）を怠リ t注＝、催  

告を受けてもその儀務を履行しないとき。   

（3） この総合の事業を妨げ、又は信用を失  

わせる行為をしたとき．  

2 前項の場合において、この組合は、総（代）【   

1－．会の会日の5日前までに、除名しようとする   

組合員にその旨を通知し、かつ、総（代）＝1，・   

会において弁明する機会を与えなければならな   

い。  

3  この場合は、除名の議決があったときは、除   

名された組合員に除名の理由を明らかにして、   

その旨を通知するものとする。   

（注）1 総代を置いている組合にあっては「  

総代会」と、総代を書いていない組合にあっ  

ては「総会」と規定するものである。   

（注）2 「1年間Jは、組合の実†雷に応じて  

適当な年数を規定すればよいが、物資の供給  

事業を主とする組合ではおおむね1年とする  

のが適当であろう。なお、医療事業、共済事  

業又は住宅事業等を行う組合についても、縮  

合の事業を長期間利用しないいわゆる睡眠組  

合員を無期限に放置しておく ことは組合の書  

残処理上からも望ましくないので、このよう  

な場合を予想し、この規定は置くぺきであ  

る。   

（注）3 「出資の払込み（過怠金の納付、供  

給物資の代金又は利用料の支払）を怠りも  
は、組合且としての綿合に対する隷務の情意  

を掲げたものであって、それぞれの租合が租  
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け   会員に負わせている具体的な義務の情意を、  
組合の実情によって規定すればよい。例え  

ば、出資金を全紘一時払込みにしている組合  

については、出資金を払い込まなければ、第  

7条又は第8条の規定により組合員になれな  

いことから、「出資の払込み、過怠金の納付  

を怠り」は必要でなく、出資金を分割払込み  

としている組合であっても第2回以降の出資  

金の払込みの過怠について過怠金を課す規定  

を定款上設けていない組合については、「過  

怠金の納付を怠り」は必要なく、また、生活  

物資の供給事業を行っていない組合について  

は r供給物資の代金の支払いを怠り」は必要  

でない等である。  

（脱退組合員の払戻し請求権）  

第13条 脱退した組合旦は、次の各号に定めるt   

』」 ところにより、その払込済出資額の払戻しを   

この組合に請求することができる。   

（1） 第10粂の規定による脱退又は第11  

集貨1号若しくは第2号の辛由による脱退の  

場合は、その払込済出資鎮に相当する領   

（2） 第11条第3号の事由による脱退の場  

合は、その払込済出資額の2分の1に相当す  

る額  

2  この組合は、脱退した組合旦がこの組合に対   

する債務を完済するまでは、前項の規定 によ   

る払戻しを停止することができる。  

3  この組合は、事業年度の終わりに当たり、こ   

の組合の財産をもってその憤抹を完済す るに   

足らないときは、第1項の払戻しを行わない。   

（注） 払戻請求権の範囲及び払戻請求方法等  

は、組合の実情により、払込済出資額に相当  

する籠の範囲内において適宜定めて差し支え  

ない。  

合具に負わせている具体的な義務の据怠を、  

組合の実情によって規定すればよい。例え  

ば、出資金を全随一時払込みにしている組合  

については、出資金を払い込まなければ、第  

7条又は第8条の規定により組合員になれな  

いことから、「出資の払込み、過怠金の納付  

を怠り」は必要でなく、出資金を分割払込み  

としている組合であっても第2回以降の出資  

金の払込みの過怠について過怠金を課す規定  

を定款上設けていない組合については、「過  

怠金の納付を怠り」は必要なく、また、生活  

物資の供給事業を行っていない組合について  

は「供給物資の代金の支払いを怠り」は必要  

でない等である。  

（脱退組合且の払戻し請求権）  

第13条 脱退した組合員は、次の各号に定める（   

ユ，ところにより、その払込済出資額の払戻しを   

この組合に請求することができる。   

（1） 第10条の規定による脱退又は第11  

粂第1号若しくは第2号の事由による脱退の  

場合は、その払込済出資鏑に相当する額   

（2） 第11条第3号の事由による脱退の場  

合は、その払込済出資緬の2分の1に相当す  

る臨  

2  この組合は、脱退した組合鼻がこの組合に対   

する債務を完済するまでは、前項の規定による   

払戻しを停止することができる。  

3  この組合は、事業年度の終わりに当たり、こ   

の組合の財産をもってその領＝陳を完済するに足   

らないときは、第1項の払戻しを行わない。   

（注） 払戻請求権の範囲及び払戻請求方法等  

は、組合の実情により、払込済出資額に相当  

する顔の範囲内において適宜定めて差し支え  

ない。  

（脱退組合員の払込み義務）は〉  

第14条 この組合は、前条第3項の場合におい   

て、他の組合員に対するのと同一の条件をもっ   

て、その年度内に脱退した組合員にその未払込   

出資額の全部又は一部の払込みを請求すること   

ができる。   

（注） 出資の払込みを全紘一時払込みと して  

いる組合にあっては、本条は必要ない条文で  

ある。  

（脱退組合員の払込み敦務）ト注，  

第14条 この組合は、前条第3項の場合におい   

て、他の組合員に対するのと同一の条件をもっ   

て、その年度内に脱退した組合具にその未払込   

出資諭の全部又は一部の払込みを請求すること   

ができる。   

（注：l 出資の払込みを全誠一時払込みとして  

いる組合にあっては、本条は必要ない条文で  

ある8  

（出資）  

第15条 組合員は、出資1ロ以上を有しなけれ   

ばならない。  

2 1組合員の有することのできる出資口数の限   

度は、組合員の総出資口数の4分の1（ユーlとす  

る。⊥ユ⊥ユ  

3 組合員は、出資金綾の払込みについて、相殺   

をもってこの組合に対抗することができない。  

4 組合員の責任は、その出資金額を限度とす  

る。  

（注）1 「4分の1」は、法第16条第3項の  

規定による最高限度であることから、さらに  

これを組合の実情により、例えば、「5分の  

1」あるいは「6分の1」というように制限  

することは差し支えない。また、組合の実情  

に合わせて、1組合員の有することのできる  

出資口数を具体的に00ロと規定しても差し  

支えない。  

（出資）  

第15条 組合員は、出実1ロ以上を有しなけれ   

ばならない。  

2 1組合員の有することのできる出資口数の限   

度は、組合員の総出資口数の4分の1仁ユ〉とす  

る。  

3 組合員は、出資金領の払込みについて、相殺   

をもってこの組合に対抗することができない。  

4 組合員の責任は、その出資金扱を限度とす   

る。  

（注） 「4分の1」は、法第16条第3項の規  

定による最高限度（法第10条第1項第1号  

から第4瑚、の二事業  を行う消醐ま2  
分の1）であることから、さらにこれを組合  

の実情により、例えば、「5分の1」あるい  

は「6分の1」というように制限することは  

差し支えない。また、組合の実情に合わせ  

て、1組合員の有することのできる出資口数  

を具体的に00口と規定しても差し支えな  

い。  

法第16条   

冊数の  

限度はないが、実情に応じて定めるものであ  

る。  
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（注）3  甘付暮美幸施組合については＿ 4分  

の1からさらに制限することが望ましい．  

（出資1口の金額及びその払込み方法）  

第16乗 出資1ロの金額は、00円t墟＝とし、   

全額一時払込みとする．  

（出資1口の金額及びその払込み方法）  

（第16乗 出資1口の金額は、00円tl〉，と   

し、○国分割払込みとする。ただし、全額を一   

時に払い込むことを妨げない。  

2 出資第1回の払込み金銭は、1口につき00  円ほ＝とする。  
3 出資第2回以降の払込みは、出資第1回の払   

込みの日の点する月から0箇月経遺する月 ‖lI．   

の末日までに、1ロにつき00円l封．を払い込   

むものとする．）tl’－   

（注）1 出資1ロの金疇は、組合の軽営的1  

礎の確立及び組合■の負担可能程度を勘案  

し、適切な鶴を定めるべきである．なお、組  

合に対する出資は、通♯の場合は金銭に限ら  

れているが、法第26集書1項辛19号に規  

定するように、現物出井することも認めてい  

る．この増合には、法第26条井1項第19  

号の規定により、定紋において現物出井者の  

氏名、その目的たる財産及びその価格並びに  

これに対して与える出責口数を記♯しておく  

ことが必辛である．この現物出資は、組合の  

事業の基礎ともなるので、出井第1回の払込  

期日に出資の目的たる財産の全部を組合に稔  

付しなければならない（法第60乗算3  

項）。   

（注）2 出資金について分割払込制度を採っ  

ている組合にあっては、この括弧暮の例によ  

り規定するものである。   

（出資1口の金緬及びその払込み方法）  

第16乗 出賞1ロの金額は、00円tl」，とし、   

全額一時払込みとする。  

（出資1ロの金額及びその払込み方法）  

（第16集 出資1口の金鏑は、00円tユ」■1と   

し、0回分銅払込みとする。ただし、全線を一   

時に払い込むことを妨げない。  

2 出資第1固の払込み金額は、1口につき00   

円tl＝とする．  

3 出資第2回以降の払込みは、出資羊1回の払   

込みの日の正する月から○嘗月経遺する月 は＝   

の末日までに、1ロにつき00円t且＝を払い込   

むものとする．）し1」－   

（注）1 出資1口の金ヰは、組合の経営的基  

礎の確立及び組合■の負担可能程度を勘幕  

し、i切な鑓を定めるぺきである。なお、組  

合に対する出発は、通常の場合は金銭に取ら  

れているが、法第26条第1項第19号に規  

定するように、現物出資することも駿めてい  

る．この壌合には、法第26乗算1項第19  

号の規定により、定紋において現物出資者の  

氏名、その目的たる財産及びその価格並びに  

これに対して与える出資口数をt己航しておく  

ことが必賽である。この現物出光は、組合の  

事業の益礎ともなるので、出資第1匝lの払込  

期日に出資の目的たる財産の全部を組合に給  

付しなければならない（法策60粂第3  

項）。   

（注）2 出資金について分割払込制度を操っ  

ている組合にあっては、この括弧書の例によ  

り規定するものである。   

（注）3 分割払込みの場合の出資第1回の払  

込金額は、組合が事業を行うに必要な経営的  

基礎をできるだけ早く確立するという点から  

みて、第2回以降の払込金額より多くすべき  

である。なお、その額は、定額としてもよい  

し、余裕のある組合員からはできれば定額以  

上に払い込んでもらうということで「00円  

以上」としてもよい。   

（注）4 何箇月毎に第2回以降の出資金を払  

い込ませるかは、組合の実什により、適宜定  

めればよいが、あまり長期にわたることは望  

ましくない。   

（注）5 第2回以降の払込金額のt低限度額  

は、出資1ロの金額から出資第1回払込みの  

最低限産額を控除した残額を第2回以降何回  

で払い込ませるかによって均等に分割した頓  

とすべきであろう。なお、（注）3なお書を  

参照のこと。  

（過怠金）く止＝  

第17粂 この組合は、組合員が出資の払込みを   

怠ったときは、その組合且に対して、払込みを   

怠った出資金額の1，000分の1．鶉，～に相当   

する鎮に、払込み期日の翌日から払込みの完了   

する日の前日までの日数を乗じて得た嶺に相当   

する額の過怠金を課することができる。  

2 この組合は、組合員が出資の払込みを怠った   

ことにつき、理事会においてやむを得ない事情   

があると認めるときは、その組合見に対する過   

怠金の全部又は一部を免除することができる。   

（注）1 本条は、出資の払込みを怠った組合  

員に対して過怠金を課することとしている組  

合にあっては必ず設けなければならない規定  

で、定紋の規定なく して組合員に過怠金を課  

することは許されない（法案26条第1項某  

（注）3 分割払込みの場合の出資第1回の払  

込金楓は、組合が事業を行うに必要な経営的  

基礎をできるだけ早く確立するという点から  

みて、第2回以降の払込金鏑より多くすべき  

である．なお、その頗は、定顔としてもよい  

し、余裕のある組合員からはできれば定額以  

上に払い込んでもらうということで「00円  

以上」としてもよい。   

（注）4 何首月毎に第2回以降の出資金を払  

い込ませるかは、組合の実情により、適宜定  

めればよいが、あまり長期にわたることは望  

ましくない．   

（注）5 第2回以降の払込金額の1低限度額  

は、出資1ロの金額から出資第1回払込みの  

最低限度額を控除した残額を第2回以降何回  

で払い込ませるかによって均等に分割した額  

とすべきであろう。なお、（注）3なお書を  

参照のこと。  

（過怠金）t址＝  

第17粂 この組合は、組合員が出資の払込みを   

怠ったときは、その組合員に対して、払込みを   

怠った出資金額の1，000分の1＝1，】に相当   

する頼に、払込み期日の翌日から 払込みの完   

了する日の前日までの日数を乗じて得た額に相   

当する線の過怠金を課することができる。  

2 この縮合は、組合員が出♯の払込みを怠った   

ことにつき、理事会においてやむを得ない事情   

があると認めるときは、その組合Åに対する過   

怠金の全部又は一部を免除することができる。   

（注）1 本条は、出資の払込みを怠った組合  

Åに対して過怠金を課することとしている組  

合にあっては必ず設けなければならない規定  

で、定款の規定なく して組合員に過怠金を課  

することは許されない（法第26条第1項第  

一2了－   



11号）。なお、出資金を全額一時払込みと  

している組合については、出資の払込みがな  

ければ組合員資格そのものを与えないとして  

いる（第7条及び第8条参照）ことから、定  

款上本条を設ける必要はない。   

（注）2 過怠金の籠は、払込みを怠った出資  
金琵を基準として定めればよ く、おおむね例  

示した程度が適当であろう。  

（出資口数の増加）  

第18条 組合員は、この組合の定める方法によ   

り、その出資口数を増加することができる。  

（出資口数の減少）  

第19粂 組合員は、やむを得ない理由があると   

きは、事業年度の末日の90日 ■1）1前までに減   

少しようとする出資日動をこの組合に予告し、   

当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少   

することができる．  

2 組合且は、その出資口数が組合鼻の総出資口   

数の4分の1＋ほ＝を超えたときは、4分の■1tl   

之以下に達するまでその出資口数を減少しなけれ   

ばならない。  

3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資   

口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合   

lこ請求することができる。  

4 第14条の規定は、出資口数を減少する場合   

について準用する．＝1〉】   

（注）1 第10条（注）を参照のこと。な  

お、本条に規定する日数は、第10条に規定  

する日数と同じ日数とすべきである。   

（注）2 第15条（注）を参照のこと。を  

お、本条に規定する榊鱒2項に  

規定する数と同じ簸でなければならない。   

（注）3 第14条を規定しない組合にあって  

11号）。なお、出真金を全額十一時払込みと  

している組合については、出資の払込みがな  

ければ組合員資格そのものを与えないとして  

いる（第7条及び第8条参照）ことから、定  

款上本条を設ける必要はない。   

（注）2 過怠金の抜は、払込みを怠った出資  

金額を基準として定めればよく、おおむね例  

示した程度が適当であろう。  

（出資口数の増加）  

第18条 組合員は、この組合の定める方法によ   

り、その出資［】数を増加することができる。  

（出資口数の減少）  

第19条 組合員は、やむを得ない理由があると   

きは、事業年度の末日の9 0日l止＝前までに減   

少しようとする出資口数をこの組合に予告し、   

当該事業年度の終わりにおいて出資【】勤を減少   

することができる。  

2 組合鼻は、その出資口数が呈」胴   

規定する限度＝1，】を超えたときは、その限度t注，   

2以下に達するまでその出資口数を減少しなけれ   

ばならない。  

3 出資口数を減少した組合鼻は、減少した出資   

口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合   

に請求することができる．  

4 第13魚篭3項及び東14条1注）1の規定は、   

出資口数を減少する場合について準用する。   

（注）1 第10条（注）を参照のこと。な  

お、本条に規定する日数は、第10条に規定  

する日数と同じ日数とすべきである。   

（注）2  第†5条（注）を参照のこと。  

削除  

（注）3 第14条を規定しない組合にあって  

は、三組邑蛙削除するものである。  

第3章 役職員   

（役員）  

第20条 この組合に次の役員を置く。  法第27条  

〉  （1〉  理事 0．Å＝人以上 ○人以内－は，コ  

）  （2） 監事 ○＝1）；人以上 ○人以内－」」＝  

（役員）  

事   

才人、及び監事0．＝1，2人を置く。 ■ユ‥  ）   

「る組   （注）1 役員の定数を定款上確定数とする組   

するも  合にあっては、括弧書の例により規定するも  

のである。  

ノ、理  （注）2 法第2 7条第2項の規定により、理   

人以上   事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上   

的   でなければならないが、組合の具体的な定数   

の   は法定数以上の範囲において、組合の規模及   

化   び事業内容とあわせて、役員の少数化による   

に   権力集中の弊害、逆に役員の多数化による組   

で   合運営上の支障等を充分見極めた上で定める  

ベきである。  

定  （注）3 役員の定数に幅を持たせて規定する   

き  場合、その幅はできるだけ狭〈すべきであっ   

る  て、せいぜい5人程度の幅にとどめるべきで  

ある。  

（役員の選挙）り－  

と   

る。  により、（総（代）．ユ」コ会において）（∫l，2組合  

の－ ちから遺草する。  

ヒ左         2 特別の理由があるときは、理事の定数の5分   

定   

の  

は、削除するものである。  

買3章 役職員  

（役員）  

第20条 この組合に次の役員を置く。  

（1） 理事 0．注，三人以上 ○人以内l止  

（2） 監事 O t・1｝2人以上 ○人以内（ユ  

（役員）  

（第20条 この組合に、役員と  して理   

7人、及び監事0．÷い2人を置く。‘止‥  
（注）1 役員の定数を定款上確定数と  

合にあっては、括弧書の例によリ   

のである。  

（注）2 法第27条第2項の規定によ   

事の定数は5人以上、監事の定数は2   

でなければならないが、組合の具体   

は法定数以上の範囲において、組合   

び事業内容とあわせて、役員の少数   

権力集中の弊害、逆に役員の多数化   

合運営上の支障等を充分見極めた上   

ぺきである。  

（注）3 役員の定数に幅  を持たせて規  

場合、その幅はできるだけ狭くすべ  

て、せいぜい5人程度の幅にとどめ  

ある。  

（役員の選挙）ユー1  

第21条 役員は、役員選挙規約の定める   

により、総（代）＝▲，ヱ会において選挙す  

2 理事は、相合点でなければならない。   

L特別の理由があるときは、理事の   

分の1以内＿⊥巴一＿1のものを、組合員以外  

－28－   



ちから達筆することができる。  

3  監事のうち1人以上は、当該組合の組合員又   

は当該組合の会且たる法人の役員若しくは使用   

人以外の看であって．その放任の前5年間当該   

組合の理事若しくは使用人又はその手会社の取   

鏑役、会計参与、執行役若しくは使用人でなか   

ったものとする。なお．監暮の互選をもって鷲   

勤の監暮を定めるものとする入 は＝  

4 役且の選挙は．無‡己名投震によって行い．投   

票は、1人につき1兼とする．   

（注）1 役員となる事件については、規約を  

もって定め、総（代）会の撫決を経るもので  

ある。  

（注）1 役Åとなる事件については、規約を   

もって定め、総（代）会の撫決を経るもので   

ある。  

（注）2 役■の選挙は、丘主的な方法による   

べきであって．この点からすれば捜■は総合   

の1暮濃淡機鳩である】象（代） 会において鏡   

台■の総量を反映して址接遇ばれることが望   

ましく．かかる納会にあっては、括屯暮のよ   

うに規定するものである．しかし．組合■数   

が膨大な放で．その区壇が全国にまたがって   

いるような組合にあっては．栓■としての適   

任者の遭任を盆（代）会において決めること   

は暮奏上邑蛙であるのみならず．逆に混乱を   

来たす結よになりかねないことから．地区毎   

に選挙区を蜘けて役■遺書を行う 総合にあっ   

ては括弧暮を除いて規定することが望まし   

い．なお、組合設立当時の役■は．すべて鋼   

立総会において▲ 組合1になろうとする看又   

は金■になろうとする法人の栓■のうち力ヽら   

選♯されなければならないものである（法篭   

2 8奥書1膚ただし事）．  

（注）3 第12条（注）1を参照のこと。  

（注）旦．組合Å以外のいわゆるÅ外理事をど   

の程度放めるかは、組合A自らによる経営の   

要求と、適任者による経営の辛求とを比較考  

削除  

（注）旦 第12集（注）1を参照のこと。  

（注）旦 組合1以外のいわゆる1外理事をど   

の程度沈めるかは、租合Å自らによる経営の   

要求と、適任者による経営の辛求とを比較考  

慮し、各細含の実情により定めるぺきであ  

り、r卓＿分の1以内」というのは法第28条  

第旦項に規定する1高限度であるから、さら  

にこれを例えば「6分の1以内」又は「8分  

の1以内」というように厳しく限定すること  

は差し支えな主⊥Lまた、員外理事を祝せしな  

主ユ組合については、木枕定を設けなくてもよ  

い。ただし．外部からのl甚広い寺門的舅地を  

確保する観点から投書することが望ましい。  

（注）4  負債総鈷2 00億円超の総合につい  

ては、太規定を設けなければならない．ま  

た、員外監事を設置しない組合においては．  

本規定を設けなくてもよい．ただし、負債総  

緬2 00億円を超えない総合についても投甘  

することが望ましい轟  

（役員の選任）ほ＝  

第00免 役且は、役且選任規約の定めるところ   

により．総（代）l注＝会において選任する．  

2 理事は．組合且でなければならない．ただ   

し、特別の理由があるときは、】璽手の定数の3   

分の1以内のものを、組合員以外の者のうちか   

ら選任することができる．  3㈱又   
は当該組合の会員たる法人の役且若しくは使用   

人以外の看であって、その就任の前5年M当該   

組合の理辛苦しくは種用人又はその手会社の取   

締役、会計参与．執 行役若しくは使用人でなか   

ったものとする．なお．監手の互選をもって禽   

勤の監暮を定めることとする．  4榊 ＝七）  
lまIl会に拠出するには、監事の過半数の同意   

を得なければならないh   

（注）1 役員の選出については、選挙による  

慮し、各組合の実情により定めるべきであ  

り、「卓＿分の1以内」というのは法第28粂  

第旦項に規定するt高限度であるから、さら  

にこれを例えば「6分の1以内」又は「8分  

の1以内」というように厳しく限定すること  

は差し支えな＿L＿また、員外理事を放めない  

組合については、本規定を設けなくてもよ  

い。  

会社法第3 4 3条第1項   
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こと」碑易合  

は本規定を輌  

（注）2  第12条（注〉 1を参照のこと。  

（役員の補充）  

第2 2条 理事又は監事のうち、その定数の5分   

の1を超える者tユ‥が欠けたときは、役員選挙   

規約の定めるところにより、⊥箇月以内⊥ま⊥⊥に   

補充しなければならない。   

（注）1 r5分の1を超える者」というの  

は、法第2 9条の規定による最高限度である  

から、さらにこれを例えば「6分の1を超え  

る者」、「10分の1を超える者」というよ  

うに少数にすることは差し支えない。   

（役員の補充）  

第22条 理事又は監事のうち、その定数の5分   

の1を超える者－は一，が欠けたときは、役員選   

挙（選任〉 用」エ規約の定めるところにより、旦   

箇月以内⊥ユ⊥エに補充しなければならない。   

（注）1 「5分・の1を超える者」というの  

は、法第29条の規定による最高限度である  

から、さらにこれを例えば「6分の1を超え  

る者」、「10分の1を超える者」というよ  

うに少数にすることは差し支えない。   

（注）2 役員柳生  
とる…トるも  

のであh   

（注）旦 「旦箇月以内」というのは、法第2  

9条の規定による最高期限であるから、さら  

にこれを例えば「1箇月以内」、「20日以  

内」というように短期間にすることは差し支  

えない。  

（役員の任期）  第23条 跡目壬期   
は、（⊃■冊とき力、   

ら豪附し＼。  

2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわら   

ず、前任者の残任期間」且⊥＿ヱとする。  

3 役艮の任期は、その満了のときがそのときの   

属する事業年度の通常総（代）＝i｝。 会の終了   

のときと異なるときは、篤1項の規定にかかわ   

らず、その総（代）用＝会の終 了のときまでと  

する。  

4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した  

法第2 9条  

（注）呈＿ rユ箇月以内」というのは、法萬2  

9条の規定による1高期限であるから、さら  

にこれを例えば「20日以内J、「10日以  

内」というように短期間にすることは差し支  

えない。  

（役員の任期）  

第2 3粂 役且の任期は、2 はI，年とし、前任者   

の任期議了のときから起算する。ただし、再選   

を妨げない。  

2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわら   

ず、前任者の残任期間とする。  

3」Al＿エ役員の任期は、その満了のときがそのと   

きの属する事業年度の通常総（代）＝1－。 会の   

終了のときと異なるときは、第1項の規定にか   

かわらず、その総（代）」且⊥＿1会の終 了のときま   

でとする。  

4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した  

法第3 0条  

場合において、役員の致がその定数を欠くに至  

ったときは、その役員は、後任者が就任するま  

での間は、なお役員と しての権利義務を有する  

ものとする。  

場合において、役員の致がその定数を欠くに至  

ったときは、その役員は、後任者が就任するま  

での問は、なお役員としての職務を行うものと  

する⊥ユ⊥上。ただし、退任した役旦の数が定数を  

欠く数を超える場合には、退任した役且の互凛  

により、隈務を延長すべき者を選任することが  削除  

できる ■抽  

（注）1 法第3 0条第‘ト項ただし書において   

役員の任期は、「夏岬剋   

投の期間を定めたときは、その期間とする。  

（注）1 法第3 0条第1項及び2項において   

堅塁の任期は、「旦＿隻＿以内において定款で一基   

める期間」、監事の任期は∴ 「4旦以内にお   

いて走：款で定める期間」と規定されているの   

であるから、その範囲内においては適宜役員   

の任期を定めて差し支えない。  

」と規定されているのであるから、その範囲   

内においては適宜役員の任期を定めて差し支   

えないが、通畔あ   

旦i。墜＿鼻の任期を3年と規定した場合に   

は、脚   

で、第3榊二定   

時まで伸長するようなことを規定するこ⊥と旦   

できないも▼のである畑3   
年と してその役員が総（代）会で遅筆される   

よう酬会の   

終了結から敢えて3年目の総（代）会の終了   

時が、駆る   

と、その遅れた期間任期のある役員を全く欠   

jという組合運営上望ましくない状態が生ず   

ることとな：側室   
と規定することは、できるだけ避ける乍 

あろう。  （注）㈱基   
いて行うことと している組合における役自任   

期の岬   

挙を岬養   

い細刷る。  

（注）3  第12条（注）1を参照のこと。  

（注）4 本項の後任者が就任するまでの間の   

役員は∴勝  

一30－  

削除  

⊥呈とL旦卿」   
注」▼▼会の旦＿l；おし！エ＿現I；重＿丘ヱ＿る桟員埠jト戦   

が終了するときまで」と咽き   

るものである。  

（注）3  第12条（注）1を参照のことp  

削除   



って農務を行うも のである。  

（注）5役員の一部が補充されたが未だ役員  

定数の1佐敷を欠いているという状況におい  

ては．前任者全員の丘務が延長されるという  

鮭釈になるが．本項ただし暮のように規定  削除  

し、退任する役iの含意によりt務延長の暮  

務を負う看を決め．実務上の燻鑓さを回避  

し＿相島の交代手円ラ■に行うものである。  

（役員の兼職禁止）  （役員の兼職禁止）  

第24条 監事は、次の者と兼ねてはならない。  第24集 監事は、次の者と兼ねてはならない。   

（1） 組合の理事又は使用人   （1） 組合の理事又は使用人   法第31条  

（2） 組合の子会社の取締役又は使用人   （2） 組合の子会社の取締役又は使用人   

（役■の責任）   （役■の★任）   

法第30粂の3  
政庁の処分、定敵及び規約♯ぴに絵（代）（慮I会  政庁の処分、定敵．鰻約及び総（代）ほ〉会の決   

旦．迭＿崖を遵守し、この組合のため忠実にその書  塵を遵守し、この組合のため忠実にその書残を   

務を遂行しなければならない．   遂行しなければならない．   

法第31条の3第1項  
し．こ九によって生じた欄書を賠償する書任妄   に欄書を与えた量■合は．・rの理暮又は監暮は＿   

旦j⊥＿  それぞれこの細合に対して連帯して穐書賠償の  

責めに任する．  

法第31条の3第2項  
王■に基づき行われたときは＿ その法王■に曽成し   暮．劃会金処分蔓又は欠損金処理稟及び附正明   

た理暮は．その行為をしたものとみなす∴  細暮に】臣止すぺきt璽な暮】翼につき虚偽のt己血  

をし．又は虚偽の豊t己若しくは公告をしたとき  

♯ぴに監暮が監壬超舎暮に書己止すぺき王事な暮  

項につき■偽の一己脆をしたときであってこのj岨  

舎に嬢書を与えた壇含も一句項と局機とする1た  

だし．理暮又は監暮がその記載．豊た若しくは  

公告をしたことについて注土を貪らなかったこ  

とをt証明したときは．この阻りでない．  

4第2項の書は、総組合員の同意がなけれ  法第31条の3第3項   

ば、免除することができない。  

5㈱＝ま、   

当該役且が瞳務を行う につき善意でかつ壬大な   

過失がないときは．法令で定める嶺を限度とし   

て、榊＝とが   

できる。  6㈱   
貪において次に穂げる事項を開示しなければな   

らない。  瑚川け＝王を   
負う額  
2 ・ のl に し    ることがで 皇＿且   

の醐娘拠  

（3）     すべき理 及吐姐腰  7㈱珪の   
免瞼に限る．）に関する議案を総（代）仁注」会に   

捷‡出するには．各監事の同意を得なければなら   

ない．  

8＋笛5項の決議があった場合において、組合が   

当該決比後に同項の役員に対し退瞳慰労金等を   

与えるときは、榊なけ   

ればならない。  9御又は玉大   
な過失があったときは、当 

って脚   

立  
＝）次の各号に掲げる暑が、当該各号に定める行   

為をしたときも、前項と岬   

七だし、その昔が当該行為をすることlこ∵つし、て   

注意を怠らなかったことを証明したときは、こ   

の阻りでない．  

（1）理事 渉＝：∵掲げる行為  

土 

ドより作成すべきものに記載し、又は妃捜す  

ぺき重要な暮項についての虚偽の記載又は紀  

法第31条の3第4項  

法第31条の3第5項  

法第31条の3第6項  

法第31粂の3第7項  

法第31条の4第1項  

法第31条の4第2項   

－31－  



盈  

口 虚偽の畳屋  

ハ 虚偽の公告  （2）監事瑚き  
重抑  

‖㈱す   

る責任を負う蜘亥損   

害を仰いらの者   

蛙ユ連帯債務者とする。  

（注）第12条（注）1を参照のこと。  

法第31条の5  4 監事が、前2卿   

して損害賠償の壬めに任ずべき場合にお い   

て、理事もそ岬   

声及び理事は、これを連帯債務者とする。  

（注） 第12条（注）1を参照のこと。   

法31条の2  （晰等）  第26㈱ 
において、当該岬示   

し、その東認1注＝を嬰けなければならない仁  （1）瀬組合   
と取引をしようとするとき。  （2）牒こことそ   
の他理事以外の者との間において組合と当該理   

事と㈱と   

ま．＿．  （3）灘姐‘含の宇   
美の部類に属する取引を行うとき凸  

乙＿且＿し嗅名＿旦旦＿旦且且＿丘＿ユ＿と＿旦辛は」＿呈＿豊旦引   

後、遅岬を   

理事会に報告しなければならない．＝＝■⊇   

（注）側＝忍l＝当たっ‾⊂1ま、当該理  

事は第3 4条第2項の特別の判事関係を有す  

されるもので   と して喜  

ある。  （注）㈱＝なれ   
た取引が岬ビう力、   

やその理事に忠実義務違反がないかどうかを   

判断し、組合に榊と   

きは、それに対する措置を講じる機会を与え  

るために行われるものである。  

（役員の解任）   （役員の解任）   

法第3 3条  軋旦＿ヱ＿＿星 組合鼻は、総組合員の5分の1＝111以  第2 6条 役員は、組合員（総代）（∫1－の5分の1   

上の連署をもって、役員の解任を請求すること  以上の請求により、任期中でも総（代）＝皿1会に   

ができるものとし、その請求につき総（代）1注l  

7会において出席者の過半数の同意があったとき  

は．その請求に係る符貞は＿・子の晩方集う｛  

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載   

した書面をこの組合に提出してしなければなら  した書面をこの組合に提出してしなければなら   

ない。．   ない。   

3 彗鮎は、前項の規定による書面の提出  3 迎貪は、前項の規定による書面の提出が   

があったときは、その請求を総（代）（ユ＝旦旦  あったときは、総（代）」⊥L会の会日の10日前   

三豊に付し、かつ、総（代）⊥£Li会の会日の10  までにその役員にその書面を送付し、かつ、   

日前までにその役員にその書面を送付し、か   総（代）」且⊥会において弁明する機会を与えなけ   

つ、総（代）⊥1」エ会において弁明する機会を与  

えなければならない。  

4第1項の請求があった場合は、理事会は、そ   

の請求があった日から20日以内に臨時給（  

代）（∫1，2会を招集すべきこと本決しなければな  

らない∩なお、理事の敗残を行う暑がないとき  

又理事が正当な理由がないのに総（代）＝1〉ヱ会  

招集の手続をしないときは、監事は、総（代）l  

丑，2会を招集しなければならない∩  

（注）総代を青いている組合にあっては「総  

代」及び「総代会」と、総代を置いていない  

組合にあっては「組合員」及び「総会」と規  

定するものである【  

（注：115分の1を下回る割合を定めること  

姐ヱjjh 
（注：12貰12条（注）1を参照のこと。  

（注）3組合の実情に応じて、「理事長」以   

外の理事の中から定めても差し支えない。  

（役員の報酬）′≡い   （役鼻の報酬）．ユ‥  

－32－   



羞＿乙＿旦＿一条 理事及び監事に対する報酬は、総（  呈＿旦＿ヱ＿＿条 理事及び監事に対する報酬は、総（  会社法第361条、第387  

代）＝l】王会の論決をもって定める。主 条   

おいて＿絵（代）ほ＝会に抜出する滋案は．理  

暮に対する粗酬と監事に対する趨静lを区分して  

衰示しなければならない。  

2監事は、総（代）は＝会において、監事の粗  

壱lについて意見を述べることができる．  

旦羞L⊥眉の報酬の算定方法については、規則を   
もって定める。   って定める。   

（注）1 役且の報酬の顔の決定は、必ずしも  （注）1 役員の報酬の額の決定は、必ずしも個   

個々の役Åごとに総（代）会の雄決を経る必   々の役員ごとに総（代）会の議決を桂る必辛   

要はなく、理事会の醜決を経た規則に基づく   はなく、理事会の議決を経た規則に基づく井   

井出方法により、理事全■分及び監事全員の   出方法により、理事全Å分及び監事全員分の   

報酬のt高限度臓又は総績を、星＿盆＿と＿互井出   報酬のt高限度鎮又は総額を、それぞれまと   

し、総（代）会の雄決を鍾るものである．  塁上書出し、総（代）会の雄決を経るもので  

ある。  

（注）2第12粂（注）1を参照のこと。  （注）2第12条（注）1を参照のこと。   

（代表理暮）  法第30粂の9   

篭29生理暮会は．理暮の由からこの総合を代  

蓋する理暮（以下r代恵理暮lという．）を遵  
宣しなければならない．  

2代表理暮は．細含の義務に通する一切の裁判  

上又は裁判外の行為をする権限を有する．  

（理事長及び書残】王事）l踵＝   （理事長及び■務理事）  

豊丘＿旦＿条 理事は、理事長1人及び書務理事1人  蓋＿旦＿旦＿条 理事は、理事長1人及び専務理事1人   

を理事会において互選する。」＿1Li   を理事会において互選する．」，鮎．．   

（第3 0条 理書は、理事長1人、書残理事1人  （第28条 理事は、理事長1人、書務理事1人   

及び常務理事0人以上○人以内を理事会におい  及び常務理事0人以上0人以内を理事会におい   

て互選する．）⊥凰L．1   て互選する。）   

2 】里事長は、理事会の決定に従ってこの組合の  2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の   

業務を紐＿塵＿圭＿皇⊥ 業務を処理し、この他合を代毒する．   

3 書務理事は、理事長を補佐してこの組合の業  3 事務理事は、理事長を補佐してこの組合の集   

務を執行し、理事長に事故あるときは、その離  務を執行し、理事長に事故あるときは、その★  

務を代行する．  

4 理事は、理事長及び専務理事に事故があると   

きは、あらかじめ理事会において定めた順序に   

従ってその職務を代行する。   

（注） 組合においては．・それぞれの埋暮が組  

合を代差する権限を有する執行機崩である  

が（民法宅53条）、総合運営の実際の立場  

からすれば＿ その業務執行に続－と秩序を梼  

たせるためには．兼務執行の機関を姐】■化  

し、その暮任体制を定款上明確にする必要が  

あることは当然であるといえよう。  

この業務執行機関の姐I■の内容及び呼称に  

ついては．各組合の規棲及びさ彙内容等の稟  

†竃によって定めるべきであり、 r副理事長」  

制を操ることも＿ 「寺務理暮lのほかに何人  

かの r常務理書」を置く ことも．また「理事  

長」を「組合長」と呼称することも差し支え  

ない。 また、各理事の担当については、理  

事会において定め．組合員に周知することが  

必寧であり．各理手の決裁権阻については、  

決裁規程を定め、暮任体制を明確にするとと  

もに．理事会の重義決を経ておくぺきものであ  

る。なお．「常務理書」を響く組合にあって  

は．常務理暮の人数を総合の規模、事業等に  

応じて具体的に定めた上で．括弧書のように  

規定するものである。また．そのt務につい  

ては．「常務理事は、理書長を欄柑 してこの  

細合の業務の執行を分担し．理事長及び♯残  

理事に事故があるときは＿ あらかじめ理事長  

の定めた順序に従ってその甘務を代行する．  

」というように規定するものである．  

（理事会）  

第29条 理手金は、理事をもって柚離する。  

2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の鶴  

－33－  

務を代行する。  

4 理事は、理事長及び専務理事に事故があると   

きは、あらかじめ理事会において定めた順序に   

従ってその職務を代行する。   

（注）1 業務執行機随の組織の内容及び呼称  

ドついては、各軸合の親機及び事業内容等の  

婁情によって定めるぺきである。   

（注）2  王攣壬の決裁1書阻については．決裁規  

程を定め．土庄株制を明確にするとともに、  

理事会の羞■決を経ておくべきものである。   

（注）3 「常務理ヰ」を書く組合にあって  

は、常務理事の人数を組合の規模．書集等に  

応じて皇位的に定めた上で．括弧暮のように  

規定し、職務については、「常務理事は、理  

手長を補佐してこの組合の業務の執行を分担  

し、理手長及び書務理暮に手放があるとき  

は．あらかじめ理事長の定めた膿序に従って  

その汝務を代行する。」というように規定す  

るものである．  

削除  

（理事会）  

第31条 理事会は、理事をもって組織する。  

2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職  法案3 0条の4   



務の執行を監督する。   務の執行を監督する。   

3 理事会は、旦皇 3 理事会は、墾＿垂＿長が招集する8   会社法第366条第1項  
4 理事長‘是），以外の理事は、理事長（ユ〉，に対  4理事長は、理事が理事の3分の1＝1）1以上の  

会社法第366条第2項  
の招集を請求することができる。  て．会議の目的とする事項及び招集の理由を記  

載した書面を提出して理事会の招集を請求した  

ときは、その請求のあった日から7日以内＝l，2  

に＿理事会を招集 しなければならない（  

5前項の請求があった日から5日以内にの      5前項の場合において、理事長が理事会を招集   

会社法第366条第3項  
日とる理事会の招集の通知が発せられない場  事又は！臣事は理事会妄j召集することができ  

合には＿その請求をした理は理会  

ることがでる。  

6理事⊥山は3月に1回⊥山＿旦以上業務の執行の   6理事⊥餌は3月に1回」＿止＿L土以上業務の執行の   

状況を理事会に報告しなければならない。   状況を理事会に報告しなければならない。   

7  その他理事会の運営に閲し必要な事項は、規  7 その他理事会の運営に閲し必要な事項は、規   

則で定める。   則で定める。   

（注）1 組合の実情に応じて、「理事長l以   （注）1 「3分の11は、理事の定数その他   

外の理事の中から定めても差し支えない。  組合の妾什により定めればよく、例えば、  

「2分の1」又はr4分の1】とすること差  

し支えないが、おおむね「3分の1」が適当  

魁j⊥ 
削除  

宜めて差し支えないが、おおむね「7日以  

内」程度が適当であろう。  

（注）旦当該報告は、組合の実用に応じて、  （注）且当該報告は、組合の実情に応じて、   

理事長又はその指名した理事がまとめて行っ   理事長又はその指名した理事がまとめて行っ   

てもよいし、各担当理事が行うことも可能で   てもよいし、各担当理事が行うことも可能で   

ある。   ある。   

（注）旦 「3月に1回以上」とは、生＿を＿⊥エ   （注）旦 「3月に1回以上」とは、£＿五里塵   

も4半期に1度を目安に、各組合の実情に応   4半期に1度を目安に、各組合の実情に応じ  

じて定めるものである。  て定めるものである。   

（理事会招集手続）   （理事会招集手続）  

会社法第3 6 8条  第3 2条 理事会の招集は、その理事会の日の1   

週間前までに、各理事及び監事に対してその通   

知 －1∫を発してしなけ九ばならない。ただし、   

緊急の必要がある場合には、この期間を短縮す  

ることができる。  

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意がある   

ときは、招集の手続を経ないで開く ことができ   

る。   

（注）通知は、理事及び監事の全員に対して発  

することを要し、従って簑34条第2項の特  

別の利害関係を有するため誰決権を行使する  

ことができない理事に対しても通知を必要と  

するものである。招集通知のもれがあったた  

め、その理事が出席しなかったときは、その  

理事会の議決は特段の事情がない限り無効と  

すべきものである。  

（理事会の議決事項）  

第33蚤 この定款に特別の定めがあるもののほ   

か、次の事項は、理事会の議決を軽なければな   

らない。  

（1） この組合の財産及び業務の執行に関する  

重要な事項  

（2） 総会（及び総代会）り．の招集及び（並び  

に）．注，総会（及び総代会）′止一に付言≠すべき  

事項  

（3） この組合の財産及び業務の執行のための  

手続その他この組合の財産及び業務の執行に  

ついて必要な事項を定める規則の設定、変更  

及び廃止  

（4） 取引金融機関の決定  

（5〉  前各号のほか、理事会において必要と認  

めた事項   

（潤ま、括  弧榊L  

第3 0条 理事会の招集は、その理事会の日の1   

週間前までに、各理事及び監事に対してその通   

知 ∫止）を発してしなければならない。ただし、   

緊急の必要がある場合には、この期問を短縮す  

ることができる。  

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意がある   

ときは、招集の手続を綾ないで開く ことができ   

る。  

（注）通知は、理事及び監事の全員に対して発す  

ることを要し、従って第3：し条第4項の特別  

の利害関係を有するため議決権を行使するこ  

とができない理事に対しても通知を必要とす  

るものである。招集通知のもれがあったた  

め、その理事が出席しなかったときは、その  

理事会の議決は特段の事情がない限り無効と  

すべきものである。  

（理事会の三豊決事項）  

第31条 この定款に特別の定めがあるもののほ   

か、次の事項は、理事会の議決を程なければな  

らない。  

（1） この組合の財産及び業務の執行に関する  

重要な事項  

（2） 総会（及び総代会）√いの招集及び（並び  

に）一は－総会（及び総代会）．．1，に付議すべき  

事項  

（3） この組合の財産及び実技の執行のための  

手続その他この組合の財産及び業務の執行に  

ついて必要な事項を定める規則の設定、変更  

及び廃止  

（4） 取引金敷機関の決定  

（5） 前各号のほか、理事会において必要と認  

めた事項   （注）㈲棒  
型醐る。  

－34－  

削除   



（理事会の成立事件）  削除  

第32条理手金は．理暮の過半数が出席しなけ  

れば議書を開くことができない．  

（理事会の議決方法）  （理亭会の議決方法）  

法第30条の5第1項  
できる王攣暮の過半数が出虚し＿ その過半数妄も   数で決し．可否同数のときは．皇ト長の決すると   

って行う． tユ，－   ころによる。   

法第30条の5第2項  
理暮は．ま決に加わることができない．   理暮のうちから．その；紐度；責任する。   

法第30条の6  
て提重した士■合において＿ 当該提稟につき理   判を有しない．   

事（当該書項について濃決に加わることができ  4 某1項の豊沃に特別の利手関係を有する理事   

るものに限る▲）の全－■が暮面又はt磁的記録   は．その鎗決に加わる権利を書Lない．   

により同士の意思裏表をしたとき（監暮が当該  5 理暮金において鰻決をする壇舎には．旛長は   

棲婁について舅‖■を述べたときは瞼く．）は．   鷺1Ⅰ■の出席した理暮の数に．前痛に規定する   

当抜撞稟を可決する旨の理暮全の決鎗があった   理暮はその旛決に馳して纂1凛の出席した理事   

ものとみなす息  の蝕に暮入しない．   

4理暮又は監暮が理暮及び監暮の全■に対して  法第30粂の8   

理暮会に報告すべき暮項を通知したときは．：当  

蝕暮頭斉】葦暮全へ報告することを暮しない。t護I  

エ  
【注）1理暮会の定足数及び決縫一件につい  

て．過半数を上回る書l含を定めることができ  

旦．．．L  

（注）2太壇の糞l定により】璽暮金への組合を  

暮しないものとさ九た暮瑠についてl土．≦妄令  

の定める暮ヰを書己血Lた書己－■多作I正し．こ九  

に作成した理暮が1名し．又はt己名神印する  

ものである．  

（理事会の雄亭録）   （理事会のIl事饅）   

法第3 0条の5第3項4項  第3 5条 理手金の縫主については．法令に定め  手3 4奥 組長及び理事会において凛任した理壬  

． した         し     した   

事及び監事は、これに署名し、又は記名押印し   
なければならない．  

2 前項の議事録をt磁的配線をもって作成した   

場合には、出席した理事及び監暮は、これにt   

子書名をしなければならない．   

2人はI－は．理暮会の雑事について議書縫を作   

成し、これに書名又は記名押印し、その写しを   

出席した各】里書に送付しなければならない。  

2 前項の議書級には、少なくとも次に櫓げる事   

項を記載しなければならない。  

（1） 開催の日時及び場所  

（2） 出席した理事t且＝及び監暮の氏名  

（3） 濃暮の経過の事領  （4）明朗及  
び賛否の議決権数並びに反対した理書の  

氏名ほ＝）  

3 理事は．篭1項の旛書抜を10年間l墟」．主た   

る事岬し＼。  

（注）牒実¶‖こよ  
り、適宜こ岬、  

おおむね「2人」程度が適当であろう。   

（注）2 「出席した理事」の中に次集に鰻重  

する書面による出席理事がいる場合は．その  

氏名に暮面出席である旨を付記するものであ  

皇＿L   

（注）3 第25集第2項及び第3項の暮庄原  

田である行為が理暮会の雄決に基づいてなさ  

れたときは、議書蝕に異議を止めなかった理  

事は連帯土任を問われることになるので．本  

号は各王■菓別に、特に注意して富己鰹すべきも  

のである。   

（注）4  rlO年Ⅷlは．1低限の保存年限  

であり、これより長い期間を定めることは差  

し支えないが、これより短い期Ⅶを定めるこ  

とは望ましくないものである．   

（暮面による岬  
第35粂榊ら力、じ  

－35－  
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め通知のあった事項について書面をもって議決  

権及び選挙権を行うことができる。  

2前項の規定により三豊決権又はi巽華権を行う者  

は、出席者とみなす。  

3第1項の規定により三豊決権又は襲撃権を行う   

者は、理事会の議案としてあらかじめ通知のあ  

った事項について、その賛否又は；興任しようと  

する王学事長若しくは責務王軍壬は，の氏名を書面に  

明示して、去29粂貰7項の規定による規則の  

定めるところにより、理事長に提出しなければ  
ならない〈  

（注）「理事長若しくは寺務理事」は、第28  

粂との聞達において規定するものであり、「  

理事長lを「組合長」と呼んでいる組合ある  

いは「常務理事jを置いているような組は．  

それに応じて規定するものであるh   

（理事の競業避止養務）  
笛36条理辛が．自己又は第三者のために組合  

の事業の部類に属する取引を行うには．理事 

においてその取引についての手蔓な壬婁を聞示  

してその孟夏盈．丑－、を受けなければならないn  

2前項の取引を行った理事は、遅滞なくその取  

引について圭事な壬宴を理手 金に報告（ユ〉2しな  

ければならない。  

（注）1理事会の承盟に当たっては、当該理  

壬は笠33粂ま4項の特別の利害関係を右す  

る理事として三鐘決権行侍を排除さ九るもので  

あ＿皇．．L  

（注）2当該報告は、理事会が、実際になさ  

れた取引が孟記された範臨に属するのかどう  

かやその理事に忠実隷謙遜反がないかどうか  

を判断し、組合に損害が生じる可能性がある ときは、それに対する曹置を講じる機会を与   

えるために行われるものであり．当該理事が  

前項の取引をするにつき理事会の承認を受け  

ていたかどうかに闇俵なく行わなければなら  

ないものである。  

定款等の備置）   （定款等の備えつけ及び書類の提出）   法第25条の2  
む旦▼急 この組合は、定款及び規約を各（主た  量＿旦＿ヱ＿条 理事は、定款、規約、総会（及び総代   

る）事務所 仁ユ，，に備え青かなければならない  会）（止巨の三鼻喜録（を各事務所 に）－止）2．組合  

魚名漬その他組合の財産及び業務の執行につい  

て重要な事項を記載した書類を（主たる）＝1）；  

事務所に備えておかなければならない。  

法第26条の5              2一項の規定による組合員名簿には．各組合員  この組合は、法令に定める事項を記載した組   

合員名護を作成し、主たる事拝所に備え置かな  の氏名．住所、加入年月日、出資口数並びに払   

ければならない。   込済出資紐及びその払込年月日を記載しなけれ  

ぱならない。  

3理事は、通常総（代）一江〉，会の会日の7日前  

までに事業報告書．貸借対照表、損益計算書、  

附属明細書及び剰余金処分案又は欠損金処理案  

を監事に提出し、かつ、これらを（主たる）tご1I  

2務所に備えておかなければならない。  

4前項の規定による事業報告書には．次の事項  

を記載しなければならない。  

（1）組合員動、出菅口数及びその金額並びに  

ま旦盟虜  

（2）役員、職員（、総代）㌧1，1等の組織の状  

塑  
（3）過去3年間における組合の事業及び財産  

型＿艶遡  

（4）事業の状況  

ア当該事業年度における事業の種類ごとの  

塞＿捜  

イ設備投資の状況  

（5）子会社等の概況及び決算の状況  

（6）総（代）＝1，1会の喜養決  

（7）その他必要な項   

－36－   



には．次の  5  貰3項に  

を記載する。  
（1） 資未及び借入金の状況  

（2） 固定資産等の状況  

（3） 担保権の設定及び保証債務の状況  

（4） 各種引当金の状況  

（5） 子会社等との取引の明細並びに債権及び   

…の状況  

（6） 組合と栓■Ⅶにおける取引の状況  

（7） 役貞‖ね酬の状況  

（8） 書生経書の明細  

（9） 事業の穫麺ごとの損益の明細  

（10） その他王事な暮項  

6 組合■及びこの組合の債権者は、第1項及び   

第3項の雷簸の開業を求めることができる。た   

だし、この組合は、正当な理由l鳳＝がある場合   

には、当該聞耳を拒否することができる．  

3  この組合は、組合且又は組合の債権者から、   

たときは＿ 正当な理由 は＝がないのにこ九を拒   1霧散扱蕗W内において次に櫓げる！■戎があっ      んではならない．   
定数、規約及び組合■名簿が書面をもって  

作成されているときは．当験暮両の叩t又は  

…求   

定緻．規約及び組合▲名簿がt縫的方法を  

もって作成さ九ているときは．当放t淀的紀  

鋏に記級された暮：囁を紙面又は映像面により  

衰示したものの聞責又は謄写の請求  

7 理事は、第3】其の暮類を通常総（代）ほ■l会   

に提出するときは、監事の暮見暮を添付しなけ   

ればならない。   

（注〉1 総代をtいている組合にあっては、  

そ九ぞ九括弧暮に従って規定するものであ  

皇＿L  

（注）1 定数及び趨約がt鑓的配線をもって   

作成さ九ている場合であって従たる暮務所に   

おける閲文又は謄写の漬束に広することを可   

能とするための緒tとして法令で定めるもの   

をとっている総合については．主たる書裁断   

とする。  
2  主たる暮務薪のほかに従たる書  

いている組合にあっては括弧暮内も  

し＿主たる暮務所しか書いていない場合にあ  

っては括弧暮を除いて規定するものである。  

（注）旦 組合員名簿については、個人のプラ  （注）且組合は．組合の民主的な運営の確保  

イバシーを侵害するおそれがある場合等閑贅   等の観点から＿ 組合の†一報を組合員．利幸聞   

を拒否する場合の基準をあらかじめ相合で定   係者等に対し．できる限り開示する必専があ   

めておく ことが必要である。   り、r正当な理由1をむやみに拡大解釈して  

不当に情報が隠されるようなことがあっては  

ならない．したがって．個人のプライバシー  

を侵書するおそれがある場合等閲覧を拒否す  

る場合の基準をあらかじめ組合で定めておく  

ことが必事である．   

（監事の臆務及び権限）   （監事！三＿よ五里査）   

呈＿旦＿ヱ＿屋 監暮は．理事の暮務の執行を監査す   法第30条の3第2項  
る。この場合において．法令で定めるところに  の財産及び理暮の業務執行の状況を監査しなけ   

より、監査報告を作成しなければならな一い。   ればならない．   

会社法第381条第2項  
手業に愴する報告を求め、又はこの総合の業務   付した監査報告暮を作成し．捻（代）＝1】1会に   

及び財産の状況を量1壬することができる．   報告しなければならない．   

3  監事は．その書務を行う ため必書があるとき  3   監事は．箋1項の監香を行ったとき及び必事   会社法第381条第3項  
は．この組合の子会社尊に対して書生の報告を   があると放めるときは、理書 会に仕＝驚して意見   

求め、又はその手会社事の業務及び財産の状況  を述べるものとする．   

の王1圭をすることができる．  

4前項の子会社等は．正当な理由があるとき  会社法第381粂第4項  
は．暦‖噴の報告又は爛圭を拒むことができる。  

5監暮は．環暮が不正の行為をし＿若しくは当  会社法第382粂  
該行為をするおそ九があると】汲めるとき．又は  

令若しくは定赦に遭反する暮重苦しくは著し  

く不当な手蔓があると眩めるときは．遵三幕な  

く．その旨を理暮会に報告しなければならな  

と⊥L  

6監事は．前項の鳩舎において＿必書があると  会社法第383条第2項  
放めるときは．理暮に射し▲理暮会の招暮を王書  

ー3了－   



求することができる。  7㈱求＝をLた   
監事についてこれを嘩鵬  8僻め   
るとき㈱  9㈱事（乃哩   
任又は辞任（選任若しくは解任又は辞任）につ   

いて意抑  

10柳津任後最初に招集され   る総（代）㈱   
そ卿  ＝御   代）凋」1会   
の日時及び榔  

廷 監査についての規則の設定、変更及び廃止は   

監事が行い、総（代）⊥且⊥⊥会の承認を受けるも   

のとする。  

会社法第3 8 3条第1項   

会社法第3 4 5条第1項  

会社法第3 4 5条第2項  

会社法第3 4 5条第3項  

4 監査についての規則の設定、変更及び廃止は   

監辛が行い、総（代）」ユ＿Lユ会の東認を受けるも   

のとする。   

（‡注）1 監事による監査の回数は、組合の実  

情により適宜定めるぺきであるが、事業年度に「  

1＋回lは必ず行うぺきであり．できる限り「2回  

l程度行うことが望ましい。   

（注）呈＿ 第12粂（注）1を参照のこと。  （注）ユ 第12条（注）1を参照のこと。  （注）㈱   
外の理岬し、。  

前条に移動のため削除  （監事による調査）  

筈3 9生 前粂篭1項に定めるほか、監事は、い   

つでも醐集   の佃＝けj萱の   
状況を調査lユ＝することができる。  2榊組合の   
職員が榊他   

法令若しく岬は   

行うま㈱著しく不   

当な事項があると認めるときは、理事会にこれ   

を報告しなければならない。  3㈱監事   
は理事会の招集を請求することができる。  4㈱っ   
た場合にここれを準用する。  

5 監事は、第2項の報告にもかかわらず、理事  

会が適正な措置を持岬lま、  総（代）㈱らな  
←）J＿  

（注）1 当該報告の方法については自由であ  

リ、ロ岬  

告することを求めてもよく、こナ＝こ対して理  

事及びその他の組合の岬  

権限濫用的なものでない限り、時期・方法を  

限定することができないものである。   

H＝＋2＋当該調査lま、1篭愕川H監月‖ニならiない  

限り、咽も  

のであり、そのとき対象となる組合の帳簿類  

等については、会計に関するものに限定され  ずにそ岬三Eた  る事榊等l二赴  
いて現実の咽き  

るものである．  

鋤こ二tと。  

冊卜面‾ピ＝b⊂＝頭‾ピもよ  
く、監事畔で  

ある。  

（理事の報告義務）  

第40条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすお   

それがある事実を発見したときは、直ちに監事   

に報告しなければならない。  

（理事の報告義務）  

第3 8条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすお   

それがある事実を発見したときは、直ちに監事   

に報告しなければならない。  

（監事による理事の行為の差止め）  

貫3 g条 監事は、理事がこの組合の目的¢＝範囲  

会社法3 5 7条  

会社法第3 8 5条   
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外の行脚る行   

為をし、又はこれ卿る  

に、い   当  ‾ に  ってこの 合に   

しい抑   

手に対し、当岬るこ   

とができる。  2㈱をもっ   
て同卿こことを   

命するときは卿とす   

る。  

（監事の代表権）  
第40条 第2 g集第2項の規定にかかわらす、   会社法第3 8 6条  

▲にl   事がこの  

この組合が、理事又は理事であった者（ぢ  

下、この岬寸し、  

また      が   に  して え   

皇  
2）この組合が、t‖咽き加入す  

る組合岬えの  

提起の謂戎を受ける場合  

3）この組合が、6…力、ら引き損き加入す  る榊l＝  
係る卿合  

4）この岬、ら引  

き榊を追  

及する抑  

卿■台   

地含岬わ）  41㈱る組合  
員は、碑の他  

苦しくは定款に違反する行為をし、又はこ  

れらの行為をするおそれがある場合において、  

会社法第3 60粂  

当該行為によって組合に回1■することができな  

い損害が生するおそれがあるときは、当該理事  

に射し、当該行為をやめることを請求すること  

ができるn  

（注）これを下回る期間を定めることは差し  

皇 

（組合且の調査請求）   （総合員の講壬柵求）  

基＿旦＿＿旦＿星 組合Åは、総総合点の100分の3 は】  星A＿⊥＿粂 組合■は、総組合員の100分の3ほ－   

以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及  以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及   

び財産の状況の調査を請求することができる。   び財産の状況の桝壬を請求することができる。   

2 監事は、前項の請求があったときは、塾＿圭＿皇  2 監事は、前項の請求があったときは、呈＿＿旦＿＿旦   

調査を行わなければならない。   里見＿⊥旦旦調査を行わなければならない。   

（注）  rlOO分の3以上」については、1   （注） 「100分の3以上」については、1   

00分の3から10分の1（法第94粂第1   00分の3から10分の1（法策94条第1   
項の行政庁への検査汁球の割合）までの間に   項の行政庁への検査請求の割合）までの間に   

おいて、紬合の実情を勘案して定めるもので   おいて、組合の実情を勘案して定めるもので   

ある。組合員数2千人未満の小規模な組合に   ある。組合員数2千人未満の／ト親機な組合に   

おいては10分の1と、10万人を超えるよ   おいては10分の1と、10万人を超えるよ   

うな大規模な組合は100分の3と定めるな   うな大規模な梱合は100分の3と定めるな   

ど、権利の濫用にならないよう充分留意した   ど、権利の濫用にならないよう充分留意した   

上で．実現可能な割合において定めるもので   上で、実現可能な割合において定めるもので   

ある。   ある．   

（顧問）l址」   （顧問）ほ）   

鼻＿土＿旦＿急 この組合に、顧問を置くことができ  呈＿旦＿＿星＿．粂 この組合に、顧問を書くことができ   

る。   る。   

2 顧問は、学識経験のある看のうちから、理事  2 顧問は、学錐経験のある者のうちから、理事   

会において選任する。   会において選任する。   

3 顆間は、この組合の業務の執行に関し、理事  3 顧問は、この他含の業務の執行に開し、理事   

長の諮問に応ずるものとする。   長の絶間に応ずるものとする。   

（注） 顧問の設定は、組合の実情により定め   （注） 顧問の設定は、組合の実†竃により定め   

るものであるから、本条は、顧問をtいてい   るものであるから、本条は、顧問を書いてい   

る組合についてのみ規定すればよいものであ   る組合についてのみ規定すればよいものであ   
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る。なお、顧問の資格、選任方法も、組合の   る。なお、顧問の資格、選任方法も、組合の  

実情により、任意に定めて差し支えない。圭  実情により、任意に定めて差し支えない。  

た、顧問以外について設置する場合にも同様  

の規定を設けること。  

（職員）  （職員）   

蓑＿A＿旦＿＿急 この組合の職員は、理事長が任免す  墓▼旦＿三し急 この組合の職員は、理事長が任免す   

る。   る。   

2 隈員の定数、服務、給与その他随員に関し必  2 織員の定数、服務、給与その他随員に関し必   

要な事項は、規則で定める。   要な事項は、規則で定める。   

第4章（止－ （総代会及び）総会   第4章（ユ」 （総代会及び）総会  

（注） 本章は、総代を置いている組合にあっ   （注） 本章は、総代を置いている組合にあっ   

ては「総代会及び総会」の章とし、総代を置   ては「総代会及び総会」の章とし、総代を置   

いていない組合にあっては「総会」の章とす   いていない組合にあっては r総会」の章とす   

るものである。   るものである。   

また、本章中「総（代）会」、「組合員（   また、本草中 r総（代）会J、 r組合員（   

総代）」、「組合員又は組合長と同一の世帯   総代）」、「雑合且又は組合員と同一の世帯   

に属する者（組合且）」及び「総会（及び総   に属する看（組合鼻）」及び「総会（及び総   

代会）」とあるのは、総代を置いている組合   代金）」とあるのは、総代を置いている組合   

にあっては r総代会」、「総代」、 r組合員   にあっては「総代会」、「総代」、「組合員   

」及び「総会及び総代会」と、総代を置いて   」及び「総会及び総代会」と、総代を置いて   

いない組合にあっては「総会J、「組合員   いない組合にあっては r総会J、 r組合員   

」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属す   」、「組合員又は組合且と同一の世帯に属す   

る者」及び「総会」とそれぞれ規定するもの   る者」及び「総会」とそれぞれ規定するもの   

である。   である。   

（総代会の設置）   （総代会の設置）   

第00条 この組合に、総会に代るぺき総代会を  第00条 この組合に、総会に代るべき総代会を   

設ける．   設ける。   

（総代の定数）   （総代の定数）   

第00条 総代の定数は、00＝1一之人とする。   第00条 総代の定数は、00＝1〉】人とする。  

（総代の定数）  

罵00条 総代の定数は、00日．1三人以上0  

0人以内において総代選挙規約で定める。  
＝＝1   

（注）1 総代の定数を、定款上幅を持たせ、   

規約で定めた方が適当な組合にあっては、括   

弧書の例に従って規定するものである。  

（注）2  総代の定数は、100人以上でなけ   

ればならず（法第4 7粂第3項）、具体的な   

定数は、これ以上の範囲において組合の区域   

及び組合員数に応じて適宜定めるものであ   

る。  

（総代の定数）   

（第00条 総代の定数は、00＝l〉∃人以上0  

0人以内において総代選挙規約で定める。）  
†．1J  

（注）1 総代の定数を、定款上幅を持たせ、  

規約で定めた方が適当な組合にあっては、括  

弧書の例に従って規定するものである。   

（注）2 総代の定数は、主旦選挙の時1こおけ  

る㈱塾  

が100 0人を超える組合にあっては、10  

0人）以上でなければならず（法第4 7条第  

3項）、具体的な定数は、これ以上の範囲に    おいて組合の区域及び組合員数に応じて適宜  
定めるものである。  

（総代の選挙）  

第00条 総代は、総代選挙規約の定めるところ   

により、組合員のうちから選挙する。  

（総代の補充）  

第00条 総代が欠けた場合におけるその補充に   

ついては、総代選挙規約の定めるところによ   

る。  

（総代の職務執行）  

第00条 総代は、組合員の代表として、組合員   

の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなけれ   

ばならない。  

（総代の任期）  

買00条 総代の任期は旦旦・ユ＝とする。ただ   

し、再選を妨げない。  

2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわら   

ず、前任者の残任期間とする。  

3  総代は、任期満了後であっても後任者の就任  

（総代の選挙）  

第00条 総代は、総代選挙規約の定めるところ   

により、組合員のうちから選挙する。  

（総代の補充）  

第00条 総代が欠けた場合におけるその補充に   

ついては、総代運筆規約の定めると ころによ   

る．  

（総代の職務執行）  

第00条 総代は、組合員の代表として、組合員   

の意思を踏まえ、誠実にその鞋務を行わなけれ   

ばならない．  

（総代の任期）  

罵00条 総代の任期は＿L生・鰻－とする。ただ   

し、再選を妨げない凸  

2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわら   

ず、前任者の残任期間とする。  

3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任  

－40－   



するまでの間Ⅷ＝は、その♯務を行うものとす   

る。   

（注）1 総代の任期については、3年以内に  

おいて定款で定めるカ‖Ⅵとされている（法第  

47条第5項）のであるが、組合の稟情に応  

じて定めるものである。   

（注）2 「後任者の就任するまでの間」と  

は、次期の総代の選挙により当選人が確定  

するまでの間を意味するものである。  

（総代名簿）  

第00条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を   

記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しな   

ければならない。  

（通常総（代）会の招■）  

第45先 導♯絵（代）会は．毎暮巣年度終了の   

日から○箇月以内lほ〉に招集しなければならな  

い．   

（注） 通常捻（代）会の開催の時期について  

は、とくに法律上の規制はないが、法第92  

奥の2により暮彙年度終了後3月以内に決暮  

慢＝茶暮無及び事業報告暮並びにこれらの附虞  

明細書を行政庁に拠出しなければならないこ  

とから、事業■年度♯了の日から3箇月以内に  
通常稔（代）会を行う必辛がある。その範崗  

内で適宜定めるものである．  

するまでの間日払＝は、その職務を行うものとす   

る。  

（注）1 総代の任期については、役員の任期と  

真なり．定放で定めることとされている（法  

第47粂第4項）のであるが．おおむね＿＿し1  

年」程度とすることが望ましい．   

（注）2 「後任者の就任するまでの間」と  

は、次期の総代の選挙により当遼人が確定  

するまでの間を意味するものである．  

（総代名簿）  

第00条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を   

記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しな   

ければならない。  

（通＃総（代）会の招集）  

第44条 理暮は．毎暮集年度終了の日から2箇   

月以内．鋸に、通♯総（代）会を招れしなければ   

ならない。   

（注） 通常総（代）会の開催の時期について  

は、とくに法律上の規制はないが、消t生活  

羊4 8号．以下「財務処理規則」という．）  

某11粂により決暮日から3箇月以内に事業  

報告暮．財務緒表及び剰余金処分稟又は欠損  

金処理案を行政庁に捷出しなければならない  

ことから、事業年度終了の白から3箇月以内  

に通常総（代）会を行う必辛がある。まL  

の処理奪を勘稟して適  

当な時納を定めるぺきであり．おおむね事業  

年度終了の日から「2箇月以内」とすること  

が適当であろう．  

（l臨時給（代）金の招集）  

第4 5条 理書は．理暮会において絵（代）会の   

法第3 4条  

（臨時総（代）会の招集）  

第46条 理手長Ⅷ＝は、必璽があるときはいつ  

法第3 5条第1項  

法第3 5条第2項  

招集の議決をしたときは．臨時総（代）会を招   

集しなければならない．  

2 理事は、組合員（総代）がその5分の1以上t   

鰻1，の同意を待て、会議の目的とする事 項及び   

招集の理由を記載した書面を提出して総（代）   

会の招井を請求したとき、並びに 組合長（総   

代）が第26粂第1項の規定により役且の解任   

を講決したときは、その請求のあった日から2   

0日以内l止】tに臨時総（代）会を招集しなけれ   

ばならない。  

（注）1 「5分の1以上」の同意による蹟求が   

あった場合には、理事は法第3 5条第2項の規   

定により必ず総（代）会を招集しなければなら   

ない義務を有しているが、組合の実情により、   

さらにこれを例えば「6分の1以上」、「10   

分の1以上Jというようにして理事の招集♯務   

を加重することは差し支えない。しかし、通常   

の組合にあっては r5分の1以上」零呈度が望ま   

しい。  

（注）旦 「20日以内」というのは、法第35   

粂第2項に規定するt高期限であるから、さら   

にこれを例えば r15日以内」、「2週間以内   

」というように短期日にすることは差し支えな  

い．  

（代）会  でも理事会の   
集できる。  

2 組合員がその5分の1以上t墟」】の同意を得   

て、会淡の目的とする事項及び招♯の理由を‡己   

載した書面を提出して総（代）会の招集を請求   

したときは、理事会は、その請求のあった日か   

ら2 0日以内t弘一】に睦時稔（代）会を招集すべ   

きこと有決しなければならない。  

（注）1 組合の臭什に応じて、「理事長」以外  

の理事の中から定めても差し支えない．  

（注）旦 「5分の1以上」の同意による請求が  

あった場合には、理事は法第35条第2項の  

規定により必ず総（代）会を招集しなければ  

ならない義務を有しているが、組合の実情に  

より、さらにこれを例えば r6分の1以上  

」、「10分の1以上」というようにして理  

事の招集義務を加王することは差し支えな  

い。しかし、通常の組合にあっては r5分の  

1以上」程度が望ましい。  

（注）旦 r20日以内」というのは、法案35  

条第2項に規定する最高期限であるから、さ  

らにこれを例えば「15日以内」、「2週間  

以内」というように短期日にすることは差し  

支えない。  

（絵（代） 会の招集者）  

第47粂 総（代）会は．理事会の】濃決を経て、   

理手長（注Iが招▲する．  

2 理事長 は〉の暮務を行う章がないとき．又は前   

史箕2項の‡■束があった量l含において．理手長  

ほ，が正当な理由がないのに総（代）会招集の   

手続をしないときは．監事は．総（代）全を招   

よしなければならない．  

法案3 6条1項   

法第3 6粂2項   
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（注） 組合の棄権に応じて．「理事長」以外   

の理事の中から定めても差し支えない。  

（監事の㈱  
竜」．旦集＿＿＿＿塁＿蚤旦．嗅＿性＿互＿玉＿＿ラ▼首力ぐ鎚＿＿と＿き＿l享L   

総（代）会の招集は、監事が行i」L  

旦榊   

㈱っら   

ず、榊阻」   総（代）会抑  3榊執   
缶に珊合   

冊め必   

要があると岬   

なければならない。  

（総（代）会の招集手続）  第47条 咽くと  
も5日前までに、会議の目的とする事項、日時及  

立場所を書面により組合旦（総代）に通知して行  

主地． 

法第3 7条第1項  （総（代）会の招集手続）  

第48墓 星里長＝い】が総（代㈱   
合には、法令で定める事項について、理事会の   

夏曇決により決定しなければならない．  2脚皇   
招集する場合には．法令で定める事項につ吐   

壬し忘 

旦 3榊   
事は、その総（代）会の全日の10日前ま王   

に、㈱己   

載した抑れlまな   
らない。  

4 通鴬総（代）会の招集の通知に際しては、」基   

金附   

し、理事会卿重   量＿亜告抑」  

法第3 8条  

法貰31条の7第7項  

（総（代）会提出亘鐘藁・書類の調査）  

第49条監事は、理事が総（代）会に提出しよ  会社法第3 8 4条   

うとする三豊藁、書類その他法令で定めるもの  

≡重しなければならない．この場合において、  

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当  

項があると認めるときは、その調査の結果を  

総（代）会に報告しなければならない。  

（延 又は 士行の決議）   （総（代）会の会日の延長）   

法第44条  

決により、延期し、又は続行することができ   決により、続行し、又は延期することが でき   

る。この場合においては、 4 8  Ⅰの規定  る。この場合においては、乱＿条の規定は適用し   

は通用しない。   ない。   

（総（代）会の喜銭決事項）   （総（代）会の議決事項）   

法第40条第1項   
か、次の事項は総（代）会の喜♯決を経なければ  か、次の事項は総（代）会の富農決を経なければ   

ならない。   ならない。   

（1） 定款の変更   （1） 定款の変更   

（2） 規約の設定、変更及び廃止   （2） 規約の設定、変更及び廃止   

（3） 解散及び合併   （（3）   散及び合 ）仁注‥   

（4） 毎事業年度の予算及び事業計画の設定  （4）・毎事業年度の予算及び事業計画の設定及   

及び変更   び変更   

（5）出資1ロの金級の減少  （5）出資1口の金枝の減少  

（6）借入金頼の最古  

」＿旦ユ＿貸借対照表、損益計算書及び剰余金処    （7）事業報告書、貸借対照表、損益計算書、   

分業又は損失処理案（以下「決算関係書類」  

という。）及び事業報告書  

」」」」連合会及び他の団体への加入⊥且⊥⊥又は   

脱退   退   

2  この組合は、第3条各号に掲げる事業を行う  2  この組合は、第3条各号に掲げる事集を行う   

ため、必要と認められる他の団体への加入又は  ため、必要と認められる他の団体への加入又は   

脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は  脱退であって、多臨の出資若しくは加入金又は   

会費を要しないものについては、前項の規定に  会費を要しないものについては、前項の規定に   

かかわらず、総（代）会の議決によりその範囲  かかわらず、総（代）会の三豊決によりその範囲   
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を定め、理事会の譲決事項とすることができ   を定め、理事会の議決事項とすることができ   

る。   る。   

法事40条第2項  
定により、あらかじめ通知した事項についての  り、あらかじめ通知した事項についてのみ議決   

み議決をするものとする。ただし、この定紋に  をするものとする。ただし、この定数によリ   

より総（代）会の議決事項とされているものを  総（代）会の議決事項とされているものを除く   

除く事項であって軽微かつ緊急を事するものに  事項であって軽微かつ緊急を要するものについ   

ついては、この限りでない。  ては、この限りでない。  

4規約の変更のうち、以下の■‖偏については．  法第40条第3項  
第1項の規定にかかわらず、総（代）会の旗決  

を経ることを要しないものとすることができ  

る。このi■合においては．総（代）会の議決を  

経ることを馨しない暮項の変事の内容の組合且  

に対する通知、公告その他の周知の方法は集0  

○奥及び集00条による．  

（1）旭係法令の適正（条項の移th手当蝕法令に  

規定する内容の美甘的な変事を伴．bないものに  

限る）に伴う圭l定の整理tl‥  

（2）00に随する■‖囁l址〉，  

（注）1総代 削除  

環の規定により組合の鮭散及び合併の旛決を  

することはできないので．総代を書いている  

組合にあっては．木与を削除するものであ  

皇．  

（注）ユ「他の団体への加入Jには、子会社  （注）L「他の団体への加入」には、子会社   

等への出資等も含むものである．  等への出資等も含むものである。   

（注）2組合の実什に応じて施行規則筈00  

粂に鰻定する羊頭の中から定めるものであ  

皇．」  

（総（代）会の成立要件）   （総（代）会の成立要件）  

真一旦＿旦＿条 総（代）会は、組合員（総代）の藍色l  呈＿旦旦＿皇 総（代）会は、組合Å（総代）の旦里   

址〉が出席しなければ、議事を開き、議決をする  塾t址）が出席しなければ、議事を帥き、議決をす   

ことができない．   ることができない。   

2 前項に規定する数の組合員（総代）の出席が  2 前項に規定する数の組合且（総代）の出席が  

ないときは、理事会は、その総（代）会の全日   

から20日以内にさらに総（代）会を招集土＿皇   

ことを決しなければならない。この場合には、   

前項の規定は適用しない。   

（注） 総（代）会の成立要件を「豊里」とす    るかどうかは、組合員等の実情により定める  
ものであり、縮合員数の多い組合の総会にあ  

っては r3分の1」としても差し支えないも  

のであるが、総代をせいている組合にあって  

は、総代自身が何人かの地合員を代表してい  

るものであるから、よほど特別の理由のない  

限りは「呈＿塾」と規定すべきである。   

（役旦の鋭明義務）  

第53免 役■は．総（代）会において．錮全員   

から輔卿合   

には、当町けれ   

ばならない．ただし、次に掲げる壇合は、この   

限りでない。  

（1）組合且が説明を求めた事項が絵（代） 会の   

目的である事項に閲しないものである壇合  

（2）その畔＝l（D≠＝司の   
利益を著しく書する鳩舎  

（3）組合岬＝こ・つい1＝説明を   
するために畔含。   

ただし、当該組合員が総（代）会の8より相当   

の期間前に当該書項を細含に対して孟知した壇   

合又は当該事項について説明をするために必璽   

な三月査が著しく容易である鶴含はこの限りでな  

い。  

（4）地合員が説明を求めた暮項について鮫明を   

することにより組合その他の舌（当放総合■を   

除く。）の権利を侵害することとなる壇合  

（5）組合員が当該総（代）会において臭書的に   

同一の事項について繰り返して説明を求める壌  

ないときは、旦皇は、その稔（代）会の会日か  

ら20日以内にさらに総（代）会を招集しなけ  

ればならない。この場合には、前項の規定は適  

用しない。  

（注） 総（代）会の成立事件を「過半数」と   

するかどうかは、組合且等の実情により定め   

る・ものであり、組合員数の多い組合の総会に   

あっては「3分の1」としても差し支えない   

ものであるが、総代をせいている組合にあっ   

ては、総代自身が何人かの組合員を代表して   

いるものであるから、よほど特別の理由のな   

い限りは「過半数」と規定すべきである。  

法第4 3条   
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．とト  l＝コ  

し旦＿し印毎＿ヨ斗こ墜＿！プさ．甥貪＿旦＿埠か、．埠＿毒卑が湧＿里   互抑l二∵⊃き   
正当な理乱逆皇る場合   

（三建決権及び選挙権）  

第54条 組合員（総代）は、その出資口数の多   

少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を   

有する。  

（議決権及び遅筆権）  

第51条 組合員（総代）は、その出資口数の多   

少にかかわらず、各1偶の議決権及び選挙権を   

有する。  

2 総（代）会においてこの組合と組合員（総   

法第17条  

旧法第4 4条の削除  代）㈱   ㈱失l二加   
その組合員  刺。   

（総（代）会の識決方法）  

第5 2条総（代）会の議事は、出席した組合   

員（総代）の過半数で決し、可否同数のとき   

は、議長の決するところによる。  

2 総（代）会の誰長は、総（代）会において、   

出席した組合且（総代）のうちから、そ の都   

度選任する。  

3 議長は、組合員（総代）として総（代）会の   

吉丑決lこ加わる権利を有しない。  

4 総（代）会において雑決をする場合には、護   

長及び前条第2御代）   
は、その議決に関して出席した組合員（総代）   

の故に算入しない。  

（総（代）会の特別誰決方法）  

第5 3条 次の事項は、組合員（総代）の（過半   

数が出席㈱の   

旦抑。  

（1） 定款の変更  

（（2）灘＝  
（3） 組合且の除名  

（総（代）会の議決方法）  

基＿旦j＿星 総（代）会の雑事は、出席した組合   

員（総代）の過半数で決し、可否同数のとき   

は、議長の決するところによる。  

2 総（代）会の護長は、総（代）会において、   

出席した組合員（総代）のうちから、その都度   

選任する。  

3 吉最長は、組合員（総代）として総（代）会の   

議決に加わる権利を有しない．  

4 総（代）会において議決をする場合には、謹   

量は、その三麹決に関して出席した組合員（総   

代）の数に算入しない。  

法第41条  

法第4 2条  （総（代）会の特別議決方法）  

第5 6条 次の事項は、組合鼻（総代）の半数以   

上‡が出席し、その議決権の3分の2以上tユ〉の1   

塾仰い。  

（1） 定款の変更  

（2） 解散及び合併  

（3） 組合鼻の除名  

（4） 事業の全部の譲渡、共済事業の全部の言  

抑転  （5）朋  
の免除  

鼻の責  

削除  （注）1 第5 0条第1項の規定による総（   

醐丘   

組合にあっては＿ この括弧書は規定する必寄   

越ないが、脚   

分の1」と榊⊂は、   

三の括弧害を規定しなければならない。な   

お、こ聖＿＿工 

耳」＿＿＿臼埠申＿＿三L以＿鼻」土＿ヒ＿うネj＿＿王鱒憂＿王j   

三とは差し支えない。  

（注）旦 「3分の2以上」の議決要件は、さ   

らにこれを例えば「4分の3以上」というよ   

うに加重することは差し支えない。  

（注）3 総代を置いている組合にあっては、  

（注） 「3分の2以上」の三義決要件は、さら   

にこれを例えば「4分の3以上」というよう   

に加重することは差し支えない。  

削除  

組合の解散及び合併の議決を総代会で行うこ  

とはできないものであるから、この事項は削  

除し、粂を咽現定  

しなければならないものである。  

（譜決権及び選挙権の書面又は代理人による行  

使）  

第5 4条 組合員（総代）・ユ＝は、第4 7粂の規   

定によりあらかじめ通知のあった事項につい   

て、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権   

を行う ことができる．ただし、組合員又は組合   

貞と同一の世帯に属する者（組合員）（1＝でな   

ければ代理人となることができない。  

2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う   

者は、出席者とみなす。  

3 業1項の規定により書面をもって誰決権又は   

選挙権を行う者は、貫4 7条の規定によりあら  

－44－  

（議決権及び選挙権の書面又は代理人による行  

使）  

第57条 組合員（総代）・且〉1は、第48条第3   

塁の規定によりあらかじめ通知のあった事項に   

ついて、書面又は代理人をもって誰決権及び選   

挙権を行うことができる。ただし、組合且又は   

相合鼻と同一の世帯に属する者（紹会見）トユ），   

でなければ代理人となることができない。  

2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う   

青は、出席者とみなす。  

3 第1項の規定により書面をもって議決権又は   

選挙権を行う者は、第48集貰3項の規定によ  

法第17条   



かじめ通知のあった事項について、その賛否又   

は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示し   

て、第57条及び第21条第1項の規定による   

規約の定めるところにより、この組合に提出し   

なければならない。  

4 代理人は、10（3）t注＝人＝▲I一以上の細合   

員（総代）t鰻＝を代理することができない。  

5 代理人は、代理権を通する書面をこの組合に   

提出しなければならない。  

りあらかじめ通知のあった事項について、その   

賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に   

明示して、第60条及び第21乗算1項の規定   

による規約の定めるところにより、この組合に   

提出しなければならない。  

4 代理人は、10（3）l珪】，人†生It以上の組合   

員（総代）．址＝を代理することができない。  

5 代理人は、代理檀を征する書面をこの組合に   

提出しなければならない。  

6＋組合■（総代）は、第1項の規定による暮面   

をもってする鵠決権及び遺草権の行使に代え   

て、醐ヒリ行う   

ことができる。t址＝  7嘲り   
行うこととする．   

（注）1 稔代をtいている組合にあっては r  

総代」、「組合1」、「3人」、「総代J  

と、総代をtいていない軸合にあっては r組  

合■」、「組合Å又は組合■と同一の世帯に  

属する者」、rlO人」、「組合1Jと規定  

するものである。   

（注）2  rlO（3）人」は、法第17粂第  

4項の規定により定められた書高取庄の数  

で、さらにこれを例えば「8（2）人」とい  

うように、少人数にすることは差し支えな  

い。   

（注）3 t磁的方法によってできるとする場  

合に㈱。   

（汗）4 施行趨則第00彙に規定する方法の  

が行う方法を規定するものであ  
る．また．1体的な手軽き専については、細  

別で定めるものである。  

（家族（組合且）ほIの発言権）  

第58粂 組合員と同一の世帯に属する者（組合   

（注）1 稔代をtいている組合にあっては「   

総代」、「組合員」、「3人」、「総代」   

と、総代をtいていない鳩舎にあっては「組   

合Å」、「掲合■又は組合且と同一の世帯に   

几する者」、「10人」、「維合■」と規定   

するものである．  

（注）2 「10（3）人」は、法第17条第   

4項の規定により定められたt高限度の数   

で、さらにこれを例えば「8（2）人」とい   

うように、少人数にすることは差し支えな   

い。  

（家族（組合Å）し注」の発言権）  

第5 5免 租含且と同一の世帯に属する看（組合   法第48粂  

員）し注」は、総（代）会に出席し、誰長の許可を   

得て発言することができる。ただし、組合且（   

総代）＝＝の代理人として総 （代）会に出席す   

る場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。  

（注） 総代を置いていない組合にあっては「  

家族」、「組合且と同一の世帯に属する者  

」、 r組合且」と、総代を書いている組合に  

あっては「組合員」、 一組合Å」、「総代」  

と規定するものである。  

（総（代）会の重義事録）  

第5 6粂 稔（代）会の議事については、次の手   

袋を記載した雑事録を作成し、班長及び総（   
代）会において選任した組合員（総代）2人＝吐】   

，がこれに書名又は妃名神印するものとする。  

（1） 開催の日時及び場所  

（2） 組合員（総代）の総数及び出席組合且（  

総代）の数  
（3） 旛暮の経過の璽嶺  

（ヰ） 議決した事項及び♯香の数  

（5）Ⅷ＝i廷任された役且の氏名   

（注）㈱ 「2人  

l程度が適当であろう。  

員）ほ｝は、総（代）会に出席し、誰長の許可を   

得て発言することができる。ただし、組合員（   

総代）t注）の代理人として総（代）会に出席する   

場合を除き、議決権及び選挙権を有しない．  

（注） 総代を置いていない組合にあっては「  

家族」、「組合員と同一の世帯に属する者  

」、「組合員」と、総代をtいている組合に  

あっては r組合員」、「組合員」、「総代」  

と規定するものである。  

（総（代）会の議事録）  

第59集 総（代）会の議事については、法令で   

定める事項を紀滅した議事録を作成し、作成し   

た乱事及甘腋長㈱がこれに書名又は妃名押印す   

るものとする。  

法第4 5条  

（注） 縫暮蝕の暮名又は記名神田について   

は． r譲長及び総（代）会において選任した   

総代）2人」と洩定することも差し   
支えない。  

注）2  大貴は．役員の  

おいて行う組合のみが奥  

（解散又は合併の議決）  

簑00粂 総代会において組合の解散又は合併の   

縫決があったときは、理事は、当抜放決の日か   

ら10日以内に．総合1に当該旛決の内容を通   

知しなければならない．  

法第47条の2   

－45－  



2㈱が   
総晰   

の目的である岬した書   

面を理事会に提出して、岬した   

ときは、榊3   

週間以内に岬失しなけれ   

ばならない。この場合において、書面の提出   

は㈱の   

槽 3㈱E当   
な榊し、と   

旦」監事は、㈱  4㈱る事   
項を承榊   

て㈱  

侶れを下【司る割■合を定めた壌‘合l主をヱ   

ては、瑚   

（総会の誰決事項及び総代会の規定の準用）  第00粂00失を経   
るものとする。  2頗定   
は、総会において準用する。  

（注）凋＝こおし、■て、例  

えば㈱  

決事項とする仰視定‾す・るもの  

である。   

（注）㈱こ‘つし、‾L．捜  

会で誰決を行うための招集手続き等準用が必  

要な粂岬  

（総会の雑決事項及び成立要件）  

榊央を   

経なければならない。  

2㈱し、   

その3分の2以上の多数りlで決しなければなら  

ない。  

（注し＿－彗   

のこL  

5 3粂（注）1及び（注）2を参照  

某45粂、第46条第1項及び篤2   ＿（総代会の規定の準用） 帯00条  項、貰4 7条、簑4 8条、第51条、第5 2  削除  

並びに篭5 4粂から富5 6集までの規定は．総  

会について準用する。この場合において、第4   

5条箋2項中「総代会の招集を請求したとき、   

並びに総代が箋2 6粂第1項の規定により役員   

の解任を請岬   

会の招畔＝ま、＿lと：仁注，－、第54   条第1柵又   
は刹岬第   

4項中l‾3＝＝刷）2．人」   

と、第55珊且合   

員と刷る・もの   

」Lす＿も．   （注冊役  
員の解岬は、  
この読替岬る。   

（岬＝。   

（総会（及び総代会）．出違菖規約）  

第5 7条 この定款に定めるもののほか、総会（   

及び総代会）・Å】の運営に閲し必要な事項は、総   

会（及び総代会）．ユ．遷宮規約で定める。   （   

注） 総代を置いている組合にあっては「総会   

及び総代会」と、総代を置いていない組合にあ   

っては「総会」と規定するものである。  

（総会（及び総代会）．i．運営規約）  

第60条 この定款に定めるもののほか、総会（   

及び総代会）．ユ」の運営に閲し必要な事項は、総   

会（及び総代会）‥い運営規約で定める。  

（注） 総代を置いている組合にあっては「総   

会及び総代会」と、総代を置いていない組合に   

あっては「総会」と規定するものである。  

第5章 事業の執行  

（事業の利用）  

第58条 組合員と同一の世帯に属する者は、こ   

の組合の事業の利用については、組合員とみな   

す。ただし、貫3条第○号に掲げる事業の利用   

については、この限りでない。r辻，   

（注） 本条は、組合旦と同一の世帯に属する  

看の組合事業の利用を認めた規定であるが、  

組合事業の性格上その利用者の範囲を組合員  

－46－   

第5章 事業の執行  

（事業の利用〉  

第61条 組合員と同一の世帯に属する看は、こ   

の組合の事業の利用については、組合員とみな   

す。ただし、第3条第○号に掲げる事業の利用   

については、この限りでない。 い   

（注〉  本条は、組合員と同一の世帯に属する  

者の組合事業の利用を認めた規定であるが、  

組合事業の性格上その利用者の範囲を組合の  

法第12条第2項   



みに限るような事業については、ただし暮の  

ような規定を必ず書かなければならないもの  

である。  

（事業の品目等）－1＝  

第62粂 第3条第1号に規定する生活に必要な   

物資の品目は、食料品、衣料品、酒、煙草、医   

薬品、00その他の組合■の日精生活に必辛な   

物資とする。■』∴■】  

2 第3条第2号に規定する生活に有用な協同施   

設の橿類は、理容施投、美容施設及び00施設   

上する．t址＝  

3 第3乗算4号に規定する生活の共済を図る事   

差は、次に掲げるものとする。tl＝   

（1） 共済契約者から共演掛金の支払を受け、   

共済契約者の火災事故の発生に朋し、共済金を   

支払うことを約する火災共済事業  

（2） 共済契約者から共済掛金の支払を受け、   

共済契約者又はその親族の死亡事故の発生に朋   

し、共済金を支払うことを約する生命共済事＃  

（3） 00生活協同組合連合会が行う00共済   

事業の業務の一部を受託する受託共済事業ⅧI．  

（4） 趨合■に封L生活に必書な資金を貸し付  

ける 暮集（以下 r甘付暮井」という．）  

4 第3乗算5号に規定する医療に関する書土   

は、次に掲げるものとする。（集3条簑6号に   

係るものを除く．）＝－〉．  

（1） 医療事業  

（2） 訪問書王l事業  

のみに限るような事美については、ただし暮  

のような規定を必ず置かなければならないも  

のである．  

（事業の品目等）＝▲I・  

第5 9粂 第3条第1号に規定する生活に必要な   

物賓の品目は、食料品、衣料品、酒、煙草、医   

薬品、00その他の組合Åの日常生活に必要な   

物資とする。t辻＝  

2 第3集第2号に規定する生活に有用な協同施   

設の種類は、理容施設、美容施設及び00施設   

とする．一ユl，  

3 第3乗算4号に規定する生活の共済を図る事   

業（以下「共済事業Jという．）は、次に枯げ   

るものとする。11‥  

（1） 共済契約者から共済掛金の支払を受け、   

共済契約者の火災事故の発生に開し、共済金を   

支払うことを約する火災共済事♯  

（2） 共済契約者から共演掛金の支払を受け、   

共済契約者又はその親族の死亡事故の発生に開   

し、共済金を支払うことを約する生命共済事業  

（3） 00生活協同組合連合会が行う00共済   

事業の業務の一部を受耗する受託共済事業．ユ，！  

4 第3魚篭5号に規定する僅健匿■の向上及び   

檀祉の増進を図る暮彙は、次に掲げるものとす   

る。＋＝l1．  

（1） 医欄‖■集  

（2） 坊間看護事業（第4号に係るものを除   

く。）  

5 芋3粂笛6号に規定する橿祉に関する暮壬   

は、次に掲げるものとする．  

（1） 保育所を緑営する事業  

（2） 児童袖‖止法、身体障害者積祉法、精神保   

（3） 保育所を経営する事業  

（4） 児霊場祉法、身体障書者福祉法、精神保   

健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害   

者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に   

関する法律、介撞保険法及び障害者自立支撞法   

のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並び   

にその関連の事業一生I，  

L塁＿ユ＿＿ 組合Åの蓮＿塾の増濾を図る事業（前号ま   

でに規定する事業を除く。）l鵠＝  

（注）1 本条は、第3粂に規定する事業種目  

に従って規定するもので、第3条に掲げてい  

ない事業種目については規定する必要はな  

い。  

（注）2 本項は、現に供給し及び供給しよう  

としている主要な品目について、例示的に規  

定するものである。しかしながら、酒税法に  

よる酒類の小売業を行う鳩舎は、税務署長の  

免許を必要とし、たばこ事業法による小売販  

売集を行う場合は、財務（支）局に許可を申  

請しなければならず、医薬品の販売を行う場  

合は、薬品又は医薬品の販売業として都道府   

■ 県知事の許可を受けなければならず、このよ  

うな免許又は許可の申請に当たっては、定款  

の提出を求められることもあり得るので、本  

条において、その品目を明記しておく ことが  

必要である。  

（注）3 本項は、現に設tし及び投tしようと  

している施設の種類を具体的に規定するもの  

である。  

ただし、医療事業、訪問看護事業、保育所  

を経営する亭兼、児暮福祉法、身体陣書者福  

祉法、積神保健及び精神陣書看禰祉に関する  

法律、知的杜書看福祉法、老人橿祉法、基」臨  

書の医療の確保に関する法撞及び介捜保険法  

に基づく保健禰祉に関する事業等は本項から  

分離し、本条第5項に規定するものである。  

健及び精神陣害者福祉に関する法律、知的陣害   

者福祉法、老人福祉法、毛人保健法、介護保険   

法及び障害者自立支援法のいずれかに基づく保   

健福祉に関する事業並びにその関連の事業用‖，  

り亘＿⊥＿ 介護人の派遣その他組合員の保健福祉の   

増進を図る事業（前号までに規定する事業を除   

く．）り＝  

（注）1 本条は、第3条に規定する事業種目  

に従って規定するもので、第3粂に掲げてい  

ない事業積牒については規定する必要はな  

い。  

（注）2 本項は、現に供給し及び供給しよう  

としている主要な品目について、例示的に規  

定するものである．しかしながら、酒税法に  

よる酒類の小売業を行う場合は、税務署長の  

免許を必要とし、たばこ事業法による小売販  

売業を行う場合は、財務（支）局に許可を申  

請しなければならず、医薬品の販売を行う場  

合は、薬品又は医薬品の販売、業として都遭府  

県知事の許可を受けなければならず、このよ  

うな免許又は許可の申請に当たっては、定款  

の提出を求められることもあり得るので、本  

条において、その品目を明記しておく ことが  

必要である．  

（注）3 本項は、現に投書し及び設tしよう し  

ている施設の種類を具体的に規定するもので  

ある．  

ただし、医療事業、肋間看経書菓、保育所  

を経営する事業、児暮福祉法、身体陣書者福  

祉法、精神保健及び精神障害者檀祉に関する  

法律、知的障害者橿祉法、毛人橿祉法、皇A  

保健法及び介佳保険法に基づく保健福祉に関  

する亭井等及び組合1のみを封まとした介護  

人派遣事業等は本項から分離し、本条第4項  
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に規定するものである。  

（注）4 本項は、現に行い及び行おうとして           （注）4 本項は、現に行い及び行おうとしてい   

いる共済を図る事業の種類を具体的に規定す  る旦屋＿量＿簑の種類を具体的に規定するもので   

るものである。また、共済事業又は受託共  ある。  

済事業を行う組合で保険代理に関する事業を  

行う場合には、別項で内容を具体的に規定す  

るものである。  

（注）5第3条（注）2を参照のこと。  （注）5第3条（注）2を参照のこと。   

（注）6 本項は、第3集貨5号に規定する事  （注）6  本項は、第3条第5号に規定する事   

業のうち、現に行い及び行おうとしている匿  業のうち、現に行い及び行おうとしている屋   

塵旦基の種類を規定するものである。  塵蓮迦」圭 

（注）7 本号の事業のうち新たな幸美を追加  （注）7 本号の事業のうち新たな事業を追加   

していく場合にも、本号の改正を要しないも  していく場合にも、本号の改正を要しないも   

のである。  のである。   

（注）8 本号に規定する事業は、逼＿辿に閲す  （注）8 本号に規定する事業は、址＿坐   

る役務提供事業のうち、現に行い及び行おう  を対象とした僅1建福祉に関する役務提供事業   

としているものの主要な事業について、例示  のうち、現に行い及び行おうとしているもの   

的に規定するものである。  の主要な事業について、例示的に規定するも  

のである。  

（共済掛金及び共済金〉－鰻＝  （共済掛金及び共済金）＝1）・   

第00条 共三斉事業に係る共済契約1ロ当たりの     第00条 共済事業に係る共済契約1口当たりの   

共済掛金及び共済金の額は、次のとおりとす  共済掛金及び共済金の嶺は、次のとおりとす   

る。  る。  

共済事業の種類  共済掛金臨  共済金額    共済事業の種類  共済掛金額  共済金額  

火災共済事業  年 （⊃○円  （⊃○万円  火災共済事業  年 00円  00万円  

生命共済事業  年 00円  ○（〕万円  生命共済事業  年 00円  00万円   

共済金額   

の最高限度  

共済金額   

の最高限度  

共済事業の種類  共済掛金織  
の最高限度  

共済掛金紘  
の最高限度  

共済事業の種類  

火災共済事業  00万円  火災共済事業  00万円  

生命共済事業  00万円  生命共済事業   ○（〕万円  

」ユ」：   

（注）1 本条は、共済事業を行う組合のみが  

規定するものである。   

（注）2 例えば、火災共済事業について、共  

済の目的の共済事故発生の危険の程度にした  

がって、共済契約1口当たりの共済掛金の鎮  

に段階を設ける組合にあっては、各段階ごと  

の共済掛金の額を示すことが必要である。   

（注）3 （注）2にあるように、1口当たり  

の共済掛金の紘が段階別に分れている組合に  

あっては、各段階のうち、最も高い共済掛金  

の額を基準として、共済掛金の綴の最高限度  

を定めるものである。  

（共済事業規約）－ユ、  

第00粂 この組合は、共済事業について、その   

種類ごとに、その実施方法、共済契約、共済掛   

金及び責任準備金の頴の算出方法その他事業の   

実施に関し必要な事項を、共済事業規約で定め   

るものとする．   

（注） 本条は、共済事業を行う組合のみが規  

定するものである。  

Hl）：  

（注）1 本条は、共済事業を行う組合のみが  

規定するものである。   

（注）2 例えば、火災共済事業について、共  

済の目的の共済事故発生の危険の程度にした  

がって、共済契約1口当たりの共済掛金の額  

に段階を設ける組合にあっては、各段階ごと  

の共済掛金の組を示すことが必要である。   

（注）3 （注）2にあるように、1ロ当たり  

の共済掛金の緬が段階別に分れている組合に  

あっては、各段階のうち、最も高い共済掛金  

の緬を基準として、共済掛金の額の最高限度  

を定めるものである。  

（共三斉事業規約）・辻」  

第00粂 この組合は、共済事業について、その   

種類ごとに、その実施方法、共済契約、共済掛   

金及び責任準備金の甑の算出方法その他事業の   

実施に閲し法令に定める事項を、共済事業規約   

で定めるものとする。   

（注） 本条は、共済事業を行う組合のみが規  

定するものである。  
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（甘付暮養鰻納）し吐」  

笛00粂この組合は、貸付事業について、その  

垂地方法及び貸付けの契約その他暮彙の臭施に  

岨し法令に定める書ヰを＿貸付暮集線釣で定め  

るものとする．  

（注）本条は、貸付書よを行う組合のみが捜   

定するものである．   

第6書 童＿鼓   第6暮 旦＿珪   

（事業年度）   （事業年度）   

孟＿旦＿旦＿ゑ この軸合の事業年度は、毎年○月0日  蓋＿旦＿旦＿曳 この総合の事業年度は、毎年○月0日   

から翌年0月0日までとする．   から翌年0月○日までとする．   

（財務処理）   （財務処理）   

鼠旦A曳 この組合は、羞＿全＿盈＿逆この組合の経理  基jJ」監 この組合は、この組合の経理に関する   

に関する規則の定めるところにより、この他合  規則の定めるところにより、この縫合の財務の   

の財務の処理を行い、決暮膿鎮暮類及び暮集線  処理を行い㌧乱凰嵐皇を作成するものとする。  

善書並びにこ九らの附正明細暮を作成するもの  

とする。  

（収支の明示）  （収支の明示）   

亀＿旦＿＿蔓＿曳 この組合は、この組合が行う事業の穫  基j＿＿呈＿＿条 この組合は、この組合が行う事業の穫   

類ごとに収支を明らかにするものとする。一員〉  類ごとに収支を明らかにするものとする。  

（注）宅3粂に規きする暮1の手■麺ごとに収支  

を明らかにすることにより＿各暮暮の経営内  

容の騨価．動産化に事与するものである。  

（共済暮集の区分経理）1止I  （経理の区分）‘ユ，   

法事50条の3                                                     第00集 この組合は、共済事象と共済事業以外  第00粂 この組合は、共演事業と共済事業以外   
の事業とを区分して経理し、かつ、共済事業に  の事業とを区分して経理し、かつ、共済事業に   

ついては、その事稟の種類ごとに収支を明らか  ついては、その事集の種類ごとに収支を明らか   

にするものとする。   にするものとする．   

（注） 本条は、共済事業を行う組合のみが規定  （注） 本条は、共済事業を行う組合のみが規定   

するものである。  するものである。  

（医療福祉等暮彙の区分経理）  

第00粂この組合は．次に穐げる事業（以下、  

「医療‡i址等暮葉1という．）に係る経理とそ  

の他の経理を区分するものとする。  

（1）施行規則第⑳条に規定する事業の範囲内の  

圭＿墓＿＿且と＿  

（2）施行規則篇⑳粂に規定する事業の範囲内の  

蔓＿基＿＿＿1旦⊥  

（注）組合において▲行っている手業を規定す  

るものである．  

（他の経理への資金運用の禁止）く丑，   （他の経理への資金運用の禁止）tユ，   法第50条の4  
第00条 この組合は、厚生労働大臣の承控を受  第00粂 この組合は、厚生労働大臣の承認を受   

けた場合を除き、共済事業に係る経理から共済  けた場合を除き、共済事業に係る経理から共済   

事業以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又  事業以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又   

は共済■業に焦る軽理に属する資産を担保に供  は共済事業に依る経理に属する資産を担保に供   

して共済事業以外の事業に係る経理に属する資  して共済事業以外の専業に係る経理に属する資   

金を調達しないものとする。   金を調達しないものとする．   

（注） 本条は、共済事業を行う組合のみが規   （注） 本条は、共済事業を行う組合のみが規   

定するものである。   走するものである。   

（法定準備金）   （法定準備金）   

法第51条の4第1項～3項                                          里長j＿象 この組合は、出資総額の2分の1⊥＿也  皇j＿＿＿塁＿＿急 この組合は、出資総額の2分の1に相   
鼠姐Lに相当する慮t鰻＝に遺するまで、毎事  当する額（址）に逢するまで、毎事業年産の剰余金   

業年度の剰余金の10分の1（5分の1）lユ＝  の10分の1に相当する緬以上の金額を法定準   

に相当する楓以上の金線を法定準備金として積  償金として積み立てるものとする．ただし、こ   

み立てるものとする。ただし、このi■含におい  の場合において繰越欠損金があるときには、積   

て繰越欠積金があるときには、積み立てるぺき  み立てるぺき準傭金の縫の計暮は、当該事業年   

準備金の額の計井は、当職事業年産の剰余金か  虔の剰余金からその欠損金のてん袖に充てるべ   

らその欠損金のてん祐に充てるぺき金額を控除  

した額について行うものとする．  

2前項の規定による法定準備金は、欠損金のて   
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ん捕に充てる場合を除き、取り崩すことができ  

ない。  

（注）ユ 法定準備金の頴を r出資総領の2分   

の1に相当する綾」とすることは、法第51   

条里L旦第2項の規定による最低限度の額とす   

ることであるから、さらにこれを「出資総領   

に相当する額」というように増額することは   

差し支えない。なお、共済事業を行う組 合に   あ2㈹る   
㈱とる   

最優‖匿虐の晰iらlニ   
三＿塾㈱」上吐   
うよう㈱し、。  

（注）2 共済手業を行う組合にあっては、5  

ん絹に充てる場合を除き、取り崩すことができ  

ない。  

（注） 法定準備金の碩を「出資総額の2分の1   

に相当する抜」とすることは、法第51条第  

2項の規定による最低限度の額とすることで   

あるから、さらにこれを「出資総額に相当す  

る額」というように増放することは差し支え  
ない。  

分の1と糊   
（教育事業等繰越金）  

第67条 この組合は、毒手実年度の剰余金の2   

0分の1に相当する額（ユ，以上の金額を教育書集   

箋繰越金として翌事業年度にほり漉し、繰り越   

された手業年度の第3条第ユ号に定める幸美の   

兼用に充てるために支出するものとする。  

なお、全岬乃1虫ニカの   

下に畔舌動   

を㈱  

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定に   

よる繰越金の額の計算について準用する。   

（注） 敦育事業等繰越金の樋を「毎事業年度  

の剰余金の2 0分の1に相当する頴」とする  

ことは、法第51条の4宗4項の規定による  

最低限度の緻とすることであるから、さらに  

これを例えば「10分の1に相当する鵠」と  

いうように増額することは差し支えない。  

（医療福祉等事業の積立金）（伎，  

（教育事業繰越金）  

第64条 この組合は、毎事業年度の剰余金の2   

0分の1に相当する額用）以上の金額を教育手蔓   

繰越金として翌事業年度に綬り越し、繰り越さ   

れた事業年度の第3集第旦号に定める事業の費   

用に充てるために支出するものとする。  

法第51条の4第4項、5項  

2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定に   

よる繰越金の綾の計算について準用する。   

（注〉  教育書業績越金の額を「毒手薫年度の  

剰余金の20分の1に相当する額」とするこ  

とは、法第51条第4項の規定による最低限  

度の額とすることであるから、さらにこれを  

例えば「10分の1に相当する随」というよ  

うに増額することは差し支えない。   

笠00灸 この組合は．医療福祉等事業に閲し．  法第51条の2   

残余がある場合については、医療福祉等事業積  

立金として積み立てるものとする  

2前項の規定による医療福祉等事菓積立金は、  

医福祉等事業の費用に尭てる場合を除いて  

は、取り崩してはならない。  

（注）医療福祉等事業のみを行う組合について  

は68条から篭72生まで規定しないも  

里＿竺灸墨一L   

（剰余金の割戻し）   （剰余金の割戻し）   

法第5 2条  基jJL墓 この組合は、剰余金について、組合且  星j＿旦条 この組合は、剰余金について、組合員   

の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額⊥⊥し⊥  の組合事業の利用分量又は払込んだ出資紙に応   

に応じて組合員に割り戻すことができる。   じて組合旦に割り戻すことができる。   

2  この組合は、期日の到来した出資の払込みを  2 この組合は、期日の到来した出資の払込みを   

終了 しない組合員について、その出資の払込み  終了しない組合具について、その出資の払込み   

を終わるまでその組合員に割り戻すべき剰余金  を終わるまでその組合員に割り戻すぺき剰余金   

をその払込みに充てることができる．止，1。  をその払込みに充てることができる．丑I。  

（注）1貸付事業実1航している組合につい  

ては「又は払込んだ出普錮」斉削除するも  

地L  
（注）呈出資の払込みを全頴一時払込みとし  （注）出資の払込みを全額一時払込みとして   

ている組合にあっては、本項を規定する必要   いる組合にあっては、本項を規定する必要は   

はない。   ない。   

（利用分量に応ずる割戻し）   （利用分量に応ずる割戻し）   

羞j」し条 組合事業の利用分主に応ずる剰余金の  簑【旦旦＿皇 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の   

割戻し（以下「利用分五割戻し」という．）   割戻し（以下「利用分王割戻し」という。）   

は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金を  は、毒草実年度の剰余金について繰越欠損金を   

てん補し、貫6 6粂第1項の規定による法定準  てん補し、貰63粂第1項の規定による法定準   

借金として積み立てる金額及び第6 7粂某1Ⅰ   借金として積み立てる金書頁及び第64重篤1   

の規定による教育事業等繰越金として綬り越す  の規定による教育事業繰越金として繰り越す金   

金額（以下「法定準備金等の金線」という。）   頴（以下「法定準備金等の金額」という。）を   

を控除した後に、なお残余があるときに行うこ  控除した後に、なお残余があるときに行うこと   
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ができる。  

2 利用分■‖R戻しは、各事業年度における組合   

員の組合事業の（種類別ごとの）ほ＝利用分t   

に応じて行う。  

3  この組合は、組合事業を利用する組合員に対   

し、組合事業の利用の都度（毎月ごとに）は‥   

利用した事業の（種類別及び）‘－＝分1を証す   

る領収暮（利用高券・レシート等）し鵠」】を交付   

するものとする。  

4  この組合は、組合Åが利用した袖合事業の（   
種類別ごとの）Ⅷ＝利用分1の稔楓がこの組合   

の（その）t丑＝事業総緬の5割以上であると確   

認した場合でなければ、（その事集について   

の）tユ〉．利用分t書l戻しを行わない．  

5 この組合は、利用分t書l戻しを行うこと及び   

利用分t書l戻金の鏡について総（代）l如．会の   

姓決があったときは、速やかに（利用分t割戻   

しを行う事業の穐類、）tl＝利用分1割戻金の   

利用分tに対する割合及び利用分t割戻金の臍   

東方法を組合■に公告一生－．するものとする．  

6 この他含は、利用分1書l戻しを行うときは、   

その割り戻すべき金餞に相当する縫を利用分t   

割戻金として積み立てるものとする。  

7 組合且は、第5項の公告に基づき利用分1銅   

畏金をこの組合に柵求しようとするときは、利   

用分t書l戻しを行うことについての議決が行わ   

れた総（代）．1＝会の終了の日から6書月を経   

遺する日 tユ＝までに、書3項の規定により交付   

を受けた領収書（利用高券・レシート零）＝lI，   

を捷出してこれをしなければならない．  

8 この他合は、前項の隋求があったときは、第   

6項の規定による利用分t書l戻金の積立てを行   

った事業年度の翌々事業年度の末日は〉．まで   

に、その利用分t割戻金を取り崩して、組合員   

ごとに前項の規定により捷出された領収暮（判   

とができる。  

2 利用分t割戻しは、各事業年度における組合   

且の組合事業の（種類別ごとの）l鰻，，利用分霊   

に応じて行う。  

3  この組合は、組合事業を利用する組合員に対   

し、組合事業の利用の都度（毎月ごとに）t礼I一   

利用した事業の（種類別及び）ほ＝分暮を証す   

る領収書（利用高券・レシート等）1法」】を交付   

するものとする。  

4  この組合は、組合Åが利用した組合事業の（   

種類別ごとの）t慮＝利用分暮の総額がこの組合   

の（その）■丑＝事業総鏑の5割以上であると確   

認した場合でなければ、（その事業について   

の）は＝利用分t書l戻しを行わない．  

5  この組合は、利用分t書l戻しを行うこと及び   

利用分t鋼戻金の額について総（代）l址）．会の   

議決があったときは、速やかに（利用分t書1戻   

しを行う事業の種類、）I▲〉，利用分暮割戻金の   

利用分土に対する割合及び利用分1書l東金の請   

求方法を組合Aに公告Ⅷ＝するものとする．  

6 この組合は、利用分t書一票しを行うときは、   

その割り戻すべき金鑓に相当する額を利用分t   

割戻金として積み立てるものとする。  

7 組合員は、第5項の公告に基づき利用分t義一   

戻金をこの組合に請求しようとするときは、利   

用分t書l戻しを行うことについての擁決が行わ   

れた総（代）t墟＝会の終了の日から6瞳月を経   

過する日化＝までに、第3項の規定により交付   

を受けた領収暮（利用高券・レシート等）ほ‥   

を捷出してこれをしなければならない。  

8 この組合は、前項の請求があったときは、第   

6項の規定による利用分■：書l戻金の積立てを行   

った事業年度の翌々事業年度の末日t射．まで   

に、その利用分t書，戻金を取り崩して、組合且   

ごとに前項の規定により捷出された領収書（利   

用高券・レシート等）し墟」＝によって確認した書   

業の利用分tに応じ、利用分1書l真金を支払う   

ものとする。  

9 この組合は、各組合員ごとの利用分暮があら   

かじめ明らかである壌合には、第7項の規定に   

かかわらず、組合員からの利用分1割戻金の請   

求があったものとみなして、前項の支払を行う   

ことができる。  

10 この組合が、前2項の規定により利用分1割   

戻しを行おうとする壌合において、この組合の   

責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に   

定める期間内に支払を行うことができなかった   

ときは、当該組合員は、当該期間の末日をもっ   

て利用分1割戻金の請求権を放棄したものとみ   

なす．  

11 この組合は、各事業年度の利用分暮書l畏金の   

うち、第8項に定める期間内に割戻しを行うこ   

とができなかった鏑は、当隷書業年度の翌々事   

業年度」封1における事業の剰余金に暮入するも   

のとする。   

（注）1 利用分tの割戻しは、組合事業全体  

の利用分暮に応じても、また組合の事業の積  

類別ごとにも行うことができるものであり、  

事業全体について利用分t書lましを行おうと  

する組合にあっては「組合事業の利用分tに  

応じて」とし、事業の橿類別ごとに利用分1  

割戻しを行おうとする組合にあっては r組合  

事業の種類別ごとの利用分tに応じて」とす  

ればよい。以下事集の事1類別ごとに利用分暮  

割戻しを行おうとする組合にあっては（注）  

1の箇所を括弧暮の例により規定するもので  

ある．なお＿ 医■檀址事暮彙については．利  

用分量の割戻しの対■から瞼くものである．   

（注）2 組合が利用分tの割戻しを行おうと  

するときは、施行規則宕00粂音○項の規定  

用高券・レシート専）■踵＝によって確放した事   

業の利用分tに応じ、利用分1書l涙金を支払う   

ものとする。  

9  この組合は、各組合Åごとの利用分1があら   

かじめ明らかである場合には、第7項の規定に   

かかわらず、組合員からの利用分t書l涙金の請   

求があったものとみなして、前項の支払を行う   

ことができる．  

10 この組合が、前2項の規定により利用分t書l   

戻しを行おうとする場合において、この組合の   

暮めに帰すぺき事由以外の事由により第8項に   

定める期Ⅶ内に支払を行うことができなかった   

ときは、当該組合Åは、当該期間の末日をもっ   

て利用分1書l戻金の隋求檀を放棄したものとみ   

なす．  

11 この組合は、各事業年産の利用分t書l畏金の   

うち、第8項に定める期間内に割戻しを行うこ   

とができなかった額は、当該事業年度の翌々事   

業年度‖い．における事業の剰余金に千人するも   

のとする。   

（注）1 利用分1の割戻しは、組合事業全体  

の利用分暮に応じても、また組合の事業の積  

類別ごとにも行うことができるものであり、  

事業全体について利用分1書l戻しを行おうと  

する縮合にあっては「組合事業の利用分tに  

応じて」とし、事業の種類別ごとに利用分t  

割戻しを行おうとする組合にあっては「組合  

事業の種類別ごとの利用分tに応じて」とす  

ればよい。以下事業の種類別ごとに利用分1  

割戻しを行おうとする組合にあっては（注）  

1の箇所を括弧書の例により規定するもので  

ある．  

（注）2 組合が利用分tの割戻しを行おうと  

するときは、財務処理規則業23条篇1頂の  
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により、組合事業を利用する組合鼻に対し領   

収書等を交付しなければならないこととされ   

ている。しかL、この領収さ等の交付につい   

ては、例えば、食料品及び日用品の供給事業   

のように、その都度行うことが事謙的に非常   

に繁雑で、組合の事務処理に混乱を招く よう   

な場合も考えられるので、このような場合に   

あっては、領収書等の交付を1箇月分の利用   

分量をまとめて行うものとしても差し支えな   

いものである。  

（注）3  利用分量割戻しを行おうとする組合   

は、施行規則第00条箋○項の規定により、   

「領収書その他の当該利用分量を確認するこ   

とができる証拠書類」を細合事業を利用する   

組合員に交付しなければならないものであっ   

て、その名称は、 r領収書」にとらわれる必   

要はなく、利用分iを確托することができる   

証拠書類であればよいものであるから、例え   

ば、共済事業については、「共済掛金預り金   

受領書」というようにすればよいものであ  

る。  

（三主）4  利用分iの割戻しは、施行規則菜00   

琴第○項の規定により、「領収書等によって   

確認することができる利用分土の総揚が、当  

該組合の手業総額の5割以上となったとき」  

でなければ行ってはならないものとされてい  

るので、事業全体について利用分王制戻しを  

行おうとする組合にあっては、「この組合の  

事業総額の5割以上であると確認した場合で  

なければ、利用分暮割戻しを行わない。」と  

規定するものであるが、当該施行規則に「事  

業別に利用分量割戻しを行おうとする場合に  

あっては、利用分量割戻しを行おうとする事  

業ごとに、同項の規定により交付された領収  

書等によって確認することができる利用分壬   

規定により、組合事業を利用する組合員に対   

し領収書等を交付しなければならないことと   

されている。しかし、この領収書等の交付に   

ついては、例えば、食料品及び日用品の供給   

事業のように、その都度行うことが事務的に   

非常に繁雑で、組合の事務処理に混乱を招く   

ような場合も考えられるので、このような場   

合にあっては、領収専等の交付を1箇月分の   

利用分圭をまとめて行うものとしても差し支   

えないものである。  

（5主）3  利用分圭割戻しを行おうとする組合   

は、姓卿1項の規定によ   

り、「領収書その他の当該利用分量を確認す   

ることができる証拠書類」を組合寧崇を利用   

する組合員に交付しなければならないもので   

あって、その名称は、「領収書」にとらわれ   

る必要はなく、利用分王を確認することがで   

きる言正拠書類であればよいものであるから、   

例えば、共済草葉については、「共済掛金預   

り金受領葛＝ というようにすればよいもので   

ある。  

（注）4 寺tl用分量の割戻しは、財預処埋規則第   

2 3条第2項の規定により、「領収寺等によ   

って確認することができる利用分王の総顔   

が、当該細合の事業総顔の5割以上となった   

とき」でなければ行ってはならないものとさ   

れているので、事業全体について利用分量割   

戻しを行おうとする組合にあっては、「この   

組合の事業総額の5割以上であると確認した   

場合でなければ、利用分量割戻しを行わな   

い。」と規定するものであるが、当廷軍令に   

「事業別に利用分量割戻しを行おうとする場   

合にあっては、利用分五割戻しを行おうとす   

る事業ごとに、同項の規定により交付された   

領収書等によって確認することができる利用   

の総額が、当該事業の事業総抜の5割以上と   

なったとき」は利用分土割戻しを行うことが   

できる旨規定されているので、事業の種類別  

ごとに利用分量割戻しを行おうとする組合に   

あっては、「この組合のその事業総抜の5割   

以上であると確認した場合でなければ、その   

事業についての利用分圭割戻しを行わない。   

Jと規定するものである。  

（注）5 第12条（注）1を参照のこと。  

（注）6 「公告」は最低限の手段であり、この   

他店舗への掲示や組合機関誌への掲載等の方   

法を使い、組合員全員に周知を図るものであ  

る。  

（注）7 組合員の組合に対する利用分宣割戻金   

の請求期間は、組合の実情により適宜定めて   

差し支えないが、おおむね6箇月程度が適当   

であろう。  

（注）8 卿宗（1堕の規定によ  
り、利用分i割戻しは、利用分i割戻金の積   

立てを行った事業年度の翌事業年度間始の日   

から起算して2年を超えない期間内に、すな   

わち、翌々事業年度の末日までに行われなけ  

ればならないこととされているものであるか  

ら、この範囲内において、例えば、「翌事業  

年度の末日まで」として、割戻事務の迅速化  

を図ることは差し支えない。  

（注）9 割戻しを行うことができなかった額  

を、どこの年度の剰余金に算入するかは、も  

っぱら割戻金の支払期間との関連において定  

まって〈 るものであるから、割戻金の支払を   

「翌々事業年度の末日まで」とした場合は、   

剰余金に算入する年度も「翌々事業年度」と  

規定し、割戻金の支払を「翌事業年度の末日  

まで」と した場合は、剰余金に算入する年度  

も「翌事業年度」と規定するものである。  

分量の総顔が、当該手業の事業総額の5割以   

上となったとき」は利用分量割戻しを行うこ   

とができる旨規定されているので、事業の種   

類別ごとに利用分五割戻しを行おうとする組   

合にあっては、「この組合のその事業総紘の   

5割以上であると確認した場合でなければ、   

その事業についての利用分量割戻しを行わな   

い。」と規定するものである。  

（注）5  第12条（注〉1を参照のこと。  

（注）6 「公告」は最低限の手段であり、この   

他店舗への掲示や組合機関誌への掲載等の方   

法を使い、組合員全員に筒知を図るものであ  

る。  

（注）7  組合員の組合に対する利用分量割戻金   

の請求期間は、組合の実情により適宜定めて   

差し支えないが、おおむね6箇月程度が適当   

であろう。  

（注）8  財務処理規則第2 3粂第4項の規定に  

より、利用分量割戻しは、利用分量割戻金の   

棟立てを行った事業年度の翌事業年度聞始の   

日から起算して2年を超えない期間内に、す   

なわち、翌々事業年度の末日までに行われな  

ければならないこととされているものである   

から、この範囲内において、例えば、「翌事   

業年度の末日まで」として、割戻手管の迅速   

化を図ることは差し支えない。  

（注）旦＿ 割戻しを行うことができなかった嶺  

を、どこの年度の剰余金に算入するかは、も  

っぱら割戻金の支払期間との関連において定  

まってくるものであるから、割戻金の支払を   

「翌々事業年度の末日まで」とした場合は、  

剰余金に算入する年度も「翌々事業年度」と  

規定し、割戻金の支払を「翌事業年度の末日  

まで」とした場合は、剰余金に算入する年度  

も「翌事業年度」と規定するものである。  
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（出資額に応ずる割戻し）  

第70粂 払い込んだ出資顔に応ずる剰余金の割   

戻し（以下「出資配当」という。）は、毎事業   

年度の剰余金から法定準備金等の金銭を控除し   

た額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金   

又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取   

崩顔を加算した綾について行うことができる。  

2 出資t巳当は、各事業年度の終わりにおける組   

合且の払込…井出資額に応じて行う。  

3 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1   

割トほ＝以内の額とする。  

4  この組合は、出資i巳当を行うこと及び出資配   

当金の額について総（代）＝lI．会の雉決があっ   

たときは、速やかに出資配当金の払込…井出賓頬   

に対する割合及び出資配当金の請求方法を細合   

Åに公告1射＝するものとする。  

5 組合員は、前項の公告に基づき出資配当金を   

この組合に請求しようとするときは、出資配当   

を行うことについての撫決が行われた総（代）■   

鰻」】会の終7の日から6箇月を経過する日＝＝．ま   

でにこれをしなければならない。  

6 この組合は、前項の請求があったときは、遅   

滞なく出発配当金を支払うものとする。  

7  この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定   

めている場合には、第5項の規定にかかわら   

す、組合員からの出資配当金の彿求があったも   

のとみなして、前項の支払を行うことができ  

る。  

8  この組合が、前2項の規定により出資配当金   

の支払を行おうとする場合において、この組合   

の土めに帰すべき事由以外の事由により支払を   

行えなかったときは、第4項に定める総（代）   

注Iヱ会の終了の日から2年を経過する日までの間   

に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出   

（出資額に応する書l戻し）  

第67条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割   

戻し（以下「出資配当j という。）は、毎事集   

年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除し   

た鏑又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金   

又は繰越欠損金を加まし、さらに任意積立金取   

崩鏑を加暮した額について行うことができる。  

2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組   

合員の払込済出資績に応じて行う。  

3 出資配当金の額は、払込演出責級につき年1   

割は＝以内の項とする。  

4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配   

当金の額について総（代）l軋＝会の議決 があ   

ったときは、速やかに出資t巳当金の払込済出資   

縫に対する割合及び出責配当金の請 求方法を   

組合Åに公告1■I，するものとする．  

5 総合Åは、前項の公告に基づき出資配当金を   

この租合に計求しようとするときは、出 発配   

当を行うことについての議決が行われた総（   

代）l▲＝会の終了の日から6臨月を経過する日1   

1＝までにこれをしなければならない。  

6  この縮合は、前項の隋求があったときは、遅   

滞なく出責配当金を支払うものとする．  

7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定   

めている場合には、第5項の規定にかかわら   

す、組合員からの出資配当金の請求があったも   

のとみなして、前項の支払を行うことができ  

る．  

8 この組合が、前2項の規定により出資配当金   

の支払を行おうとする場合において、この組合   

の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を   

行えなかったときは、第4項に定める総（代）   

注l∫会の終了の日から2年を練遇する日までの間   

に請求を行った増合を除き、当該組合Aは、出  

資配当金の請求権を放棄したものとみなす。   

（出資錮に応ずる勲‖要し）＝l〉，  

（第00条 この組合は．出資緬に応ずる割り戻   

しを行うことができない。）  

（注）1 法第52条第4項の規定により、組  

合における出資鏑に応する割戻しは、年1割  

を超えてはならないとされているもので、こ  

の範囲内においては、組合の実情により、さ  

らにこれを例えば r5分」というように、制  

限することは差し支えない．   

（注）2  第12条（注）1を参照のこと。   

（注）3 前条（注）6を参照のこと。   

（注）4 前条（注）7を参照のこと。   

（注）5  手付事業を実施している組合につい  

ては、括弧暮きのように規定するものであ  

、皇」」   

（端数処理）  

第71集 前2粂の規定による割戻金の額を計井   

する場合において、相合■ごとの割戻金の顔に   

○円未満■止」の端数が生じたときは、これを切り   

捨てるものとする。   

（注） この積数切捨ては、通弁価値のない端  

数を整理して事務処理の繁雑化を防止すると  

ともに、計井上の便宜のためのものであるか  

ら、組合の実情により、1円未満、5円未  

満、10円未満というように適宜定めればよ  

い。  

（その他の翳l余念処分）  

第7 2条 この組合は、剰余金について、第6 8   

条の規定により組合■への割戻しを行った後に   

なお残余があるときは∴ その残余を任意に積み  

資配当金の請求権を放棄したものとみなす。  

（注）1 法第52条第4項の規定により、相   

合における出資額に応ずる割戻しは、年1書l   

を超えてはならないとされているもので、こ   

の乾田内においては、組合の実什により、さ   

らにこれを例えば「5分」というように、制   

限することは差し支えない。  

（注）2 第12条（注）1を参照のこと。  

（注）3 前条（注）6を参照のこと。  

（注）4 前条（注）7を参照のこと。  

（場数処理）  

第68点 前2粂の規定による割戻金の緩を計井   

する増合において、組合且ごとの割戻金の頓に   

○円未濾l用－の端数が生じたときは、これを切り   

捨てるものとする．   

（注） この端数切捨ては、通貨価傭のない場  

数を整理して事務処理の繁雑化を防止すると  

ともに、計算上の便宜のためのものであるか  

ら、組合の実情により、1円未満、5円未  

満、10円未満というように適宜定めればよ  

い。  

（その他の剰余金処分）  

第69条 この場合は、剰余金について、第6 5   

免の規定により細合■への割戻しを行った後に   

なお残余があるときは、その残余を任意に積み  
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立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。  

（欠損金のてん補）  

第70条 この組合は、欠損金が生じたときは、   

繰越剰余金、前条の規定により積み立てた穣立   

食、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に   

充てるものとする。  

立て又は翌事業年度に緑り越すものとする。  

（欠損金のてん捕）  

買73条 この組合は、欠損金が生じたときは、   

繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立   

金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に   

充てるものとする。  

（資産運用の基準）（は｝  

第00条 この組合は、共済事業に係る経理に属   

する資産を資産運用に関する規程に基づき、次   

に掲げる方法‘ユー2以外の方法では運用しないも   

のとする。  

（1） 銀行、長期信用銀行、郵便局、借用金  

庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、労働  

金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合  

若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会  

で業として預金若しくは貯金の受入れをする  

ことができるものへの預金又は貯金  

（2） 国債、地方債、特別の法律により法人の  

発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出  

資証券の取得  

（3） 貸付信託の受益証券の取得  

（4） 金銭債権の取得  

（5） 外国政府、外国の地方公共団体、国際枚  

関、外国の政府関係機関、外国の地方公共団  

体が主たる出資者となっている法人若しくは  

外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は  

債務を保E正する債券の取得  

（6） 証券投資信託の受益証券の取得  

（7） 担保付社債又はその発行する株式が証券  

取引所（外国の証券取引所を含む。次号にお  

いて同じ。）に上場されている株式会社が発  

行する社債の取得  

（B） その発行する株式が証券取引所に上場さ  

藁協…蘭≡組；誉芯・；築≡離遜≡≡崖…簑三協慮瀧讃  

整漑彗雛倦獲磯璧慢環坦  

れている株式会社が発行する株式の取得  

（9） 信託業務を営む組行又は信託会社への金  

銭の信吾モ（ただし、運用方法を特定する金銭  

の信託（有価証券に係る投資額閉業の規制等  

に関する法律（昭和61年法律第7 4号）第  

24条第1項による認可を受けた投資顧問業  

者との投資一任契約によるものを除く。）に  

ついては、前各号で運用されるものに限  

る。）  

（＝〕） 信託業務を営む銀行又は信託会社への第  

2号、第3号及び第5号から第B号までに規  

定する有価証券の信託  

（11） 組合員を被保険者とする生命保険契約の  

締結  

（12） 組合が組合に対して行う貸付けであっ  

て、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事  

業目的の範囲内であるもの（ただし、不動産  

等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債  

務が債務保証法人等によって保証されること  

となっている貸付け又は当該貸付けに係る損  

失が債務保証法人等によって補償されること  

となっている貸付けに限る。）  

（13） 共済契約に基づき共済契約者に対して行  

う貸付け  

（14） 厚生労働大臣の承認を受けた方法  

2  次の各号．1‥に掲げる資産の合計額は、この   

組合の共済事業に属する資産の総額に対し、宗   

1号に掲げる資産にあっては同号に定める割合   

ユ‥を乗じて得た銀以上、第2号から第5号まで   

に掲げる資産にあっては当該各号に定める割合   

辻、一を乗じて得た親以下であることとする。  

（1） 前項第1号から貫4号（元本が保証され  

ているものに限る。）までに掲げる方法、同  

項第7号のうち担保付社債の取得による方法  

並びに同項第11号及び第13号に掲げる方  
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8青ま・Tピに  

となづている貸付けに限る・．）  

働大臣の承認  ＝且祈＝擢   

に礫＝ず春資産にあっては当該者【号にこ定断る羽合  

‡L＝▲を乗；℃、て得た顔以」下であ呑こと二＝と】すき希。云  

（1）‖ ＿前項翳1＿号華ら第ヰ号≡た奉莱が≡保証逼推  

掲げも方法、同  

亜．ぴに同項薫11号及び券丼耳幕結満雄る芳  



蒙聾媚．狸畢琴線儀型型略筆繁華準廻整葦 哩蟄齢莞祢鞍縦遊離踪離礁郡組敷野田酎劉前酎  法で運用する資産 100分の7 0  

（2） 前項策6号に掲げる方法（公社債投資信  

託の受益証券の取得を除く。）及び同項第自  

号に穐げる方法で運用する資産 100分の  

2 0  

（3） 一打項第12号に縄げる方法で運用する資  

産 100分の10  
（4） 前項各号に掲げる方法で運用する資産の  

うち外貨建てのもの 100分の20  

（5） 同一の株式会社が発行する金銭債権並び  

にその株式会社が発行する社債及び株式の取  

得により運用する資産 100分の10  

3  この組合は、金銭の信託又は有価証券の信託   

を行う場合においても萬項の規定に従わなけれ   

ばならない用‥ものとする。一江‥  

4  この組合は、共済事業に係る牲理に属する資   

産を第三者のために担保に供しないものとす   

る。   

（注〉1 本条は、共済事業を行う組合のみが  

規定するものである．   

（注）2 組合の共済事♯に係る経理に属する  

資産の連用については、財務処理規則第20  

粂に規定されているところであるが、各組合  

の共済事集に係る経理に属する資産の運用方  

法については、その範囲内において、事業の  

目的、資産の性井等に照らして適当であると  

認められるもののみを規定するものであるこ  

と．   

（注）3 本項は、共済期間が1年を超える共  

済事業を行う組合については、第1号中 rl  

O O分の7 0」とあるのは「100分の50  

Jと、第2号及び第4号中「100分の20  

」とあるのは rlO O分の3 0」として適用  

する。   

（注）4 本項各号に掲げられた割合について  

秦≡藍聖搬箋祭器．搬離輔醐緋謂蹟膿親衛擢鍼詭  
宴潮  

薫詣漁詔抱紀試掘潔摘誠忠憲恵搭説  

経離巌蔑礁維許裡稽避難腸謝濱傑耀瀾播薄絹題礪  

諜脱漸減瀧憑砺都塵膏無塵婚儀頑攫紺  

蒸蕊描誌献茶掛蘭蔀蒜際縦離際紡勘引酎齢酢蛸  
帯締指開院閻謝貯無難裾薄絹棟闘指針鮮蹄葡萄確  

療舶妻覇業静観窟維群竃窒替蕃輌宣重  
森読喜議衛総灘は莞喜喜寵裁蔚戯蒸臓盛装篇喜感轍   

欝困渕顔捕精蘭瀞嗣師醐楕懐漕雛稀醐樹   

術前酎副職樹弼識懲嗣猥抑新潮識碓酢溝純  
■登竜書甜誠瀞薫隻脚饗暇離書葦捲畿櫻…主都碁≡鮮   

麗書棚醐欝弼発育緋‡群璧稽   
蛮甜闘訟機猛鳥悲遠敷澗雛襲法網誠醸鯨宜滋  

描捕姐膵臓砧梢覿描由醐樹指輪．翫髄≡璧喜編が  
聡紫…蓬甘甜豊臣誰  

讃寝転静薮室勝義禦髄箋髪粥緋鞍郡総勢懐製要義室漂  
衰搬撚毒厳粛毛棚器膝㈱旛韻脳建  

窯濾≡漬葱…藍振甜菜藍擬革措捌葦器諒播糀感  

触藁葺醐  

襟懐朝鮮再級踊翰組摘蘭瀞海綿観闘蘭嗣  
艶麗慧醐泥溺籠鮎≧舗彗≡紺甜  

酔些聞喋渦瀞脚瀞滞積撫濡請磯礁複勝鳩膳禦  
撚藩  

羞頚髄滞撒攫漆漂旛溝渠欝湖葡粛据轢倭簡購海綿  

評樹影職琴蚕紙季嘗誘発蘭職字詰議書鞘さ帯蓄票喜読  

譲酪踊紆硝覿緋絹蘭棚橋拝聴胎蔽離狼扁  

描好機嶺捕用麒撞紆抑敵組露穣龍野耀艶碓浦和  
麒萎彗再  

柴  嘗  響  輩  斐鮮   諜≡  酪  崇琵  ・さ：  ≡肇潜≡難業肇整避  は、各組合の事業の目的、資産の性質等に照  

．娼i 

．■，：     毒望堅帯   芦J・一   ≡1鞋  鋳害毒  陰腺   應  髄醤  蔓壁書  億雛  蔓悪業喜   賎   らして、その範囲内において適宜定めて差し   
義竜藍       笥；土 鰯闇  龍  牒  書腰．  〃汽≡！滋！■    雑  瑞         業態  支えない。ただし、法第50粂の7第1項の   

藁   漉  胤  ご；■   ノ    躯慧・   書搭覇王繋    凝  掛違    遠藤雑  室搬緩；   漉   承訝を受けた組合にあっては、当該承認に係   

手・・三・．．l二       億  礁≧毛モ   雑龍滞積塙謡  る割合を規定するものである．  
踪  童顔讃  藤…‘  痴  蔵毒■  組‘  藤爵挽≡鮎蘭耐離船       露   （注）5 信託業梼を営む銀行又は情托会社へ   

＝′至－    瀾  鯨  ■瀧窟   傭  儀       患  熟㈲礁潜漁      親冶  の運用方法を特定しない金銭の信託及び組合   

鄭態瀧     瀧犠   瀬憾   獲  描！漢蔓蹄    ㌻採茎  】：一 一ノ  ．要約  在Tl  ．≡腱．  指標  員を被保険者とする生命保険契約の締結によ  
耀  賀彗  て 「         儲轍．   さ・・戸    一三：…擬  諌き喜  聾   る運用については、第2項の制限の対象に含   

■■′      還琵    裾  転  構≡    ≡；慣 調ほi  まれないものである。  

¢辞、     斡軋   蔚  ・・汀．      静狩劉  （注）6 第2項及び本項については、第1項  
瀧    漆  の規定に応じて適宜規定すればよい。  

禦  ㌍  （投機取引等の禁止）  
呈ヱ」退この組合は、いかなる名隷をもってす  

るを問わず、この組合の資産について投機的運  

用及び投機取引を行ってはならない。  

（組合■に対する情報開示）  

凰工旦曳この組合はこの組合が定める規則t址，  

により、組合員に対して専業及び財務の状況に  
関する情報を開示するものとする。  

犠  （注）組合の事業及び財務の状況については  
できる取り組含Åに開示されるべきであり、  

塾  開示する範囲、開示の方法等については、細  
合ごとの実情に応じて適宜基準を定めるもの  
である。特に、共済事業を行う組合にあって  

．撥  は、財務処】里親則第22集の趣旨に鑑み、責  

産の運用方法及び運用実績に関する情報につ  
いても開示する範囲に含める必辛がある．な  

n■票  お、呈j＿＿＿Z＿＿条（注）3についても参照のこ  

と。  

第7暮 解散  第7暮 解散  
（解散   ロ  （解散）   
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法第6 2条  貨76曳 この組合は、総（代）lか、会の譜決に   

よる場合のほか、次の事由によって解散する。  

（1） 目的たる事業の成功の不能  

（2）  合併  

（3） 破産  

（4） 行政庁の解散命令  

2  この組合は前項の事由によるほか、組合員（   

買6条第2項の規定による報告員を除く。）が   

2 0人未満■ユlになったときは、解散する。  

3 理事は、この組合が解散（破産による場合を   

除く。）したときは、遅滞なく組合員に対して   

その旨を通知し、かつ、公告しなければならな  

い。   

⊥測り）こ」＝。－   

（注）旦 「20人未満」は、法第64粂第1  

項の規定に基づく最低限度の人数であるの  

で、組合の規模及び実情により、さらにこれ  

を例えば「5 0人未満」、「10 0人未満」  

というように多人数にすることは差し支えな  

い。  

第7 3条 この組合は、塗＿童の議決による場合の   

ほか、次の事由によって解散する。  

（1） 目的たる事集の成功の不能  

（2） 合併  

（3） 破産  

（4） 行政庁の解散命令  

2  この組合は前項の事由によるほか、組合員（   

第6条第2項の規定による組合員を除く。）が   

2 0人未満（ユ，になったときは、解散する。  

3 理事は、この組合が解散（破産による場合を  

除く。）したと きは、遅滞な く組合員に対して   

その旨を通知し、かつ、公告しなければならな  

い。   

（注） 「20人未満」は、法第64条第1項  

の規定に基づく最低限度の人数であるので、  

組合の規模及び実情により、さらにこれを例  

えば「50人未満」、「100人未満」とい  

うように多人数にすることは差し支えない。  

（残余財産の処分）  

第7 4条 この組合が解散（合併又は破産による   

場合を除く。）した場合の残余財産（解散のと   

きにおけるこの組合の財産から、その債務を完   

済した後における残余の財産をいう。）は、払   

込済出資額に応じて組合旦に配分する。ただ   

し、残余財産の処分につき、塾＿童において別段   

の護決をしたときは、その議決によるものとす  

る。  

（残余財産の処分）  

第77条 この組合が解散（合併又は破産による   

場合を除く。）した場合の残余財産（解散のと   

きにおけるこの組合の財産から、その債務を完   

済した後における残余の財産をいう。）は、払   

込済出資緻に応じて組合員に配分する。ただ   

し、残余財産の処分につき、捻（代L＿1旦⊥童．にお   

いて別段の芸鐘決をしたときは、その雄決による   

ものとする。   

（注） 第12条（注）1を参照のこと。  

盲7 5粂 この組合が合併をしようとするとき   

は、合併契約書を作成し、総会の承認を受ける  （合併）  

削除  

ものとする．  

2理事は、前項の合併契約書の要領を第47条  

の規定による通知に昔己鼓し．かつ、公告しなl  

ればならない．  

3合併によって細合を設立する場合において  

は、総会において組合員のうちから合併によっ  

て設立する組合の設立委員を選任するものとす  

L  
4箋53粂の規定は＿第1項の規定による承認  

及び前項の規定による設立委員の選任について  

呈出止   

第8章 雑則   第8章 雑則   

（公告の方法）   （公告の方法）   

法第26条第3項  
ニし1＿⊥呈⊥⊥   に掲示して行う。   

（1） 務所の店頭に掲示する方法   （公告の方法）   

（2）官洩に掲載する方法   （第7 6粂 この組合の公告は、この組合の   

（3）日刊新W紙に掲載する方法   椙示場に格示して行い．かつ、00新蘭に鴇   

（4）電子広告による方法  載して行う∩）tユ，  

2法令により官鶴に掲載する方法により公告し  

なければならないものとされている事項に係る  

公上ヒについては＿官報に掲載するほか、前項  

の（1）．（3）及び（4）に規定する方法．ユ，  

2により行うものとする。  

（注）1各号のうち組合の稟†書により、現に  （注）組合の実情により、組合の公告を椙示   

‘‾うものを記載するもので る   場のみでなく、新聞又は捜励紙にも指  して   

（注）2  第1項宅2号を除き．組合の宴†書に   行う壌合は．その紙名を具体的に明示し、括   

より、現に行うものを吉己載するものである。   弧書の例により規定すればよい。   

（組合の組合員に対する通知及び催告）   （細合の組合員に対する通知及び催告）   法第39条  

呈ヱj＿＿皇 この組合が、組合鼻に対してする通知  呈ヱユ屋 この組合が、組合員に対してする通知   

及び催告は、組合旦名簿に記載し、又は記録し  及び催告は、組合色名蒲に記載したその者の住   

たその者の住所に、その昔が別に通知又は催告  所に、その者が別に通知又は催告を受ける坦＿堕   
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を受ける】暮所又は連絡先をこの組合に通知した  をこの組合に通知したときは、その場所にあて  

ときは、その場所又は連絡先にあてて行う。   て行う。   

2 この組合は、前項の規定により通知及び催告  2  この組合は、前項の規定により通知及び催告   

を行った場合において、通常趨舎Åに到達すべ  を行った場合において、遍‖静観合員に到達すべ   

きときに趨含1に到達したものとみなす。   きときに組合Åに到達したものとみなす。   

（実施規則）   （実施規則）   

呈＿旦＿旦＿曳 この定数及び規約に定めるもののほ  呈ヱj＿急 この定歓及び規約に定めるもののほ   

か、この総合の財産及び業務の執行のための手  か、この租合の財産及び業務の執行のための手   

緩、その他この組合の財産及び業務の執行につい  秩、その他この組合の財産及び業務の執行につい   

て必賽な事項は、規則で定める。   て必辛な事項は、規則で定める。   

附則   附則  

（施行期日）   （施行期日）   

1 この定歓は、この組合成立の日 t塵Iから施行す  1 この定紋は、この細合成立のロ ーl）から施行す   

る。   る。   

（注） 現実に施行しようとする年月日を規定   （注） 現実に施行しようとする年月日を規定   

するもので、例えlま、里＿盛＿旦＿＿旦＿圭4月1日から  するもので、例えば、塑＿担j＿j＿＿生4月1日から   

この定歓を施行しようという場合には、r里慮  この定歓を施行しようという場合には、「乳拉   

旦＿旦＿圭4月1日」からと規定するものである。  且旦＿生4月1日」からと規定するものである。   

（成立当初の役■の任期）   （成立当初の役■の任期）   

2 この組合の成立当初における役■の任期は、  2 この組合の成立当初における役員の任期は、   

箕23粂第1項の規定にかかわらず、創立総会  第23条第1項の規定にかかわらす、創立総会   

において織決された期間とする。ただし、その  において擁決された期間とする．ただし、その   

期Ⅶは1年を超えてはならない。  期間は1年を超えてはならない。  

（成立後第1期の総代）一札I  （成立後第1期の総代）ト墟」   

0 この組合の成立後第1期の総代の定数、選挙  ○ この組合の成立後第1期の総代の定数、遺筆   

区、遭挙の方法その他稔代の選挙に閑し必辛な  区、選挙の方法その他総代の選挙に閲し必要な   

事項は、第00集及び第00条の規定にかかわ  尊項は、第00集及び第00集の規定にかかわ   

らす理事会において定める．   らず理事会において定める。   

（注） 本項は、総代をおいている組合で、か   （注） 本項は、総代をおいている組合で、か  

つ、組合成立後t初の総代選挙に閲し必辛な事   

項を理事会で定めることとしている組合のみが   

規定するものである．  

（成立当初の事業年度）  

3 この組合の成立の日の属する事業年度は、簑   

63条の規定にかかわらず、この組合の成立の   

日から（翌年）○月0日t濾」までとする。  

（注） 組合成立の年月日が、組合の事業年度   

の中途である場合には、次年度からの事業年度   

を正♯化するため、本条を規定し、当初の年度   

の終了日を調整する必要がある。   

つ、組合成立後1初の総代選挙に閲し必要な事   

項を理事会で定めることとしている組合のみが   

規定するものである。  

（成立当初の事業年度）  

3 この組合の成立の日の属する事業年度は、簑   

60集の規定にかかわらす、この組合の成立の   

日から（翌年）○月0日 ほlまでとする．  

（注） 組合成立の年月日が、縮合の事業年度   

の中途である場合には、次年度からの事業年度   

を正常化するため、本条を規定し、当初の年産   

の終了日を調整する必要がある．  
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会計基準について   



生協会計基準の見直し（案）について  

1 総論   

○ 生協法の改正や現行の財務処理規則の策定以降、企業会計基準が大きく変化したこ  

とから、生協会計基準について見直しを行う。   

○ 見直しに当たっては、原則として企業会計の新たな基準に準拠したものとレ、併せ   

て生協という非営利法人の実態を考慮したものとする。  

2 会計慣行のしん酌規定   
○ 会計慣行のしん酌については、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その   

他の会計の慣行をしん酌しなければならない」こととし、原則として企業会計と同様  

の会計基準を採用することとする。  
● t － ■ ■ － ■ t － ■ 一 ■ － ■■ － － 一 一 一 －■ － － － － － － － － － － － － － 一 一－ － － 一 一 － ■一 一 t■ － － 一 － － － －■ － ■■ － ■■ － － － ■■ － － － －1－ ■■ － － － ● ■ 一 ■■ ■ － ■ － t■l＋■ － ■  

r  「  

【中小企業会計指針の適用】  
l  

l   中小規模の生協については、実務的な対応が可能となるように「中小企業の会：  
計に関する指針」の適用について考慮する。  

一  

t  

－ ■■ ■ ■■■ ■ －■■＋■■ － t ■ 一■ － － 一 － － － － － － － － － － － － －1 － － － －－ －■ － － － － － － 一－ － － － 一 一 － － －－ 一 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －■  

3 帳簿価額   
○ 組合が会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額についての規定を設ける。   

○ それぞれの価額については、会社計算規則等に倣い規定を設け、評価・換算差額等  

についても規定する。  
■ ■ ■ － － － ■ ■l■ ■ － － － ■－ － － － ■■ － － － － － － － － 1 ■● － － － － － － － － － t － － ■■ － 一 － － － － － － － － － ■－ － t － － ■ － － － 一 一 － － ■■ － ■ － ■■ － ■ ■ － 一 － ■■ ■ ■■  

l  l  

【経過措置規定】  

l  

l   「退職給付に係る会計基準」、「固定資産の減損に係る会計基準」、「金融商品：  
l  に関する会計基準」、「税効果会計に係る会計基準」については、省令施行後2：   
年間は適用しないことができる。  

（なお、「税効果会計に係る会計基準」のみ先行して適用しないことに留意。）：  
・ただし、会計監査人監査組合については、上記にかかわらず、会計監査人の： l   
監査を受ける決算関係書類に係る事業年度までには、上記基準について適用す…   
るものとする。  

・経過措置期間において、上記基準を適用しない場合は必要な注記を付すこと： l   

とする。  

・医療事業を実施する生協については、「固定資産の減損に係る会計基準」の： 1   

適用に当たって、中小企業会計指針にならい簡便な方法により減損させること：  

ができるものとする。  
l  

1  

1  

1  

▼  
l  

t  

l  

】  
1  

1  

1  

I  

1  

1  

1  

1  

「  
l  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

二  
1  

1  

1  

1  

1  

●  

t  

1  

l  
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4 決算関係書類等  
（1）金額の表示単位   

○ 決算関係書類に係る事項の金額は、一円学位又は干円単位を持って表示すること  
とするが、資産総額が500億円以上の組合における貸借対照表及び損益計算書等  
については、百万円単位をもって表示することを妨げないこととする。   

○ 剰余金処分案又は損失処理案については一円単位で表示するものとする。  

（2）貸借対照表   

○ 貸借対照表は「資産」、「負債」、「純資産」の部に区分して表示することとし、勘  
定科目は現行の財務処理規則を基本として規定する。   

○ 規定に際しては、明文化した規定を定める（供給事業等に対応した区分等）こと  
とし、共済事業を行う組合については、適切な部又は項目に分けて表示する旨の特  
例規定を設ける。   

○ 連結貸借対照表特有の科目についても規定する。   
○ 事業の規模等を勘案し、必要な勘定科目を設定し、又は設定しないことができる  

こととする。（損益計算書も同様）  

◆別紙1；  

（3）損益計算書   

○ 損益計算書の体系、勘定科目については、現行の財務処理規則を基本として規定  

する。   

○ 規定に際しては、明文化した規定を定める（供給事業等に対応した区分等）こと  

とし、共済事業を行う組合については、適切な部又は項目に分けて表示する旨の特  

例規定を設ける。   

○ 組合が2以上の事業を行っている場合には、事業総剰余（欠損）は主要な事業ご  

とに区分しなければならないことを規定する。   

○ 連結損益計算書特有の科目についても規定する。  

◆別紙2  
－－－－－一－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●■■■■■－－－t■■■■－－－■■■一■■一－－■ 

l  

【任意積立金の取り崩しの適正化】  
T  

l  ・損益計算書上で取り崩しができる任意積立金は、「一定の目的のために設：   
定した任意積立金について当該日的に従って取り崩した額」である旨を規定；  

する。  
l  

・損益計算書上で取り崩しができる任意積立金の積立、取り崩しの基準の設；  
定や行政庁による検査の強化などにより、任意積立金の適正化を図る。  

l  

■■－■■■－－－－－－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●－■■■■一－－－■■■■t■■■■●  

（4）剰余金処分案又は損失処理案   

○ 剰余金処分案又は損失処理案については、現行の財務処理規則を基本として規定  

する。  

◆別紙3；剰余金処分案又  
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（5）注記   

○ 芸社計算規則に倣い、次の注記を規定する。  

1）継続組合の前提に関する注記（会計監査人監査組合に限る。）  

2）重要な会計方針に係る事項に関する注記  

3）貸借対照表に関する注記  

4）損益計算書に関する注記  

5）剰余金処分案に関する注記  

6）税効果会計に関する注記  

7）リースにより使用する固定資産に関する注記  

8）関連当事者との取引に関する注記  

9）重要な後発事象に関する注記  

10）その他の注記  

（6）決算関係書類の附属明細書   
○ 現行の財務処理規則に規定されている事項を基本として、以下の内容の附属明細  

書の作成を規定。  

1）資本及び借入金の状況  

2）固定資産等の状況  

3）各種引当金の状況  

4）事業経費の明細  

5）事業の種類ごとの損益の明細  

6）その他重要な事項   

・主な勘定科目明細表   

・キャッシュ・フロー計算書（共済事業を除く。）  

（7）事業報告書   

○ 他の組合法に倣い、以下の事項を事業報告書の内容とする。   

○ 会計監査人監査組合については以下の事項の他、会計監査人に関する事項につい  

ても事業報告書の内容とする。  

1）組合の事業活動の概況に関する事項  

2）組合の運営組織の状況に関する事項  

3）その他組合の状況に関する重要な事項   

※「組合の事業活動の概況に関する事項」として教育事業等の状況（支出  

額、繰越金の充当状況を含め）についての記載を求める。  
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（8）事業報告書の附属明細書   

○ 農協法施行規則等に倣い以下の事項を規定する。  

1）当該事業年度に係る役員の報酬等の総額並びに当該総額に係る理事及び監   

事の区分ごとの内訳  

2）役員の兼職又は兼業の明細  

3）役員との間の取引及び第三者の間の取引で当該組合と役員との利益が相反   

するものについての当該取引の内訳等  

5 連結決算関係書類  

（1）連結決算関係書類の種類   

○ 会計監査人監査組合が作成しなければならない連結決算関係書類として、①連結  

貸借対照表、②連結損益計算書、③連結純資産変動計算書を規定し、必要な注記を  

しなければならないこととする。  

◆別紙4；連結貸借対照表の様式  

◆別紙5；連結損益計算書の様式  

◆別紙6；連結純資産変動計算書の様式  

（2）連結の範囲・持分法の適用   

○ 連結の対象を全ての「子法人等」（会社計算規則でいう「子会社」）とし、連結の  
範囲に関する重要性の基準についても規定する。   

O 「非連結手法人等」（非連結子会社）及び関連法人等（関連会社）については、  
重要な影響を与えないものを除き、持分法を適用することとする。   

（3）連結関係書類の注記   

○ 会社計算規則に倣い、次の注記を規定する。  

1）継続組合の前提に関する注記  

2）連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記  

3）連結貸借対照表に関する注記  

4）重要な後発事象に関する注記  

5）その他の注記  

（4）子会社等の時価評価【経過措置】   

○ 改正法の施行∈＝こおいて子会社等を有している組合が連結決算関係書類を作成す  

る場合、子会社等の取得時あるいは支配獲得目における時価評価ができないときに  
は、時価評価を行わないこととする。  

－61－   



6 監事・会計監査人の監査について   

○ 決算関係書類等の監事及び会計監査人の監査については、会社計算規則等に倣い、  

以下の事項につき定めることとする。  

1）監事や会計監査人の職務遂行環境  

組合の理事等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に  

つとめなければならないことを規定。  

2）監事の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書に係る監査   

報告の内容  

3）会計監査人の決算関係書類及びその附属明細書に係る監査報告の内容  

4）監事及び会計監査人の監査報告の通知期限  

※ 模範定款例における通常総（代）会の招集時期について、毎事業年度終了後3月以   

内とするよう改正する。  

7 その他  

（1）企業結合会計基準適用における取扱い  
○ 生協が合併する場合の会計処理は、当分の間、結合前の生協の帳簿価額を合算す  

る方法（持分プーリング法）を適用することができることとする。  

（2）医療福祉等積立金の経理方法   

○ 医療福祉等事業積立金の経理方法は次の通りとする。  

1）積立及び取崩しの方法  

・医療福祉等事業積立金は、「剰余金処分案」において積み立てる。  

・積み立てられた医療福祉等事業積立金は、次年度以降の「損益計算書」  

において取り崩すことができるものとする。  

2）医療福祉等事業における剰余は、法定準備金を積み立て、さらに教育事業   

等繰越金を繰り越し、なお残余がある時は医療福祉等事業積立金として積み   

立てる。  
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生協碑  

（別紙1）貸借対照表  

（D共済専業生協以外の生協  

②共済専業生協  

（別紙2）損益計算書  

（D共済専業生協以外の生協  

②共済専業生協  

（別系氏3）剰余金処分案又は損失処理案  

（別紙4）連結貸借対照表  

（別紙5）連結損益計算書  

（別紙6）連結純資産変動計算書  

【参考】  

（別紙7）共済専業生協以外の生協の連結決算関係書類  

①連結貸借対照表  

②連結損益計算書  
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（別紙1－（D）  

（1）貸借対照表   

①共済専業生協以外の生協  

平成○年○月○日現在  

科 目  科  目   

（資産の部）   （負債の部）   

Ⅰ流動資産   Ⅳ 流動負債   

現金預金   支払手形   

受取手形   買掛金   

供給未収金   短期借入金   

有価証券   短期組合員借入金   

商品   短期リース債務   

貯蔵品   未払金   

繰延税金資産   未払法人税等   

その他   未払消費税等   

貸倒引当金（△）   未払割戻金   

Ⅱ 固定資産   未払車用   

1有形固定資産   前受金   

建物   預り金   

減価償却累計額   賞与引当金   

構築物   設備支払手形   

減価償却累計額   繰延税金負債   

機械及び装置   その他   

減価償却累計額   Ⅴ 固定負債   

車両運搬具   長期借入金   

減価償却累計額   長期組合員借入金   

器具備品   長期リース債務   

減価償却累計額   退職給付引当金   

リース資産   役員退職給与引当金   

土地   繰延税金負債   

建設仮勘定  その他  

2無形固定資産  （純資産の部）   

のれん   Ⅵ 組合員資本（会員資本）   

借地権   出資金   

ソフトウエア   未払込出資金   

リース資産   剰余金   

その他   法定準備金   

3その他固定資産   医療福祉等事業積立金   

関係団体等出資金   任意積立金   

関係団体出資金   当期末処分剰余金   

子会社等株式   （又は当期末処理損失金）   

長期保有有価証券   Ⅶ 評価・換算差額等   

長期貸付金   その他有価証券評価差額金   

長期前払責用  繰延ヘッジ損益   

差入保証金  

長期預金  

繰延税金資産  

その他  

貸倒引当金（△）  

Ⅲ繰延資産  
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（別紙1－②）  

②共済専業生協  平成○年○月○日現在  

科  目  科  目  

（資産の部）  

現金及び預金   

現金   

預貯金  

金銭の信託  

金銭債権  

有価証券   

（負債の部）  

共済契約準備金  

支払備金  

責任準備金  

割戻準備金  

■再共済勘定  

業務委託勘定  

業務受託勘定  

その他共済負債  

借入金  

前受収益  

未払費用  

その他負債  

未払法人税等  

未払金  

預り金  

仮受金  

リース債務  

その他の負債  

引当金  

賞与引当金  

退職給付引当金  

役員退職給与引当金  

価格変動準備金  

繰延税金負債  

国債   

地方債   

社債   

株式   

外国証券   

貸付信託受益証券   
投資信託受益証券  

その他の証券  

貸付金  

組合貸付金  

契約者貸付金  

その他の貸付金  

再共済勘定  

業務委託勘定  

業務受託勘定  

その他共済資産  

前払費用  

未収収益  

その他資産  

未収金   

差入保証金  

仮払金   

その他の資産  

業務用固定資産  

土地  

減価償却資産   

リース資産（有形）  

建設仮勘定  

無形固定資産   

リース資産（無形）  

関係団体等出資金  

関係団体出資金  

子会社等株式  

繰延税金資産  

貸倒引当金（△）  

繰延資産  

（純資産の部）  

組合員資本（会員資本）  

出資金  

未払込出資金  

剰余金  

法定準備金  

任意積立金  

当期末処分剰余金  

（又は当期末処理損失金）  

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  
繰延ヘッジ損益   



（別紙2）  

（2）損益計算書  

（D共済専業生協以外の生協  ②共j斉専業生協  

（自平成○年○月○日 至平成○年○月○日）  ○日 至平成○年○月○日）  （自平成○年○月  

経常損益の部  益 の部  経常損   
経常収益  

1共済掛金等収入  
受入共済掛金  
受入共済金（※）  

受入返戻金  

受入委託手数料   
2 共済契約準備金戻入碩  

支払備金戻入績  
責任準備金戻入嶺  
割戻準備金戻入額   

3 資産運用収益  
利息及び配当金等収益  
金銭の信託運用益  
金銭債権収益  
有価証券売却益  
有価証券評価益  

有価証券償還益  
その他の運用収益   

4 その他経常収益  
受取出資配当金  
受取賃貸料  
その他の経常収益  

経常責用   
1共済金等支払額  

支払共済金  
支払共済掛金（※）  

支払返戻金  
支払割戻金   

2 共済契約準備金繰入額  
支払備金繰入額  
責任準備金繰入額   

3 資産運用費用  
支払利息  
金銭の信託運用費  
金銭債権運用費  
有価証券売却損  
有価証券評価損  

有価証券償還損  
その他の運用責用  
貸倒引当金繰入鞄   

4 事業経費  
人件貴  
物件費  
共済委託手数料   

5 その他経常費用  
寄付金  
その他の経常費用  

事業損益の部   
Ⅰ供給事業  

1供給高  
2 供給原価  

（1）期首商品棚卸高  

（2）仕入高  

合計  
（3）期末商品棚卸高  

供給剰余金   
Ⅱ 利用事業  

1利用事業収入  
2 利用事業原価  

利用剰余金   
Ⅲ 共済事業  

1共済事業収入  
2 共済事業費用  

共済剰余金   
Ⅳ 福祉事業  

1福祉事業収入  
2 福祉事業費用  

福祉剰余金   
Ⅴ その他事業収入  

1教育文化事業収入  
2 受取手数料  
3 その他  

その他事業収入計   
事業総剰余金   
Ⅵ 事業経費  

1人件責  
2 物件費  
3 共済委託手数料   

事業剰余金  
事業外損益の部   

Ⅶ 事業外収益  
1受取利息  
2 受取配当金  
3 雑収入   

Ⅷ 事業外費用  
1支払利息  
2 雑損失  

特別損益の部   
Ⅸ 特別利益  

1固定資産売却益  
2 補助金収入  
3 前期損益修正益   

Ⅹ 特別損失  
1固定資産売却損  
2 減損損失  特別損益の部   

特別利益  
固定資産売却益  
価格変動準備金戻入  
補助金収入  
前期損益修正益   

特別損失  
固定資産売却損  
減損損失  
価格変動準備金繰入  

税引前当期剰余金  
法人税等  
法人税等調整額  
当期剰余金  
前期繰越剰余金  
医療福祉等事業積立金取崩碩  
任意積立金取崩額  

益修正  
税引前当期剰余金  

法人税等  
法人税等調整額  

割戻準備金繰入額  

当期剰余金  

前期繰越剰余金  
任意積立金取崩額  

（※）共済事業の実施状況に応じて、「受入共済  

掛金」及び「支払共済金」に含めて、純績表示で  
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（別紙3）  

（3）剰余金処分案又は損失処理案  

剰余金処分案  

（単位：円）  

科 目   金 額   

Ⅰ当期末処分剰余金  

Ⅱ 任意積立金取崩額  

1 00積立金取崩額   

2 00積立金取崩額   

Ⅲ 剰余金処分額  

1 法定準備金   

2 医療福祉等事業積立金（※）   

3 利用分量割戻金   

4 出資配当金   

5 任意積立金   

（1）00積立金   

（2）00積立金   

Ⅳ 次期繰越剰余金  

…＝＝■■■●■●■■●●●●■■●■＝■＝＝■●▲●■◆■▲▲●■■■■■■■●▲●■▲●■●●▲■■■■●●●●■■■■●＝…●●……■●●●■■●▲▲▲■■■■＝＝●■●■●■■■▲■●■……▲＝＝■■■●▲■●■■●…＝●●●●■■●●▲●●●■●●●  

損失処理案  

（単位：円）  

科 目   金 額   

Ⅰ当期末処理損失金  

Ⅱ 損失金処理額  

1 任意積立金取崩額   

（1）00積立金取崩額   

（2）00積立金取崩額   

2 法定準備金取崩額   

Ⅲ 次期繰越損失金  
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（別紙4）  

（4）連結貸借対照表  

平成○年○月○日現在   

科  目  科  目  

（資産の部）  

現金及び預金  

金銭の信託  

金銭債権  

有価証券  

貸付金  

再共済勘定  

業務委託勘定  

業務受託勘定  

その他共済資産  

前払費用  

未収収益  

その他資産  

業務用固定資産  

のれん  

関係団体等出資金  

繰延税金資産  

貸倒引当金（△）  

繰延資産  

（負債の部）  

共済契約準備金  

再共済勘定  

業務委託勘定  

業務受託勘定  

その他共済負債  

借入金  

前受収益  

未払重用  

その他負債  

引当金  

価格変動準備金  

繰延税金負債  

負ののれん  

（純資産の部）  

組合員資本（会員資本）  

出資金  

剰余金  

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  
繰延ヘッジ損益  

少数株主持分  

－68－   



（別紙5）  

：5）連結損益計算書  

（自平成○年○月○日  至平成○年○月○日）  

科  目  

経常収益  

共済掛金等収入  

共済契約準備金戻入額  

資産運用収益  

その他経常収益   

負ののれん償却額   

持分法による投資利益  

経常費用  

共済金等支払額  

共済契約準備金繰入額  

資産運用費用  

事業経費   

のれん償却額  

その他経常費用   

持分法による投資損失  

経常剰余金  

特別利益  

特別損失  

税金等調整前当期剰余金  

法人税等  

法人税等調整鰻  

割戻準備金繰入額  

少数株主利益  

当期剰余金  

－69－   



（別紙6）  

（6）連結純資産変動計算書  

白平成○年○月○日 至平成○年○月○日  

組合員資本（会員資本）  評価・換算差額等  

評価・換算差額   
少数株主持分  純資産合計  

出資金   剰余金   
組合員資本（会 員資本）合計  その他有価証券 評価差額金  繰延ヘッジ損益  等合計   

前期末残高  

当期変動額  

剰余金の配当  

岩利用分量割戻し  

出資配当  

当期剰余金  

組合員資本（会員資本）以外の  

項目の当期変動額  

当期変動額合計  

当期末残高  



（別紙7－（D）  

（7）共済専業生協以外の生協の連結決算関係書類   

①連結貸借対照表  

平成○年○月○日現在  

科  目  科  目  

（負債の部）  

Ⅳ 流動負債  

仕入債務  

短期借入金  

繰延税金負債  

その他  

Ⅴ 固定負債  

長期借入金  

退職給付引当金  

繰延税金負債  

負ののれん  

その他  

（資産の部）  

Ⅰ流動資産  

現金預金  

供給債権  

有価証券  

たな卸資産  

繰延税金資産  

その他  

貸倒引当金（△）  

Ⅱ 固定資産  

1有形固定資産  

建物  

減価償却累計額  

備品  

減価償却累計額  

土地  

その他   

2 無形固定資産  

のれん  

その他   

3 その他固定資産  

長期保有有価証券  

長期貸付金  

長期預金  

繰延税金資産  

その他  

貸倒引当金（△）  

Ⅲ 繰延資産  

（純資産の部）  

Ⅵ 組合員資本（会員資本）  

出資金  

剰余金  

Ⅶ 評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

繰延ヘッジ損益  

Ⅷ 少数株主持分  

一丁1－   



（別紙7－（∋）  

②連結損益計算書   

（自平成○年○月○日  至平成○年○月○日）  

科  目  

Ⅰ供給事業   

供給高   

供給原価   

供給剰余金  

Ⅱ利用事業   

利用事業収入   

利用事業原価   

利用剰余金  

Ⅲ共済事業   

共済事業収入   

共済事業費用   

共済剰余金  

Ⅳ福祉事業   

福祉事業収入   

福祉事業費用   

福祉剰余金  

Ⅴその他事業収入   

その他事業収入  

事業総剰余金  

Ⅵ事業経貴   

人件費   

物件真   

のれん償却額  

事業剰余金  

Ⅶ事業外収益   

受取利息   

持分法による投資利益   

負ののれん償却額  

Ⅷ事業外費用   

支払利息   

持分法による投資損失  

経常剰余金  

Ⅸ特別利益   

固定資産売却益  

Ⅹ特別損失   

固定資産売却損  

税金等調整前当期剰余金  

法人税等  

法人税等調整額  

少数株主利益  

当期剰余金   





企業会計基準の大きな変化（会計ビッグ／  

昭和の時代まで  

に定められた企業  

会計原則等に沿つ  

た会計。  
●現行の「生協財務  

処理規則」の設定  

（平成8年）。  

好成長   

バブル景気   

バブル崩壊  

80年代以前   

90年代前半まで   

90年代前半  

■取引先等との株式持ち合い  

・手持ち現金（キャッシュ）が不足した場合  

は、メインバンクから融通を受ける。  

一会計上の利益が出ていればよいという  

経営  

l
失
わ
れ
た
1
0
年
 
 

1
一
斗
－
 
 

90年代後半  
会計ビッグバン  

・有価証券の時価評価等により、株式の  
持ち合いは解消の方向へ。  

・金融当局による銀行の不良債権査定  

の厳格化により、メインバンクからの融資  
には頼りづらくなる。  

」ユ  

・株式市場で資金調達を行うために、株  
主に適正な経営情報開示が必要。  

・会計上の利益と同時に、現金の流出入  
（キャッシュフロー）を管理する必要性。   

1999年  

キャッシュ  

税効果会計  

退職給付会計  

2000年  

2002年  

2006年  

棚卸資産会計  2008年  



改正生協法における主な財務処理に係る部分  

■会計の原則（第51条の3）   

0組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。（※）  

一会計帳簿の作成（第32条）   

○組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。（※）  

■瀾1条の7）   
○組合は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類（貸借対照表、損益計算書及び剰余  

金処分案又は損失処理案をいう。）及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。（※）   

○決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受  

けなければならない。  

■し会計監査人の監査（第31条の8第1項）＊共済事業を行う組合に適用。  

○ 共済事業を行う消費生活協同組合であってその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は   

合会は、決算関係睾類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計   

監査人の監査を受けなければならない。  

塵 44粂の準用））＊共済事業を行う組合に適軋  

連結 ○会計監査人 監査租合は、厚生労働阜令で定めるところにさり、各事業年度に係る決算関係書類（当該会計監査  

の 
人監査組合及びその子会社等からなる集団の財産及び損養卿生労働   

省令で定めるものをいう。うを作成しなければならない。   



雌宕50条の8）   
○共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。   

○線色削如こ利尻させる事業のうち、病   院又l癖 ナて実施す   

る事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業（当該事業 から生じた卿充てること   

が適当な事業であ魂軌省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第五十一条のこに   

おいて「医療福祉等事業」 という。）l軸  

■働   

○組包ま、医療福祉等事業に関し、 

をうめ、なお残余 があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。   

○医療福祉等事業 に関する積立金は、医療福祉等事業 の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。  

旦 

0組合は、定款で定める績に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の－（共済事業を行う組合にあって恥五分の  

二）以上を準備金として積み立てなければならない。   

○組合は、毎事業年度の剰余金の二○分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。   

○翌事業年度に繰り越した剰余金は、組合員及び組合事業に関する知識の向上を図る事業の貴用に充てるものとする。  

ただし、その剰余金の全部又は潮家事 に係る援助そ  

の他の活動であって組合員の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用肺＼  

圭（注1）文末に（※）印を付している箇所は、今回の法改正により省令から法律に引き上げられた事項である0  

（注2）下線の箇所は、今回の法改正により新たに法律に規定された事項である。   



税制改正について   



生協に係る平成20年度税制改正要望について  
共済事業を行う消費生活協同組合又は連合会が共済事業を分離した場合に伴う税制上の所要の措置  

一定基準以上の共済事業  本年の改正生協法により、契約者保護の観点から、共済事業の健全性を担保するために、   ○  

と他の事業との兼業が禁止されることとなった。  
○共済事業実施生協が、新たに設立された共済生協や他の共済生協に共済事業を移転する場合、旧共済生協及び  
新共済生協等に課税されることになる。  

○このような場合に移転資産に課税することは、契約者保護という改正法の趣旨に反し、かえって共済事業の健全な運営  
を妨げる恐れがある。  

○このため、平成20年度税制改正で、兼業規制対象組合が新たに設立された共済生協や他の共済生協に共済事業  
を移転する場合の法人税における所要の措置を要望した。   



検査及び予算等について   



○ 平成20年度における生協に対する検査（調査）指導について   

これまで、厚生労働本省及び地方厚生局が行う生協検査については、  

「消費生活協同組合検査要領」を定め、これに基づき実施しており、都道  

府県に対しても、「消費生活協同組合に対する検査の実施について」（平成  

15年4月14日 社会・援護局長通知）として参考にお示ししていると  

ころである。   

現在、改正生協法の施行を4月に控え、政令の制定に続き、省令及び模  

範定款例の改正に向けた作業を行っているところであるが、今後、これら  

の改正内容等を踏まえた上で、同要領の改正を行うとともに、新たに共済  

事業を行う生協に対する指導及び監督に資するための検査マニュアルや監  

督指針の作成を行うこととしている。   

これらについては、今後できるだけ早急に作成を行った上、通知させて  

いただく予定であるので、その旨ご了知願いたい。   

また、平成20年度厚生労働本省及び地方厚生局における生協に対する  

検査（調査）指導に当たっては、全ての生協が新制度への円滑な移行が図  

れるよう、各生協の対応状況等の把握・確認を行うことに重点をおいて行  

うこととしている。   

なお、各都道府県おいて独自に検査マニュアル等を作成し、所管生協に  

対する検査（調査〉指導を行う場合であっても、新制度への円滑な移行が  

図れるよう十分ご留意願いたい。  

○ 政治的中立の確保について   

生協の政治的中立の確保については、生協法第2条第2項において「組  

合は、これを特定の政党のために利用してはならない」と規定していると  

ころであり、組合が法の趣旨を十分尊重し、いやしくも政治的中立の観点  

から批判や誤解を招くことのないよう改めて厳正にご指導願いたい。  

－78－   



消費生活協同組合指導監督事業の創設  
※セーフティネット支援対策等事業費補助金の「地域福祉増進事業」にて実施  

（項）生活保護等諸費  

（目）セーフティーネット支援対策等事業費補助金  195億円の内数  

【趣旨】  

（1）消責生活協組合（生協）については、事業内容が複雑化、多様化し、その   

規模も拡大するなど、市場において一定の地位を占める経済事業主体となっ  

ている。このため、これまで以上に、事業の健全性を確保し、組合員の保護  

を図る観点から、共済事業における契約者保護、経営・責任体制の強化等を  

図るために生協法の改正を行ったところである。  

（2）この法改正の実効性を担保するため、検査項目の増加、経営状況等を適正   

にディスクローズするための新会計基準を取り入れた施行規則の見直し及び   

継続的な健全経営への指導が必要となるところである。  

（3）このように円滑な法施行のため、各県の担当者においても、資質向上が求   

められることとなる。このため、生協検査検討委員会（仮称）を設置し、各   

県の検査マニュアル等の作成・改訂、検査事例の検討及びスキルアップのた   

めの研修会を行い、指導監督体制の充実・強化を図るものである。  

【事業内容】  

（1）生協検査検討委員会の設置  

（2）研修会の実施  

3．実施主体  都道府県  

4．補助率  1／2  
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